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【用語の説明】

【用語の説明】

○水防法（昭和 24 年６月４日法律第 193 号）

洪水や雨水出水、高潮等に際し、水災を警戒･防御し、それによる被害を軽減し、

公共の安全を保持することを目的としている法律である。

○外水氾濫

台風等の大雨により川の水が堤防から溢れる、あるいはそれによって川の堤防が決

壊した場合等に起こる洪水のことをいう。外水氾濫の場合には、大量の水が短時間に

市街地等に流れ込むため、人的被害が起きる場合が多い。

○内水氾濫

市街地等に降った雨を排水しきれず、マンホールなどから水が溢れることで発生す

る浸水被害である。アスファルトなどで舗装され、下水・川への排水が多くなる都市

で発生しやすく、都市型水害ともいう。

○洪水予報河川

気象庁の降水量の観測・予測結果を用いて、都が河川水位を予測し、気象庁と都が

共同で洪水予報を発表する河川のこと。西東京市では、石神井川が指定されている。

○西東京市浸水ハザードマップ

河川が氾濫することで浸水被害が発生する外水氾濫（水防法に基づく）及び、下水

道の排水能力等を超える大雨が降ることで浸水被害が発生する内水氾濫の両方を表

示した地図のことをいう。併せて、非常時の備えや風水害に備えるために必要な情報

なども掲載している。

○西東京市風水害タイムライン（事前防災行動計画）

タイムラインとは、災害の発生を前提に、防災関係機関が連携して災害時に発生す

る状況をあらかじめ想定し共有した上で、「いつ」「誰が」「何をするのか」に着目し

て、防災行動とその実施主体を時系列で整理した計画のことをいう。事前防災行動計

画や防災行動計画とも呼ぶ。

○土砂災害防止法（土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律、昭和 43 年法律第 100 号）

土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域を明らかにし、

危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等

のソフト対策を推進する法律をいう。



【用語の説明】

○土砂災害

降雨により、山腹や川底の石や土砂が一気に下流へと押し流される土石流や山の斜

面や自然の急傾斜の崖、人工的な造成による斜面が突然崩れ落ちるがけ崩れなどを指

す。土砂災害が発生するときには、何らかの前兆現象が現れることがある。

○土砂災害警戒情報

大雨警報発表中に大雨による土砂災害発生の危険度が高まった時、市が避難情報を

発令する際の判断や住民の自主避難の参考となるよう、東京都と気象庁が共同で発表

する防災情報をいう。

○警戒判定メッシュ情報

気象庁が提供する、災害発生の危険度の高まりを５段階で示した情報であり、10分

ごとに更新している。

○土砂災害警戒区域専用避難所

土砂災害の危険性がある時に、土砂災害警戒区域等に位置する住民が、土砂災害か

ら逃れることを目的に開設する避難所のことである。土砂災害特別警戒区域及び土砂

災害警戒区域の近くの施設を指定する。

○避難所

災害の状況に応じて開設し、避難情報を発令する際に開設される施設。一定期間滞

在でき、食料など必要最低限の生活物資は市が手配する。

○福祉避難所

一般の避難所で生活することが困難な要配慮者、乳幼児又は妊婦に対し、必要なサ

ービスを提供するため、社会福祉施設や保育園等を災害対策本部の要請に基づき二次

的に開設する避難所。

○指定避難所

避難所と福祉避難所を総じた名称。

○自主避難所

避難先として知人や親類の家などの安全な場所を事前に確保できない方のために

開設する避難所。食料など生活物資の配給は基本的に行わない。各種気象情報等から

風雨が強まることが懸念される場合に、本部長（市長）の指示により開設する。避難

を希望する方を対象に、市内７箇所（内１箇所はペット同伴避難専用）に開設される

避難所となり、その開設及び運営は市の職員にて行う。



【用語の説明】

○避難情報

風水害により被害が見込まれる際、気象情報や地形の特徴、過去の浸水被害等を総

合的に判断し、市が発令する。高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保の３種類から

なる。

○警戒レベル

市民へより切迫性を伝え、必要な避難行動がとれるよう避難情報等とともに発表さ

れる。５段階に分かれており、うち警戒レベル１と警戒レベル２は気象庁が発表し、

警戒レベル３以降は市が発令する。

○要配慮者

高齢者、障害のある方、乳幼児等の防災施策において特に配慮を要する方。

○避難行動要支援者

要配慮者のうち、災害発生時の避難等に特に支援を要する方。

○竜巻発生確度ナウキャスト

気象ドップラーレーダーの観測などを利用して、竜巻などの激しい突風の可能性の

ある地域を分布図で表し、その１時間後までの移動を予測する。平時を含めて常時 10

分毎に発表する。

○エリアメール、緊急速報メール

気象庁が配信する気象情報などを、回線混雑の影響を受けずに受信することができ

るサービス。

○Ｌアラート

災害発生時に、地方公共団体等が、放送局・アプリ事業者等の多様なメディアを通

じて地域住民等に対して必要な情報を迅速かつ効率的に伝達する共通基盤。

○西東京市安全・安心いーなメール（西東京市緊急メール配信サービス）

市内の防災・防犯に関する情報を、利用登録をした携帯電話やパソコンにメールで

お届けする配信サービスのこと。市内に発表される気象警報や市が発令する避難情報

等の防災情報、不審者情報などの防犯情報のほか、家族からの同意が得られた場合に

は、認知症等で行方のわからなくなった方の情報も配信している。

○東京消防庁公式アプリ

消防や救急の知りたい情報をいつでも・どこでも・手軽に入手できるスマートフォ

ン用アプリ。
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第１部 総則

風水害に関する基本的な総則について、次に示す項目は地震・火山編の対応を

準用する。以下に、項目と準用する地震・火山編の該当箇所を一覧で示す。

項目 準用する地震・火山編の部・章・節

計画の方針 第１部第１章 計画の方針

市及び防災関係機関の役割
第１部第２章 基本的責務及び防災関係機関

の業務大網

市の現況と災害 第１部第３章 市の概況

被害想定 第１部第４章第２節 浸水予想
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第１節 豪雨対策

風-2

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第２部 災害予防計画

第１章 水害予防対策

都内では豪雨による水害被害が近年増加傾向にあり、市内においては、令和元

年 10 月の台風第 19 号により、床下浸水や道路冠水などの被害が発生した。今後

も、これらの被害が発生することが懸念される。

このため、豪雨対策として、都と連携しながら、総合的な治水対策として、ハ

ード面では治水施設（河川・下水道）及び雨水流出抑制施設の整備を進め、ソフ

ト面では東京都水防災総合情報システム等の活用及び広報の充実を図る。

第１節 豪雨対策

１ 豪雨対策の体系 都

都は、平成 17 年９月の杉並区、中野区を中心に甚大な被害が発生した豪雨を

契機に、集中豪雨に対し対策を推進するため、有職者による検討を経て、平成

19 年度に「東京都豪雨対策基本方針」を策定した。河川整備、下水道整備、流

域対策を実施し、時間 60mm の降雨までの浸水被害を解消することを目標とし

た。また、近年の降雨特性や被害の発生状況、「東京都内の中小河川における今

後の整備について」の提言を踏まえ、平成 26 年６月に東京都豪雨対策基本方針

の改定を行った。

＜豪雨対策の体系＞
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第５章 医療救護
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第７章 物流・備蓄等
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２ 総合治水対策の推進 都、市

都は、頻発する局地的集中豪雨に対し、降雨特性、浸水実績、費用対効果等

の検討を踏まえ、ハード・ソフト両面からの取組の方向性を明らかにした。

市は、この取組の方向性に従い、雨水流出抑制対策等を推進する。

(1) 豪雨対策の基本的な考え方【都】

今後の豪雨対策においては、おおむね 30 年後を目標に時間 75mm の降雨に

対し床上浸水等の防止を目指し、河川整備や下水道整備、流域対策を進める

ことに加え、目標を超える降雨に対しても生命の安全確保を目指し、浸水被

害を最小限にとどめる減災対策を推進する。

(2) 対策強化流域、対策強化地区の設定【都】

豪雨や水害の発生頻度などを踏まえ、対策強化流域、対策強化地区を設定

する。これらの流域・地区では、河川、下水道の整備水準のレベルアップを

図り、目標降雨に対して浸水被害の防止を目指す。

(3) 水防活動、避難活動及び避難者支援のための家づくり、まちづくり、避難方

策の強化【都】

大規模地下街の浸水対策計画の充実や豪雨災害に関する情報の提供や災害

発生時の体制の整備等により、避難方策を強化する。

(4) 総合治水対策の推進【都市計画課、道路課、下水道課、みどり公園課】

市は、水害に対する安全性を確保するため、河川改修の促進をはじめ、緑

地の保全や下水道の建設及び整備拡充等の対応策を進める。併せて、流域全

体として河川への雨水流出を押さえていくため、流域での雨水貯留・浸透機

能を増進する道路や宅地に対する雨水流出抑制施設の普及等、総合的な治水

対策を進める。
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施策 内容 担当

下水道及び

雨水溢水対策

事業の促進

市は、降雨による浸水被害を防止するため、

下水道施設の増強に努める。併せて、河川への

集中的な流出を抑制するため、雨水溢水対策

事業を促進する。

都下水道局

下水道課

雨水流出抑制

対策

流域での保水・遊水機能を向上するため、緑

地などの整備を促進する。

みどり公園

課

雨水浸透施設等助成事業実施要綱等による

雨水浸透施設の設置促進を図る。
下水道課

地下空間浸水

対策

集中豪雨等による冠水のおそれがある箇所

について把握し、当該地域での浸水被害を抑

制するため情報を提供する。

下水道課

道路課

都市計画課

３ 地下空間への浸水被害対策 市

(1) 浸水被害が大きい流域、浸水被害にぜい弱な地域等における対策

【都市計画課、道路課、下水道課】

市は、地下駐車場等、浸水被害にぜい弱な施設を対象に、都と連携して、

条例・要綱等の活用により、高床建築や地下空間浸水対策の実施を促す。

また、道路冠水の対策を実施することにより、浸水に強いまちづくりを推

進していく。

(2) 普及啓発【都市計画課、道路課、下水道課】

市は、市民に対し、住宅の地下空間や道路などに対する浸水対策の必要性

等を積極的に広報していく。

４ 豪雨におけるソフト対策 市

(1) 西東京市浸水ハザードマップの作成・公表【危機管理課】

危機管理課は、都が作成した浸水予想区域図を基に、浸水予想区域や浸水

深、また避難所・避難方向などを、住民に分かりやすく示した西東京市浸水

ハザードマップ（以下、「浸水ハザードマップ」という。）を作成・公表する。

市民が活用できるようさらなる普及啓発に努める。

(2) 指定避難所の指定【危機管理課】

危機管理課は、災害の危険性があり避難した市民等や、災害により家に戻

れなくなった市民等を滞在させるための施設を指定避難所として指定する。

市は、避難所・福祉避難所を指定避難所に位置づける。
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(3) 防災拠点施設の現状の点検と浸水時における対策【各課】

市は、風水害対策の要である庁舎、水防倉庫、避難所等の防災拠点施設が、

氾濫、浸水時に機能を果たせるかどうか点検を実施するとともに、施設の床

面・機器の嵩上げ、止水壁・止水板の設置等の対策を検討する。

(4) 資器材、物資の備蓄【危機管理課】

市は、水防活動、避難活動及び避難者支援のための資器材や物資を平時か

ら備蓄しておき、それらを風水害時に円滑に活用・配給できるよう体制を整

備し、充実を図る。

(5) 迅速かつ正確な情報収集及び伝達体制の整備【秘書広報課、危機管理課】

洪水氾濫の対策として、迅速かつ的確な災害対応のために、まず正確な情

報の収集・伝達が必要である。そのため、防災関係機関が連携を図り、情報

の収集に努め、必要な情報を共有・伝達できる体制をつくる。

市は、要配慮者利用施設に対し、洪水予報等の伝達を確実に行う体制を整

備するとともに、マスコミ等との連携の強化を図る。

(6) 要配慮者への支援【生活福祉課、高齢者支援課、障害福祉課、危機管理課】

関係各課は、平時より要配慮者利用施設等への情報伝達方法を確立すると

ともに、各施設の管理者とその手段について確認を行う。また、在宅の要配

慮者について、防災関係機関との連携の上、避難支援体制を確立する。

(7) 避難確保計画策定・避難訓練の支援【危機管理課、高齢者支援課、

障害福祉課、健康課、幼児教育・保育課、児童青少年課、教育企画課、

教育指導課】

危機管理課は、水防法に規定される要配慮者利用施設の管理者に対し、避

難確保計画の作成や避難確保計画に基づいた避難訓練の実施を支援する。

(8) 下水道ＢＣＰの作成【下水道課】

風水害により下水道施設が被災した場合に、速やかに下水道機能を維持・

回復させるため、国が作成した「下水道ＢＣＰ策定マニュアル 2022 年版（自

然災害編）」を基に下水道ＢＣＰを作成する。



第２部 災害予防計画：第１章 水害予防対策

第２節 土砂災害に関するソフト対策

風-6

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第２節 土砂災害に関するソフト対策

「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」（以下、

「土砂災害防止法」という。）は土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害の

おそれのある区域についての危険の周知、避難体制の整備を図るとともに、著し

い土砂災害が発生するおそれがある区域において、住宅等の新規立地の抑制等の

ソフト対策を推進しようというものである。

１ 土砂災害警戒区域等の指定 都

土砂災害防止法に基づき、都建設局が指定する西東京市内の土砂災害特別警

戒区域は２箇所、土砂災害警戒区域は４箇所である。

【土砂災害特別警戒区域】

・東伏見二、六丁目の各一部区域を含む１箇所

・東伏見三丁目の一部区域、１箇所

【土砂災害警戒区域】

・向台町五丁目の一部区域、１箇所

・東伏見二、三、六丁目の各一部区域を含む１箇所

・東伏見三丁目の一部区域、２箇所

【土砂災害（特別）警戒区域（オルソ区域図）】

土砂災害特別警戒区域

土砂災害警戒区域



第２部 災害予防計画：第１章 水害予防対策

第２節 土砂災害に関するソフト対策

風-7

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

２ 土砂災害警戒区域等におけるソフト対策 市

(1) 土砂災害警戒区域等の周知【危機管理課】

危機管理課は、都が指定した土砂災害警戒区域等に居住する市民や要配慮

者利用施設の管理者に対し、避難経路や土砂災害の種類・前兆現象などの情

報を記載した浸水ハザードマップを作成し、避難行動をとるための正確な知

識等を周知する。

(2) 警戒避難体制の整備支援【危機管理課】

危機管理課は、都が指定した土砂災害警戒区域等に居住する市民や要配慮

者利用施設の管理者に対し、警戒避難体制の整備の支援を行う。

(3) 土砂災害警戒区域専用避難所の指定【危機管理課】

市は災害の規模に応じて、東伏見二、三、六丁目の各一部区域を含む１箇

所及び東伏見三丁目一部区域の２箇所の区域内住民に対し、東伏見コミュニ

ティセンター及び柳沢中学校を土砂災害警戒区域専用避難所として指定する。

施設名 所在地

東伏見コミュニティセンター 東伏見 5-10−22 

柳沢中学校 柳沢 3-8−22 

(4) 避難確保計画策定・避難訓練の支援【危機管理課】

危機管理課は、都が指定した土砂災害警戒区域等の位置する要配慮者利用

施設の管理者に対し、避難確保計画の作成や避難確保計画に基づいた避難訓

練の実施を支援する。

なお現在、西東京市では該当の施設は存在していない。



第２部 災害予防計画：第２章 市民と地域の防災力向上

第１節 自助による市民の防災力向上

風-8

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第２章 市民と地域の防災力向上

市民、事業所等は、「自らの生命は自らが守る」、「自分たちのまちは自分たち

で守る」ことを防災の基本として、災害に対する不断の備えを進めるとともに、

行政、企業(事業所)、地域(住民)及びボランティア団体等との相互連携や相互支

援を強め、災害時に助け合う社会システムの確立に協力する。

第１節 自助による市民の防災力向上

１ 風水害対策における市民の役割と備え 市民

市民は、次に掲げる措置をはじめ、「自らの生命は自らが守る」ために必要な

防災対策を推進する。

(1) 市民の役割【市民】

ア 都や市が行う防災訓練や防災事業への積極的な参加

イ 自治会・町内会、地域協力ネットワークなどが行う、地域の相互協力体

制の構築への協力

ウ 側溝の詰まりを取り除くなどの水防災対策の実施

(2) 市民の備え【市民】

ア 「自らの命は自らが守る」という意識を持ち、自らの判断での避難行動

を検討

イ 危険地域等における早期避難の重要性の理解

ウ 日頃から天気予報や気象情報などに関心を持ち、よく出される注意報・

警報や被害状況などの理解

エ 市が作成した浸水ハザードマップなどで地域の地理的特徴や住宅の条件

の把握

オ 水、食料、医薬品、衣料品、携帯ラジオ、貴重品など非常持出用品の準

備

カ 買い物や片付けなど日頃の暮らしの中でできる災害への備えの実施

キ 災害による道路寸断等で孤立する可能性に備えた備蓄の実施

ク 台風などが近づいたときの予防対策や、避難時の家族の役割分担の検討

ケ 風水害の予報が出た場合、安全な場所にいる際は避難所に行く必要はな

く、むやみな外出を控え自宅の上層階に避難する、又は危険が想定されれ

ば事前に安全な親戚・知人宅等に避難するなど、必要な対策の実施

コ 「東京マイ・タイムライン」等を活用した、避難先・経路や避難のタイ

ミング等風水害時の防災行動の検討

サ 市や都等がインターネットやスマートフォン等に配信する雨量、河川水

位情報、河川監視画像の確認



第２部 災害予防計画：第２章 市民と地域の防災力向上

第１節 自助による市民の防災力向上

風-9

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

シ 気象情報や市の避難情報等をこまめに確認

ス 西東京市安全・安心いーなメール（以下、「安全・安心いーなメール」

という。）の登録

セ 災害情報の入手方法の確認（ＦＭ西東京、気象庁キキクル、東京都水防

災総合情報システム、ＮＨＫニュース防災アプリなど）

２ 市民・事業者等への防災教育の充実 市、警察署、消防署、消防団

危機管理課は、市民、事業所等の防災意識を喚起するとともに、市民自らが

防災の担い手であるとの自覚を持ち防災対策へ取り組むよう、防災関係機関と

連携し、様々な機会を通じて啓発を行う。

機関名 内容

市

１ 防災セミナーや各種講演会等を開催し、住民の防災知識の向上を

図る。

２ 要配慮者、家族、地域住民等が合同で実施する避難訓練への支援

を実施する。

３ 各避難所運営主体による避難所運営訓練、市総合防災訓練等への

要配慮者及び家族の参加に対する支援を実施する。

消防署

１ 過去の消防活動の経験や教訓、全国で発生した災害の課題や教訓

等を踏まえ、風水害から市民が自らの生命、身体、財産を確実に守

ることができるよう様々な普及啓発を行う。

(1) 市等と連携し、浸水ハザードマップ等の地域の防災対策に関す

る情報を提供することを通じて、風水害に備えることの重要性等

を普及啓発する。

(2) 家庭等で比較的簡単に入手できる物品を利用した、応急的な簡

易水防工法等の防災教育を実施する。

(3) 都民防災教育センター（防災館）において防災知識の普及啓発

を図るとともに、風水害コーナーで災害疑似体験訓練を行う。

(4) 児童・生徒に対し発達段階に応じた総合防災教育を実施し、防

災意識の向上と、災害に対し自らと家族や地域を守る力の向上を

図る。

(5) 消防少年団、幼年消防クラブの育成指導を通じ、防災意識と防

災行動力の向上を図る。

２ 児童・生徒等を対象として「はたらく消防の写生会」等の開催を

通じて、防災思想の普及を図るとともに、地域住民に対しては、町

会・自治会等を単位とした講演会・座談会、映画会等を開催し、防

災意識を啓発する。

３ 市民や事業所を対象として、「東京消防庁公式アプリ」等を活用し

て応急救護知識及び技術の普及を図るとともに、事業所における応

急手当の指導員を養成することにより、自主救護能力の向上を図

る。



第２部 災害予防計画：第２章 市民と地域の防災力向上

第１節 自助による市民の防災力向上

風-10

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

３ 学校等における防災教育の推進 市、教育委員会

教育指導課は、都教育委員会が定めた教員用指導資料「安全教育プログラム」

により、地域の水害リスクや気象情報・避難情報や必要行動等の風水害に関す

る防災教育を推進する。その際、地域住民や防災関係機関、消防団員等と連携

した避難訓練、防災訓練の企画などを行い、実践的な内容となるよう留意する。

４ 防災訓練の充実 市、警察署、消防署、気象庁

市は、風水害時における市民及び事業所等の防災活動への理解や円滑な活動

の実施を期するため、各防災関係機関及び市民との協力体制確立に重点をおい

た合同総合水防訓練及びその他の目的別訓練を実施する。

(1) 合同総合水防訓練【危機管理課、道路課、下水道課、みどり公園課、交通課、

用地課、警察署、消防署、消防団】

水防法（昭和 24 年法律第 193 号）及び東京都水防計画に基づき、風水害等

の災害に際しての水防部隊の合理的運用と水防工法の完全な習熟等、適正か

つ能率的な水防活動を行うため、関係機関の協力により合同総合水防訓練を

実施する。

訓練は、次の全部又は一部を選択して、年１回以上実施する。

ア 非常招集訓練

イ 部隊編成訓練

ウ 情報通信訓練

エ 本部運営訓練

オ 水防工法訓練

カ 救助救急訓練

キ その他風水害時の活動に必要な訓練

(2) その他訓練【危機管理課、協働コミュニティ課、教育企画課、警察署、消防署】

避難所運営訓練、社会福祉施設における要配慮者の避難訓練、情報伝達機

器の使用訓練、夜間作業時の訓練や停電時の訓練等を支援するほか、地域特

性に応じて発生可能性が高い複合災害を想定した要員の参集、合同の災害対

策本部の立上げ等の実動訓練や感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練

を教育企画課と連携して実施するなど、防災訓練・防災講座等の充実を図る。

また、防災市民組織及び自治会へ風水害を対象とした避難訓練の実施等の支

援を行うほか地域で活動する団体による日常的な活動に防災要素を取り入れ

るなど、平時からの環境構築、福祉、青少年育成等との融合を図る。



第２部 災害予防計画：第２章 市民と地域の防災力向上

第１節 自助による市民の防災力向上

風-11

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

５ 防災広報の充実 市、警察署、消防署

(1) 各防災関係機関が行う広報内容【危機管理課、警察署、消防署】

ア 台風・集中豪雨に関する一般知識

イ 災害情報の入手方法

ウ 避難情報に関する取扱い

エ 避難するときの注意

オ 応急救護の方法

カ 家庭での風水害対策

キ 地下空間における緊急的な浸水に対する心得

ク 土砂災害に対する心得

ケ 台風時の風に対する対策

コ ゲリラ豪雨対策

サ 竜巻に対する備え

シ 防災市民組織の育成方法や防災行動力の向上方法

ス 各防災関係機関の風水害対策

(2) 各防災関係機関の広報手法【危機管理課、警察署、消防署】

機関名 内容

市

１ 防災パンフレットの配布や、要配慮者支援に係る講習会、防災訓練

の実施などを通じて、住民の防災意識の向上を図る。

２ 浸水ハザードマップ等の配布又は回覧に際しては、居住する地域の

災害リスクや住宅の条件等を考慮したうえでとるべき行動や適切な避

難先を判断できるよう周知に努めるとともに、安全な場所にいる人ま

で避難場所に行く必要がないこと、避難先として自宅の上層階や安全

な親戚・知人宅等も選択肢としてあること、警戒レベル４で「危険な

場所から全員避難」すべきこと等の避難に関する情報の意味の理解を

促進する。

警察署
チラシ、ミニ広報紙、回覧板等を利用し、防災の意識の普及啓発を図

る。

消防署

１ チラシ、小冊子等広報印刷物、デジタルサイネージ、ホームページ、

東京消防庁公式アプリ、ＳＮＳ及び報道機関への情報提供を通じて、

防災知識、応急救護知識の普及を行う。

２ 都民防災教育センター（防災館）において、風水害に関する知識の

普及及び暴風雨の擬似体験を通じて、防災行動力の向上を図る。

３ 「地域の防火防災功労賞制度」を活用した市民の防災意識の普及啓

発を実施する。

４ 災害時支援ボランティア、女性防火組織、消防少年団等の活動紹介

及び加入促進



第２部 災害予防計画：第２章 市民と地域の防災力向上

第２節 地域による共助の推進

風-12

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第２節 地域による共助の推進

１ 地域防災の担い手の育成 市、警察署、消防署

(1) 防災市民組織の結成促進【危機管理課、協働コミュニティ課】

市は、風水害に関して、自治会・町内会に積極的な指導・助言を行うよう

努め、土のう袋等の風水害に関する資器材等の整備支援に努めるとともに、

平時及び風水害時の防災行動力の向上に結び付ける。

(2) 人材の育成【危機管理課、教育委員会、消防署】

市は、防災市民組織等に対し、水害に関する知識、必要な行動、対策につ

いて講習等を実施し、地域の防災を担う人材を育成する。

消防署は、学校と連携し、児童・生徒の発達段階に応じて、各種災害に対

する防災意識及び防災行動力の向上を目的とした総合防災教育を実施する。

(3) 活動環境の整備【危機管理課】

市は、防災市民組織や避難所運営協議会の効果的な活動に資するため、水

防活動に使用する資器材等の整備をはじめ、避難訓練を実施するための環境

整備に努める。

また、気象情報や避難情報、必要な避難行動等の風水害に関する知識を身

につけるために、「東京マイ・タイムライン」及び都民防災教育センター（防

災館）を活用する。

２ 地域の連携力の強化 市、消防署、市民

(1) 地域における防災連携体制の整備 【危機管理課、関係各課、消防署】

市は、自治会・町内会、防災市民組織、事業所、学校などの地域で活動す

る団体や、ボランティア等が相互に連携するため、避難所単位等の運営協議

会の設置（「第３部第６章 避難者対策」に詳述）を進めるほか、地域協力ネ

ットワークなど、地域で活動する団体同士を繋ぐ仕組みづくりや人材の活躍

の場の設置に努める。

また、情報連絡体制の確保等、協力体制の推進を図る。

(2) あらゆる世代が参加可能な地域イベントの開催促進【関係各課、消防署】

市は、地域で生活するあらゆる世代や対象が参加可能な地域イベントの開

催を通じて、市民相互の顔の見える関係を構築し、平時から互いに声を掛け

合い、連携・協力できる地域づくりを促進する。



第２部 災害予防計画：第２章 市民と地域の防災力向上

第２節 地域による共助の推進

風-13

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

(3) 地域ぐるみの支援体制づくり【関係各課】

市は、警察署、消防署、消防団、民生委員、児童委員、市社会福祉協議会、

地域包括支援センター、居宅介護支援事業所及び福祉関係事業所、自治会、

町内会、防災市民組織と連携し、要配慮者の早期避難体制の構築や安全確保

に係る相互協力体制の整備に努めるとともに、地域での声掛け・見守り活動、

避難行動要支援者個別避難計画の策定を推進する。

(4) 地区防災計画の作成【危機管理課、関係各課、市民】

地域コミュニティの地区居住者等が、地区防災計画の素案を作成して市防

災会議に対して提案を行い、その提案を受けて市防災会議が必要であると認

めた場合、地域防災計画に地区防災計画を定めることができる。

また、市は地域コミュニティの醸成に努めるとともに、地区防災計画の作

成に当たり、必要に応じて支援する。



第２部 災害予防計画：第２章 市民と地域の防災力向上

第３節 事業所の防災活動

風-14

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第３節 事業所の防災活動

１ 事業所による自助・共助の強化 市、警察署、消防署、事業所

(1) 事業所による防災対策の推進【事業所】

事業所は、風水害時の企業の役割（生命の安全確保、二次災害の防止、事

業の継続、地域貢献・地域との共生）を果たすため、自らの組織力を活用し

て次のような対策を図る。

ア 各企業の水害リスクの確認と止水板等の浸水対策及び従業員や顧客の安

全確保対策、安否確認体制の整備

イ 風水害発生時に短時間で重要な機能を再開し、重要業務継続のための事

業継続計画（ＢＣＰ）を策定し、事業活動拠点である事務所、事業のバッ

クアップのシステムやオフィスの確保、災害に即応した要員の確保、迅速

な安否確認などの事前対策の推進

ウ 組織力を活用した地域活動への参加、防災市民組織等との協力など地域

社会の安全性向上対策

エ 要配慮者利用施設においては、関係法令に基づき自然災害からの避難を

含む避難確保計画等の作成

オ 東京商工会議所や東京経営者協会など、横断的組織を通じた災害時の地

域貢献の促進

カ 災害応急対策等に必要な車両・資器材等の水没を回避するための対策の

実施

キ 自助・共助による防災行動力を向上させるため、防災訓練を定期的に実

施する。



第２部 災害予防計画：第２章 市民と地域の防災力向上

第３節 事業所の防災活動

風-15

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

(2) 自衛消防隊の編成と活動能力強化【消防署】

水害を想定した自衛消防訓練等の指導を推進し、次により事業所の自衛消

防隊の活動能力の充実、強化を図る。

ア 防火管理者の選任を要する事業所

消防法（昭和 23 年法律第 186 号）第８条、第８条の２等により、消防計

画に基づく自衛消防隊の編成、自衛消防訓練の実施などが規定されている。

これらの規定に基づき編成された自衛消防隊の訓練等の指導を推進する。

イ 自衛消防組織の設置義務のある事業所

消防法第８条の２の５により一定規模以上の事業所は、自衛消防組織の設

置が義務づけられている。

この規定に基づき設置された自衛消防組織が災害発生時に効果的な対応が

できるように組織行動力の育成を推進する。

ウ 防災管理者の選任を要する事業所

消防法第 36 条により防災に関する消防計画に基づき自衛消防隊の編成、避

難訓練の実施などが規定されている。

この規定に基づき設置された自衛消防組織が災害発生時に効果的な対応が

できるように組織行動力の育成を推進する。

エ 自衛消防活動中核要員の配置義務のある事業所

(ｱ) 多数の収容人員を有する一定規模以上の事業所は、火災予防条例（昭和

37 年東京都条例第 65号）第 55 条の５により、自衛消防技術認定証を有

する者のうちから自衛消防活動の中核となる要員（自衛消防活動中核要

員）を配置することが義務付けられている。

(ｲ) 災害時には、自衛消防活動の知識・技術を持つ自衛消防活動中核要員が

中心となって活動することが有効である。このことから、自衛消防活動中

核要員を中心とした自衛消防訓練等の指導を推進する。

(ｳ) 自衛消防活動中核要員の装備として、ヘルメット、照明器具等のほか、

携帯用無線機等や震災時等にも有効なバールその他の救出器具、応急手当

用具の配置を推進する。

オ 防火管理者及び防災管理者の選任を要しない事業所

火災予防条例第 55 条の４により、自衛消防活動を効果的に行うため自衛消

防の組織を編成し、自衛消防訓練を行うよう努めることが規定されている。

災害発生時においては、編成された組織が自衛消防隊として活動することが

有効である。

このことから、自衛消防隊の訓練等の指導を推進する。



第２部 災害予防計画：第３章 公共施設等の予防対策

第１節 防災まちづくり

風-16

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第３章 公共施設等の予防対策

第１節 防災まちづくり

１ 防災まちづくりの推進 市、都、警察署、消防署、消防団

(1) 防災まちづくりを目指す各種基本計画の推進【危機管理課、各課】

市は大規模自然災害からの生命、身体及び財産の保護並びに市民生活及び

市民経済に及ぼす影響の最小化について、ぜい弱性評価やリスクシナリオに

合わせた施策を適切に実施するため、市の各種計画等の指針となるべきもの

として国土強靭化地域計画を策定する。

また、人命を守り、経済への被害が致命的にならず迅速に回復する、「強さ

としなやかさ」を持った市とするため、市の各種計画や施策に国土強靭化地

域計画及び地域防災計画の視点を反映させる。

(2) 公園の整備【みどり公園課】

市は、みどりの基本計画に沿って、緑化を推進するとともに、公園の整備

を進め、市全体の防災性の向上を図る。

また、広域避難場所及び避難広場として位置付けられている公園について

は、その機能の保全に努める。

(3) 緑地・農地の保全【みどり公園課、都市計画課、産業振興課、危機管理課】

市は、雨水浸透施設等として重要な役割を担う緑地を確保し、その保全に

努める。また、市街化区域内における農地の生産・環境・防災機能を保全す

るため、生産緑地地区の指定等、持続可能な農業経営に向けた振興施策を展

開していく。

(4) オープンスペースの把握と活用【危機管理課、みどり公園課、都市計画課、

スポーツ振興課、産業振興課、都（都市整備局）】

市は、避難場所、物資輸送拠点、応援部隊の集結・活動拠点、資材置場、

ヘリコプター臨時離着陸場、応急仮設住宅用地等に活用する公園、グラウン

ド、農地、大学敷地等の浸水想定区域外に位置するオープンスペースの把握

や保全に努める。

(5) 施設・設備の機能継続の確保【総務課、危機管理課、施設を管理する課】

非常用発電機等を備蓄するとともに、電源の多重化に努める。



第２部 災害予防計画：第３章 公共施設等の予防対策

第１節 防災まちづくり

風-17

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

(6) 文化財施設の安全対策【社会教育課、警察署、消防署、消防団】

社会教育課は、文化財施設の風水害対策を進め、重要物件の搬出等の訓練

を実施する。

文化財に被害が発生した場合、その所有者又は管理者は、直ちに消防署や

市等の関係機関に通報するとともに被害の拡大防止に努め、被害状況を速や

かに調査し、都教育委員会を経由して、その結果を文化庁長官に報告する。



第２部 災害予防計画：第３章 公共施設等の予防対策

第２節 道路・橋梁・河川施設

風-18

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第２節 道路・橋梁・河川施設

１ 道路・橋梁の整備 市、都、警察署

各機関の道路・橋梁施設における予防対策は、次のとおりである。

機関名 事業計画

市

（道路課）

利用者の安全確保を図るため、管理する道路、橋梁の強化及び必要

な防災施設の整備を行う。

都

１ 道路

斜面崩壊及び落石等による道路の災害を防止し、道路の安全性を高

めるため、日常点検や５年に１度行っている定期点検等を基に、道路

災害防除事業を実施する。

２ 橋梁

全橋梁について日常点検や５年に１度行っている定期点検等を基

に、日常の維持管理及び補修・補強事業を実施する。

警察署

風水害による交通信号等の施設の被害を防止し、交通の安全を確保

するため、次の要領により整備を行う。

１ 表示板等、風圧を受けるおそれがある施設の取り付けは、必要最

小限度とする。

２ 信号施設の維持管理の適正を期するため、年２回の定期点検及び

風水害発生直後の特別点検を実施する。

２ 水防活動の準備 市

危機管理課は、管内における水防活動を十分に行うことができるよう、水防

資器材及び施設の整備並びに輸送の確保に努める。また、管内の水防活動に直

ちに対応できるよう、車両等の確保、輸送経路等を確認しておく。



第２部 災害予防計画：第４章 応急対応力の強化

第１節 災害活動体制

風-19

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第４章 応急対応力の強化

第１節 災害活動体制

１ 市の動員体制等の整備・充実 市

(1) 職員の配備基準【危機管理課】

危機管理課は、風水害発生時の気象状況等に応じて適切な防災活動が行わ

れるよう、災害対策組織・配備基準の見直し等を適宜実施する。

(2) 連絡体制の整備【関係各課、危機管理課、職員課】

各所属長は、あらかじめ非常配備態勢において業務に従事する配備職員の

名簿を作成するとともに、所属職員の非常招集の連絡方法等を定め参集指示

及び安否確認等に係る情報登録を徹底させる。

(3) 初動態勢等の整備【関係各課、危機管理課、職員課、教育企画課】

避難所の開設を行うなど、初動活動に従事する職員の名簿を作成し、人事

異動等があった場合は名簿の更新を行い、初動態勢を確保する。

なお、初動活動に従事する初動要員については、危機管理課と職員課が連

携して選定するほか、危機管理課及び職員課は、参集指示及び安否確認等に

係る仕組みを活用し、定期的に訓練を実施する。

また、学校避難所班を中心に被災市民対策チームからあらかじめ指定され

た職員（以下「避難所配置職員」という。）については、危機管理課と教育企

画課が連携して選定する。

(4) 災害対応職員用物資の備蓄【危機管理課、幼児教育・保育課、教育委員会】

災害対応のうち、特に初動期は長時間にわたり継続して対応にあたらなけ

ればならない場合がある。その際、必要となる物資や寝具、活動中の食料等

についてあらかじめ備蓄しておく。

また、備品については定期点検を実施する。

(5) 庁舎の非常用電源の拡充【総務課】

機能維持強化にむけて、庁舎（災害対策本部等）の非常用電源の使用可能

時間等の拡充・強化に努める。

２ マニュアル等の整備 市

地域防災計画及び風水害タイムラインに基づき、対応時期や活動内容等を理

解するとともに、班ごとにマニュアルを整備する。整備したマニュアルは、訓

練等を通し、課題の共有・修正を行う。
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第１節 災害活動体制

風-20

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

３ 事業継続計画の作成 市

(1) 市政の事業継続計画の作成及び修正【全課】

既存の市政の事業継続計画（ＢＣＰ）に対し、風水害時を想定し内容の確

認を行うとともに、訓練等を通じて適宜修正をする。

(2) 事業者の事業継続計画の作成【危機管理課、産業振興課】

風水害時に企業等の事業活動を早期に復旧するため、市は都と連携し、事

業者団体を通じて、浸水想定区域内に位置する事業者を中心に事業継続計画

（ＢＣＰ）を作成するよう周知していく。

＜事業継続計画（ＢＣＰ）＞

ＢＣＰとは、Business Continuity Plan の略であり、災害発生時等に短時間で重要

な機能を再開し、事業を継続するために、事前に準備しておく対応方針を計画として

作成するものである。

その主な内容としては、事業のバックアップのシステムや執務室の確保、災害に即

応した要員の確保、迅速な安否確認などである。

事業継続の取組は、以下の特徴を持っている。

① 事業に著しいダメージを与えかねない重大被害を想定すること。

② 災害後に活用できる資源に制限があると認識し、継続すべき重要業務を絞り込む

こと。

③ 各重要業務の担当ごとに、どのような被害が生じるとその重要業務の継続が危う

くなるかを抽出して検討すること。

④ 重要業務の継続に不可欠で、再調達や復旧の制約となりかねない重要な要素（ボ

トルネック）を洗い出し、重点的に対処すること。

⑤ 重要業務の目標復旧時間を設定し、その達成に向け事前準備をすること。

⑥ 指揮命令系統の維持、情報の発信・共有、災害時の経営判断の重要性など、危機

管理や緊急時対応の要素を含んでいること。

事業継続計画（ＢＣＰ）の作成に当たっては、必要な対策を実践するとともに、そ

の結果を点検・見直しを行うなど、継続的な取組を平時から実施することが重要であ

る。
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第２節 救助・救急活動

風-21

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第２節 救助・救急活動

１ 救助・救急体制の整備 市、消防署、消防団

市は、浸水時の救助・救急体制に必要なボートや排水ポンプ車等の配備、事業

者との協定締結を進める。また、浸水時に備え、ボートでの救出方法の訓練等

を実施し、救助・救急体制を整備する。

消防署は、訓練による救出救助活動能力の向上及び応急救護知識・技術の普

及に努め、救助・救急体制を整備する。

第３節 応援協力

１ 防災関係機関等との連携強化 市

危機管理課は、風水害時に必要となる排水ポンプ車や土のう等の資器材の配

備、防災対策の強化を図るため、多種多様な団体との協力体制について協定の

締結を推進する。特に市内又は周辺だけでなく、他道府県の市町村や団体等と

の広域的な応援協定の締結を推進する。

あわせて、関係機関と連携して、大規模広域災害時に円滑な避難や協働した

応急復旧活動などが可能となるよう、実践型の防災訓練の実施について検討を

行う。
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第４節 ボランティアとの連携

風-22

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第４節 ボランティアとの連携

１ ボランティア活動の支援体制の整備及び支援 市、市社会福祉協議会

(1) ボランティアセンターの事前指定【危機管理課、地域共生課、生活福祉課】

市災害ボランティアセンターは、原則として市社会福祉協議会内に設置す

る。被害状況等から設置が困難な場合は、代替地に設置する。市災害ボラン

ティアセンターの分室的な機能を持つ現地ボランティアセンターの設置が必

要と判断したときの設置場所を検討する。

(2) 体制の整備【地域共生課、生活福祉課、協働コミュニティ課、

市社会福祉協議会】

地域共生課、生活福祉課及び市社会福祉協議会は、東京ボランティア・市

民活動センターやボランティア団体と行政、あるいはボランティア団体相互

間での連携を図り、相互ネットワークを形成するほかボランティア団体との

災害時の応援協定を締結し体制の強化に努めるとともに、平常時から地域団

体、ＮＰＯ団体・ボランティア等の活動支援やリーダーの育成を図る。

また、市社会福祉協議会が設置・運営する市災害ボランティアセンターが

関係機関を含む市のボランティア活動拠点として総合調整機能を果たすよう

な体制づくりや、必要な資器材の調達など、活動しやすい環境づくり等の条

件整備を検討する。

(3) ボランティア活動の強化・支援【地域共生課、生活福祉課、

市社会福祉協議会】

地域共生課及び生活福祉課は市社会福祉協議会と連携し、市内のボランテ

ィア活動を強化及び活性化するため、次の支援を実施する。

ア ボランティア団体相互の情報収集・提供等、ネットワークづくりの機会

創出

イ ボランティア、ボランティアコーディネーター養成等の人材育成、場の

提供等

ウ 市民へのボランティア意識の普及・啓発

エ 多様化するボランティアに対応できる業務マニュアルの作成、支援のあ

り方の調査及び研究等

オ ボランティア組織機能に応じた防災訓練・研修、市災害ボランティアセ

ンターの設置・運営訓練の実施

カ 各ボランティア団体の連携のための協議会の設置による情報連絡体制の

確保など協力体制の推進



第２部 災害予防計画：第４章 応急対応力の強化

第４節 ボランティアとの連携

風-23

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

２ 登録ボランティアとの連携及び人材育成 市、都、警察署、消防署、日赤東

京都支部、市社会福祉協議会

(1) 登録ボランティアとの連携【危機管理課、地域共生課、生活福祉課、建築指

導課、都市計画課、文化振興課、消防署、日赤東京都支部、市社会福祉協議

会】

地域共生課、生活福祉課、建築指導課、都市計画課及び市社会福祉協議会

は、都防災ボランティア（被災宅地危険度判定士、建設防災ボランティア）

の専門性を活かし、協力を得るための準備を進める。文化振興課は、東京都

防災（語学）ボランティアの専門性を活かし、協力を得るための準備を進め

る。

消防署は、大規模な自然災害が発生した場合、東京消防庁管内の消防署へ

参集し、消防職員の指導と助言により、消防署内での後方支援活動や、応急

救護活動などを実施する東京消防庁災害時支援ボランティアと連携を図る。

また、ボランティア活動を統率するコーディネーター及びリーダーの育成に

努める。

日赤東京都支部（赤十字ボランティア）は、日頃から市民を対象に防災思

想の普及・啓発に努め、安全かつ効果的な活動が展開できるよう、体制づく

りやボランティア養成計画等の整備を図る。

(2) 人材育成【地域共生課、生活福祉課、都（都市整備局、生活文化スポーツ

局、建設局）】

地域共生課及び生活福祉課は、都、日赤東京都支部、都社会福祉協議会、

市社会福祉協議会、その他ボランティア活動推進機関と相互に連携して、活

動リーダー、ボランティアコーディネーターの養成に努める。

また、市及び民間で行う様々な研修の場や広報等を活用し、平時からボラ

ンティアの社会的意識等についての啓発を行う。

(3) 受援力の強化【地域共生課、生活福祉課、協働コミュニティ課、市社会福

祉協議会】

市及び民間で行う様々な研修の場や広報等を活用し、ボランティアを地域

で受け入れる環境・知恵などの受援力（支援を受ける力）を高めるために以

下の取組を行う。

ア 土地勘のないボランティアに提供するための地域の情報の整理

イ 災害ボランティアの関係する防災訓練への参加

ウ 災害時のボランティア活動に関する支援者・支援団体の把握

エ 既往災害におけるボランティア活動の紹介
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第５節 防災活動拠点の確保

風-24

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第５節 防災活動拠点の確保

１ 防災活動拠点の充実 市

(1) オープンスペースの把握【危機管理課、総務課】

危機管理課及び総務課は、浸水予想区域外に位置するオープンスペースの

把握に努める。

(2) システム復旧の迅速化【情報推進課】

風水害時のシステム復旧の迅速化を図る取組を推進する。
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第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第５章 情報通信の確保

１ 市民等への情報提供体制の整備 市

(1) 市ホームページによる情報発信【秘書広報課、危機管理課】

風水害時は、市ホームページへのアクセスが集中することから、災害協定

による市ホームページのキャッシュサイト化での負荷軽減、災害時応援協定

に基づく市ホームページの代理掲載を行う。また、安全・安心いーなメール

と市ホームページとの連携機能、災害時用トップページへの切替え等機能の

総合的な活用により、迅速に情報を伝達する。

風水害時に提供する情報の迅速な発信のため、定期的な訓練の実施に努め

る。

(2) 市防災行政無線の設置拡大と精度の向上【危機管理課】

危機管理課は、災害に即した伝達方法を検討し、新たに防災活動拠点等に

指定される施設等に市防災行政無線の設置を推進する。

また、風水害時の暴風等により防災行政無線が聞こえにくい状況が考えら

れるため、市内の音達エリア調査等により市防災行政無線の可聴困難区域の

把握に努める。

(3) 提供する情報内容の整理【秘書広報課】

市民に対し、水害時に提供する様々な情報や各種データを分かりやすく発

信するよう、情報内容や様式等の事前準備に努める。

(4) 情報伝達手段の充実【関係各課】

点字、音声情報、文字盤、絵図、記号や平易な表現など、障がいの特性に

配慮した要配慮者に対する情報伝達手段の充実を図る。

また、外国人への情報提供について、都の取組に協力・連携し、平常時か

ら情報提供を行う。
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第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第６章 医療救護等対策

第１節 医療救護

１ 医療体制の整備 市

(1) 医療体制の整備【危機管理課、健康課】

市医師会、市歯科医師会、市薬剤師会、柔道整復師会との連携を密にし、

医療救護班の編成、派遣及び医療救護活動の円滑な実施に努めるため、市内

医療機関との連絡体制の構築や、風水害時における医療救護班を編成してお

くなど事前に態勢を整備するほか、浸水想定区域外に位置する緊急医療救護

所や避難所医療救護所、医療救護活動拠点の設置場所を整理する。

市内の医療救護活動等を統括・調整するために医学的な助言を行う市災害

医療コーディネーターや、薬事に関する助言を行う市災害薬事コーディネー

ターを任命する。

また、市災害医療コーディネーターや市災害薬事コーディネーターが市内

の被災状況や医療機関の活動状況等について迅速に把握できるように、情報

伝達をスムーズに行えるように努める。

(2) 負傷者等の搬送体制の整備【危機管理課、健康課】

負傷者の搬送方法の検討を行うとともに、浸水想定区域外に位置する緊急

医療救護所から災害拠点病院等の病院までの、傷病者の搬送体制の構築を図

る。

(3) 避難した市民の健康管理【健康課】

市及びその他関係機関と協議し、風水害時の役割分担及び協力体制を整備

する。

(4) 緊急医療救護所開設訓練【健康課、危機管理課、関係団体】

災害発生に備え、傷病者への対応や連携体制など、市災害医療コーディネ

ーターを中心に、市医師会・市歯科医師会・市薬剤師会・柔道整復師会等と

ともに、緊急医療救護所開設訓練を実施する。

２ 医薬品・医療資器材の確保 市

健康課及び危機管理課は、市医師会、市歯科医師会、市災害医療コーディネ

ーター及び市災害薬事コーディネーターと協議し、医療救護班が使用する医薬

品・医療資器材の備蓄に努めるとともに、市薬剤師会との連携による医薬品の

確保を行う。

また、避難所等に救急医薬品及び感染症対策の衛生用品を備蓄する。医薬品

の備蓄量は、東京都地域防災計画に準じ、発災から３日間で必要な量を目安と

する。
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風-27

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第２節 防疫

１ 防疫体制の整備 市

(1) 防疫対策の普及啓発【危機管理課、健康課】

風水害時には、特に夏場は浸水域において衛生面が悪くなりやすい。その

ため、風水害時に特化した衛生管理等について、高齢者関係施設、学校、医

療関係施設等への普及啓発を行う。

(2) 資器材の整備【危機管理課、健康課、環境保全課】

保健所から必要な情報等の提供を受ける等、市は防疫体制に関わる資器材

の整備を行う。その際は、浸水想定区域外や建物の２階等の浸水リスクの低

い場所に配備するとともに、点検・補充を定期的に行う。

第３節 行方不明者の捜索と遺体の取扱い

１ 安否不明者等の情報収集 市

都が発災時に要救助者の迅速な把握による救助活動の効率化・円滑化等のため行

方不明者、安否不明者及び死者の氏名等の公表を行う場合に備え、都と連携の上、

あらかじめ一連の手続き等の整理、明確化に努める。

２ 遺体の取扱い 市

(1) 遺体収容所の事前指定【危機管理課】

遺体収容所は、総合体育館とする。

(2) 関係機関との連携確保【危機管理課、市民課、市民税課、資産税課

、スポーツ振興課】

遺体収容所の運営等に関する次の事項について、あらかじめ関係機関と協

議を行い、条件整備に努める。

・遺体収容所の管理者の指定等、管理全般に関する事項

・行方不明者の捜索、遺体搬送に関する事項

・検視・検案未実施遺体の一時保存等の取扱いに関する事項

また、葬儀業者等との協定締結を推進し、ドライアイスや棺おけ等の遺体

の収容や葬儀等に必要な資器材の確保に努める。
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風-28

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第７章 避難者対策

第１節 避難体制の整備

１ 避難体制の整備 市

市は、必要に応じた市民の迅速な避難を実現するために、以下の対策による

避難体制の整備に努める。

(1) 避難のための事前準備【危機管理課、高齢者支援課、障害福祉課、

幼児教育・保育課、児童青少年課、協働コミュニティ課、教育企画課、

教育指導課】

ア 発災時に備えた地域の実情の把握

自治会・町内会等の地域又は施設単位に、避難時における集団の形成や

自主統制の状況について、実情を把握するよう努める。

イ 避難情報を発令するいとまがない場合の対応の検討

避難情報を発令するいとまがない場合の市民の避難について、あらかじ

め地域の実情や発災時の状況に応じた避難の方法を想定しておく。

ウ 発災時に備えた避難確保計画の策定

避難情報の発令区域・タイミング、避難場所、避難経路等の住民の避難

誘導等警戒避難体制をあらかじめ計画するものとする。その際、水害と土

砂災害、複数河川の氾濫、台風等による河川洪水との同時発生等、複合的

な災害が発生することを考慮するよう努める。

また、要配慮者利用施設の所有者又は管理者が、利用者の円滑かつ迅速

な避難確保を図るため必要な支援を実施する。

(2) 避難路の安全性の向上【道路課、都市計画課、建築指導課、住宅課】

指定避難所等に通じる主要道路の整備・改良、道路沿いの各種施設の安全

性の向上に努める。

第２節 避難所・避難広場等

１ 避難所等の整備 市、教育委員会

(1) 避難所等の指定及び整備【危機管理課、教育委員会】

危機管理課は、風水害時の避難所等を指定する。市が所管する施設を一時

滞在施設として指定・周知するとともに、指定管理者や事業者に対して協力

を働きかけ、指定管理者や事業者との間で、一時滞在施設の開設・運営又は
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第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

施設の提供に関する協定を締結するよう努める。教育委員会は所管する避難

所について、屋内環境対策の充実を図る。

(2) 福祉避難所の指定【危機管理課、高齢者支援課、障害福祉課、

幼児教育・保育課、子ども家庭支援センター】

一般の避難所で生活することが困難な要配慮者、乳幼児又は妊婦に対し、

必要なサービスを提供するため、社会福祉施設や保育園等を福祉避難所とし

て指定する。福祉避難所は、浸水想定区域外に位置している鉄筋構造及びバ

リアフリーの建物等を利用する。

なお、福祉避難所は、要配慮者が相談等の支援を受けることができる体制

が整備され、また、要配慮者を滞在させるために必要な居室が可能な限り確

保される施設を指定するものであり、二次的に開設されるものとする。

(3) 避難所等の使用に関する他の区市との調整【危機管理課】

被害状況に応じて他の区市の避難所等を相互利用するため、自治体間の調

整に努める。

(4) 避難所等の周知【危機管理課】

避難所等へ標識板を設置するとともに、市ホームページなどにより市民に

周知を行う。避難所等の災害種別や避難広場と避難所の役割が違うことにつ

いて、日頃から住民等への周知徹底に努める。

２ 避難所等の管理運営体制の整備等 市、都、教育委員会、各施設管理者

(1) 避難所管理運営マニュアルの作成【危機管理課、高齢者支援課、障害福祉課、

幼児教育・保育課、教育委員会、子ども家庭支援センター、市民】

避難所運営協議会等は、避難所・福祉避難所の管理運営が混乱なく円滑に

行われるよう、「避難所管理運営の指針（区市町村向け）」等に基づき、「避難

所管理運営マニュアル」等を作成する。

「避難所管理運営マニュアル」の作成や訓練等に当たっては、避難者の刻々

と変化するニーズに寄り添うためにも、ボランティアや職能団体等、専門性

を有した外部支援者等の協力を得ながら、避難者によって自主的に避難所を

運営できるように配慮するよう努めるものとする。

感染症流行時においては、「西東京市避難施設・管理運営ガイドライン別冊

（感染症流行時版）」に基づき感染拡大防止を図る。

(2) アクションカードの作成【危機管理課、教育委員会、市民】

避難所運営協議会と市は、発災時に避難所の開設を円滑に進めるため、各

校において避難所開設にかかわるアクションカードを作成し、適宜修正する。
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第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

(3) 避難所における資器材等の整備【危機管理課、高齢者支援課、障害福祉課、

健康課、幼児教育・保育課、教育委員会、子ども家庭支援センター】

避難所等における貯水槽、井戸、仮設トイレ、マット、非常用電源、モバ

イル用蓄電池、無線等の通信機器、ブルーシート、医薬品、衛生用品等のほ

か、空調、簡易ベッド、洋式トイレなど要配慮者のニーズや感染症対策にも

対応した避難の実施に必要な施設・設備の整備に努める。

避難所内で使用する毛布、シーツ等については、状況に応じて、燃えにく

い素材のもの（不燃性・難燃性のある製品、防炎品など）を使用するなど、

適切な防火対策に努める。

また、テレビ、ラジオ、インターネット、公衆電話等被災者による情報の

入手に資する機器の整備を図るとともに、再生可能エネルギーの活用を含め、

必要に応じ避難所の電力容量の拡大に努めるものとする。

避難所には、受け入れた避難者が安否確認や情報収集し易い環境を構築す

るため、災害時用公衆電話（特設公衆電話）やＷｉ－Ｆｉアクセスポイント

等の整備のほか、発災時の速やかな設置や利用者の適切な利用への誘導が可

能な体制整備に努める。

災害用伝言ダイヤル（171）、災害用伝言板（web171）等の災害用安否確認

サービス等の使い方を説明できる体制整備に努める。

(4) 多様な視点への配慮【危機管理課、教育委員会、避難所管理者】

避難所の運営において、女性の参画を推進するとともに、年齢や性別、障

害の有無等、多様な視点等に配慮する。物資の配布方法、避難所における安

全性の確保など、女性や子育て家庭のニーズに配慮した避難所の運営体制を

整備する。

(5) 避難所におけるボランティア受入態勢の整備【危機管理課、地域共生課、

生活福祉課、市社会福祉協議会】

避難所においてボランティアを円滑に受け入れられるよう、態勢整備を図る。

(6) 福祉関連のボランティア派遣体制の整備【危機管理課、地域共生課、生活

福祉課】

市災害ボランティアセンターと連携し、福祉関連のボランティアの派遣に

ついて、地域内の福祉関係団体等とあらかじめ協定等を締結するなど体制整

備を図る。

(7) 衛生管理担当者・防火担当責任者の設置準備【危機管理課、各施設管理者】

避難所運営組織の中に衛生管理担当を設置するなど、避難所の衛生管理対

策を促進する。

また、避難所運営組織の中で、防火担当責任者を指定するなど、避難所の

防火安全対策を促進する。



第２部 災害予防計画：第７章 避難者対策
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風-31

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

(8) 避難所等の環境衛生の確保【都（保健医療局）、健康課】

都が編成した「環境衛生指導班」は、市に対し避難所等における室内環境

の保持や寝具類の衛生確保のための助言・指導を行う。

(9) 避難所における飼養動物の受入体制の整備【環境保全課、危機管理課】

都・市獣医師会等と連携し、飼養動物の同行避難の体制づくりを進めると

ともに、都、関係団体が行う動物救護活動への協力体制を整備する。

また、必要に応じ、避難所における飼養動物のための避難スペースの確保

等に努めるとともに、平時から市獣医師会や動物取扱業者等から必要な支援

が受けられるよう、連携に努める。

(10) 車中泊者発生抑制に向けた取組【危機管理課】

発災時の混乱防止に向け、ホームページや市ＳＮＳ、その他媒体等で、あ

らかじめ市民に普及啓発し意識の醸成に努める。

(11) 仮設トイレ等に関するマニュアル作成【危機管理課、ごみ減量推進課】

仮設トイレ等の設置体制・維持管理方法等に関するマニュアルを各避難所

に用意する。
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第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第３節 要配慮者対策

１ 要配慮者等の安全確保対策の推進 市、都、警察署、消防署

要配慮者は、避難に時間がかかるため、早期避難と周囲の避難支援が重要で

ある。そのため、市や関係機関は、要配慮者に対する避難体制の整備を進める。

(1) 要配慮者の避難【危機管理課、高齢者支援課、障害福祉課】

ア 避難行動要支援者の把握、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作

成

イ 災害時要援護者の把握及び災害時要援護者名簿の作成

ウ 要配慮者の特性（要介護度、障害特性等）に応じた避難支援体制の整備

エ 関係機関と連携した要配慮者に対する防災訓練の実施

オ 要配慮者自身の備えに関する周知

(2) 避難行動要支援者及び災害時要援護者の名簿作成【危機管理課、

高齢者支援課、障害福祉課、市民課】

災害時の安否確認や避難支援を行うための体制を整備するため、避難行動

要支援者及び災害時要援護者の名簿を作成する。名簿作成においては、デジ

タル技術を活用した体制強化に努める。
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第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

ア 名簿に掲載する者の範囲

災害時要援護者

（西東京市災害時要援護者登録制度実施要綱）

市内に在住し、避難行動要支援者に該当しない者で、次のいずれかに該当

する者（施設入所者及び長期入院患者を除く。）

・65 歳以上の高齢者で、一人暮らし又は高齢者のみの世帯に属する者

・介護保険の要介護の認定を受けている者

・身体障害者手帳を交付された者

・精神障害者保健福祉手帳を交付された者

・愛の手帳を交付された者又は療育手帳を交付された者

・難病（国及び都の難病等医療費助成認定）の患者

・その他支援を希望する者又は支援者等が必要と認める者で市長が認めた者

避難行動要支援者

（災害対策基本法 第 49条の 10、

西東京市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例

西東京市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例施行規則）

市内に居住し、次のいずれかに該当する者（施設入所者及び長期入院患者

を除く。）

・介護保険の要介護度３以上の認定を受けている者

・身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の等級にある者

視覚障害：１級又は２級

聴覚障害：２級

肢体不自由：１級又は２級

・精神障害者保健福祉手帳１級を所持する者

・愛の手帳１度又は療育手帳Ａを所持する者

市長は、避難について特に支援が必要な市民（避難行動要支援者）の把握

に努めるとともに、当該住民の避難の支援、安否の確認、生命又は身体を災

害から守るため必要な措置を実施するための基礎とする名簿として、「避難

行動要支援者名簿」を作成する。また、名簿を活用した安否確認や避難支援

など地域協力体制の整備をはじめ、福祉避難所の活用方法、重度の要配慮者
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第３節 要配慮者対策
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第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

イ 名簿作成に必要な個人情報及びその入手方法

(ｱ) 避難行動要支援者

市は、要介護認定情報、各種障害者手帳台帳や障害支援区分情報により

避難行動要支援者名簿の作成に必要な個人情報を抽出し、全対象者をリス

ト化する。

(ｲ) 災害時要援護者

高齢者・障害のある方など、災害時に自ら及び家族の支援のみでは安全

に避難活動等ができない災害時要援護者について、手上げ方式と同意方式

により、名簿を作成する。

ウ 名簿の更新に関する事項

要介護認定情報、各種障害者手帳台帳や障害支援区分情報、住民基本台

帳の情報を基に毎年加除更新する。

また、避難行動要支援者の転入があった場合も、その都度名簿に登録す

る。死亡や転出で不要になった個人情報は速やかに削除・更新する。

エ 避難支援等関係者

市、警察署、消防署、消防団、民生委員・児童委員、市社会福祉協議

会、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所及び福祉関係事業所、自

治会・町内会・防災市民組織等の話し合い等であらかじめ避難行動要支援

者に対する災害発生時の安否確認等を行う体制を図り、支援者自身の不在

や被災も考慮し、努めて複数の支援者を決めておく。

オ 名簿の提供及び情報漏えいの防止措置

市は、名簿提供者を警察署、消防署、消防団、民生委員・児童委員、市

社会福祉協議会、地域包括支援センター、自治会・町内会・防災市民組織

等に限定し、名簿の管理・運用に関する協定を締結する。

また、電子情報で保管する名簿は、パスワード等を使用して管理し、紙

媒体で保管する場合には施錠可能な保管庫に保管する等、情報管理に十分

配慮する。なお、紙媒体による名簿は、毎年更新するものとする。

カ 円滑に避難するための体制整備

避難支援等関係者や親族等の協力により、避難行動要支援者の個別訪問

及び避難支援を得られるよう体制を整備する。

また、避難支援等関係者との連絡・連携体制の構築を推進する。

キ 避難支援等関係者の安全確保

避難支援等関係者は、自己の安全確保を優先させた上で、日頃から各自

で行える防災対策を実施し、災害に備えるものとする。

また、避難行動要支援者や災害時要援護者に対して、避難支援等関係者
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第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

自らが被災した場合などは、避難支援が行えない場合があることを伝えて

おくものとする。

(3) 避難行動要支援者個別避難計画の作成【危機管理課、高齢者支援課、

障害福祉課】

「避難行動要支援者個別避難計画」を作成し、安否確認や避難支援など地

域協力体制の整備をはじめ、福祉避難所の活用方法、重度の要配慮者の確認

や避難先の確保、サービス提供等の体制確立を図る。

(4) 要配慮者に対するネットワークづくりの推進【危機管理課、地域共生課、

高齢者支援課、障害福祉課、協働コミュニティ課、警察署、消防署、

市社会福祉協議会】

ア 市は、要配慮者の安全確保のため、近隣市民の協力体制づくりを推進す

る。また、消防署は、西東京消防署住宅防火防災対策推進協議会等におい

て、災害時における安全確保対策を推進する。

イ ささえあいネットワーク、ほっとするまちネットワークシステムや地域

協力ネットワーク等、複数のネットワークを活用し、住民同士の支え合い

の意識を強化する。

ウ 警察署は、要配慮者の安全を確保するため、地域が一体となった協力体

制（田無パートナーシップ）づくりを推進する。

エ 社会福祉施設等の被災に備え、自治会・町内会・防災市民組織、近隣事

業所及びボランティア等による協力体制づくりを推進する。

オ 社会福祉施設等の被災に備え、施設入居者の受入れ等、施設間の相互応

援の共助体制づくりを推進する。

(5) 社会福祉施設等との連携【危機管理課、各課、都（福祉局）、

警察署、消防署】

ア 要配慮者が避難を余儀なくされた場合、社会福祉法人等が管理する施設

の一部を、要配慮者を対象とした福祉避難所として利用する協定の締結を

推進する。

イ 施設の自衛消防隊等による防災行動力の向上や、事業所、自治会・町内

会等との間及び施設相互間で災害時応援協定を締結するよう促進を図る。

ウ 市総合防災訓練に際し、社会福祉施設における訓練項目を設けるよう努

め、都、警察署及び消防署と連携し地域市民等の協力による避難活動や初

期消火訓練等を実施する。



第２部 災害予防計画：第７章 避難者対策

第３節 要配慮者対策

風-36

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

(6) 災害時におけるサービス確保【危機管理課、健康課、生活福祉課、

高齢者支援課、障害福祉課、幼児教育・保育課、児童青少年課、

都（福祉局及び保健医療局）、子ども家庭支援センター、市内医療機関】

ア 透析患者や在宅難病患者等への対応として、都と協力し医療体制の強化

に努める。

イ 健康維持や在宅療養者等への対応を行うため、避難所・仮設住宅等への

巡回健康相談体制及びメンタルヘルスケア体制の整備を図る。

ウ 要配慮者が避難所等で必要となる生活用品等を計画的に備蓄するととも

に、福祉機器を確保するため、協定先を拡充するなど、調達先等について

更に検討する。

２ 外国人の支援対策 市、都、消防署

(1) 防災情報の提供【危機管理課、文化振興課】

ア 外国人に対し、防災意識の高揚と防災行動力の向上を図るため、風水害

に関する多言語版の防災パンフレットを作成、配布する｡

イ ＮＰＯ法人等と連携したシステムづくり、防災訓練、避難所看板の多言

語表記等を計画的に実施する｡

ウ 都が作成する防災に関する動画を活用し、外国人が多く集まる場所等で、

情報提供を行う。

エ ＮＰＯ法人等と連携し、外国人参加の防災訓練や防災講座、防災教室、

防災マップの作成などを通じて防災知識の普及を図る。

(2) 多言語による災害広報【秘書広報課、文化振興課】

多言語による災害広報を行うシステム及び体制を確立し、ＮＰＯ法人等と

連携した情報配信訓練を定期的に実施する。

(3) 各種防災関連行事や訓練参加の呼びかけ【危機管理課、消防署】

外国人に対し、多言語での情報入手が可能な「東京都防災アプリ」のダウ

ンロード促進とホームページや印刷物による防災知識の普及を図る。

外国籍市民に対しては、各種防災関連行事や訓練への参加を呼びかけ、防

災意識の高揚と防災行動力の向上を図る。

また、外国籍市民に対する専門訓練等の実施を計画する。



第２部 災害予防計画：第８章 物流・備蓄・輸送対策の推進

第１節 食料及び生活必需品等の整備

風-37

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第８章 物流・備蓄・輸送対策の推進

第１節 食料及び生活必需品等の整備

１ 食料及び生活必需品等の確保 市

危機管理課は、風水害時の避難所での生活に備え、浸水想定区域外に位置す

る施設や建物の２階など浸水リスクの低い箇所に備蓄を行う。また、要配慮者

や女性・子どもなど様々な避難者のニーズに対応した物資の確保に留意する。

２ 備蓄倉庫の整備・保全 市

危機管理課は、食料、生活必需品等の備蓄物資を迅速に供給するため小・中

学校及び公園等に備蓄倉庫を設置し、分散備蓄を進める。浸水リスク等の地域

特性を考慮した整備・保全を行う。

３ 備蓄・調達体制の整備 市

危機管理課は、指定避難所又はその近傍で、食料、飲料水、常備薬、マスク、

消毒液、炊き出し用具、毛布等避難生活に必要な物資等の備蓄に努める。また、

都と連携して、分散備蓄等により発災後３日分の物資の確保に努める。

被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化することを踏まえ、要

配慮者や女性・子どもなど様々な避難者のニーズに対応した物資の確保に留意

する。また、子育て世代の方などが乳児用液体ミルクに関して正しく理解し、

適切に使用できるよう、普及啓発を進めていく。

第２節 生活用水対策

１ 生活用水の供給対策 市

危機管理課は、浸水想定区域外に位置する受水槽を有する事業所等に対して

は災害対策用受水槽協定の締結を進める。

また、「震災用井戸」の指定及び水質検査を継続し、生活用水確保・給水活動

の具体的な対策を定める。



第２部 災害予防計画：第８章 物流・備蓄・輸送対策の推進

第３節 物資の輸送

風-38

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第３節 物資の輸送

１ 輸送体制の整備 市

生活文化スポーツ部は、風水害時における地域内輸送拠点から各避難所等へ

の輸送ルートについて、あらかじめ選定しておく。総務課は、輸送車両につい

て、東京都トラック協会、民間物流事業者等との連携体制を構築する。

また、総務課は災害応急対策に要する緊急通行車両等について、警察署を窓

口として東京都公安委員会に対し、緊急通行車両であることの確認を受け、標

章等の交付を受ける。

２ 輸送拠点の整備 市

避難所等へ食料及び生活必需品等を搬送するための仕分け・一時的保管機能

を持つ場所として、あらかじめ保谷庁舎・田無庁舎を地域内輸送拠点として選

定し、都福祉局に報告する。また、緊急物資及び支援物資の集積場所は、保谷

庁舎駐車場とする。



第２部 災害予防計画：第９章 市民の生活の早期再建

第１節 住宅対策

風-39

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第９章 市民の生活の早期再建

第１節 住宅対策

１ 応急仮設住宅建設のための準備 市

住宅課は、みどり公園課・スポーツ振興課・公共施設マネジメント課・都市

計画課・建築指導課・危機管理課と調整の上、浸水リスクに配慮し、応急仮設

住宅建設予定地について、接道及び用地、ライフラインの整備状況、広域避難

場所などの利用の有無等を考慮し、選定しておく。また、都の求めに応じて年

１回報告する。

第２節 ごみ・し尿・災害廃棄物処理

１ 災害廃棄物処理計画の策定 市

風水害時には、一時的に大量の廃棄物が発生するほか、交通の断絶等に伴い、

平時と同じ収集・運搬・処理・処分では対応が困難である。そのため、ごみ減

量推進課は、大規模風水害においても円滑かつ迅速に災害廃棄物を処理できる

よう、災害廃棄物処理計画及び災害発生時のごみ処理マニュアルにより、事前

に十分な対策を講ずる。

２ トイレの確保及びし尿処理 市

要配慮者の利用を想定し、「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」

に基づき、車いす使用者対応トイレ等の設置、一般トイレの洋式化、育児・介

助者同伴や性別に関わらず利用できる男女共有トイレ等の設置など、強固な構

造や防犯性、利用者の利便性、バリアフリー化に配慮する。

第３節 教育・保育の安全対策

１ 学校の予防対策 学校長、教育委員会

(1) 施設の整備【教育委員会】

教職員及び児童・生徒用の食料・生活必需品等の備蓄を推進する。

(2) 発災時の対応準備【学校長、教育委員会】

発災時に素早い対応ができるよう、気象情報や避難情報の種類、必要な行

動などをあらかじめ整理するとともに、風水害を想定した防災訓練等を実施

する。



第２部 災害予防計画：第９章 市民の生活の早期再建

第４節 災害救助法等

風-40

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

(3) 保護者への児童・生徒等の引渡し準備【学校長、教育委員会】

風水害時の対応について保護者にあらかじめ周知するとともに、すぐメー

ルでの配信や市ＳＮＳ・安心・安全いーなメール・伝言板システムの活用等、

電話不通時の保護者との連絡手段を確保し、児童・生徒等の保護者への引渡

しの準備を行う。引渡しに当たっては、時間がかかっても保護者と連絡がと

れるまで学校に留め置くことを保護者に周知する。

２ 保育園・児童館・学童クラブ等の予防対策 市、保育園・児童館・学童クラブ

(1) 施設の設備【保育園・児童館・学童クラブ】

児童・乳幼児用の食料・生活必需品等の備蓄を推進する。

(2) 発災時の対応準備【保育園・児童館・学童クラブ】

発災時に素早い対応ができるよう、気象情報や避難情報の種類、必要な行

動などをあらかじめ整理するとともに、風水害を想定した防災訓練等を実施

する。

(3) 保護者への児童・乳幼児の引渡し準備【保育園・児童館・学童クラブ】

風水害時の対応について保護者にあらかじめ周知するとともに、メール又

は伝言板システムの活用等、電話不通時の保護者との連絡手段を確保し、児

童・乳幼児の保護者への引渡しの準備を行う。引渡しに当たっては、時間が

かかっても保護者と連絡がとれるまで各施設に留め置くことを保護者に周知

する。児童館においては、主に児童の安全の確保を行う。

(4) 幼稚園への支援 【幼児教育・保育課】

備蓄や防災訓練について、必要に応じて情報提供を行う。

第４節 災害救助法等

１ 災害救助法等 市長、市

(1) 災害救助法の適用準備【市長、危機管理課】

市長は、災害救助法の適用基準のいずれかに該当するか、又は該当する見

込みがあるときはその旨を都知事に直ちに報告しなければならないことから、

職員は風水害に関する適用基準を十分に理解し、迅速に対応できる体制を整

備する。

(2) 激甚災害法の適用準備【市長、危機管理課】

市長は、風水害が発生した場合は、都知事に速やかにその被害の状況及び

とられた措置等を報告しなければならないことから､職員は激甚災害指定手

続き等に関して十分に理解し、迅速に対応できる体制を整備する。



第２部 災害予防計画：第９章 市民の生活の早期再建

第５節 被災者の生活再建対策

風-41

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第５節 被災者の生活再建対策

１ 生活再建のための事前準備 市

都が作成するガイドラインに基づき、被災者生活再建支援業務に係るシステ

ムを活用した住家被害認定調査の手法や、罹災証明書交付体制等の庁内体制を

整備するなど、都と連携しながら、デジタル技術を活用した業務迅速化を進め

ていく。併せて、業務のマネジメントや実務を担う人材の育成に向けて職員研

修及び定期的な訓練を実施する。

風水害が原因で発生した火災による被害状況調査の実施に向けて、消防署と

連携を図る。また、消防署と事前協議等を行い、風水害が原因で発生した火災

の罹災証明書交付に係る連絡体制を確立する。

関係各課は、風水害時の罹災証明書交付の基準をあらかじめ理解しておくと

ともに、市民へも基準や写真の撮影による証拠保存方法を周知する。



第３部 災害応急・復旧計画

風-42

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第３部 災害応急・復旧計画

【発災前・発災後の大きな活動の流れ】
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風-43

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第１章 初動態勢

大規模な風水害が発生した場合には、災害対策本部を設置するとともに、防災

関係機関と協力し、迅速な初動態勢により応急活動を開始する。

＜発災前後の活動の流れ＞

時
間
の

目
安

5 日前～

4 日前

４日前～

２日前

３日前～

１日前

24～８

時間前

12～３

時間前
発災直前 発災直後

２日目

以降

市
 
災
害
対
策
本
部
 

都
 
災
害
対
策
本
部
 

警戒レベル１ 警戒レベル２ 警戒レベル３ 警戒レベル４ 警戒レベル５ 応急対応期

都
水
防
本
部
 
建
設
局
 

○外部災害対応要員の調整

〇情報連絡態勢の発令

〇災害対策本部の設置の準備

〇災害対策本部の設置（水防非常配備態勢の発令）

○市議会災害対策支援本部の設置準備

（議会事務局が実施）

○救助・救

護実施

(自衛隊

の要請)

○気象情報の収集、分析、提供

○気象庁ホットライン(随時)

○防災情報提供システムによる情報収集

○気象情報連絡会実施

〇気象情報・防災情報の受信・伝達

○建設局との連携

○市区町村、各局等への情報提供、注意喚起 ○災害救助法の適用(検討)

○被害状況の収集

○災害即応本部(応急対策本部)の設置検討・設置

〇市区町村へ情報連絡要員派遣

○災害対策本部の設置検討・設置

○自衛隊の災害派遣要請

〇水位情報等の提供・伝達

〇気象情報の収集、提供 〇水防本部の設

置

〇雨量・水位の 〇点検対象施設現場調査

観測 〇被害状況の把握

〇警報(大雨、洪〇土砂災害警戒 〇技術的援助

水など）の受 情報の発表・ 〇排水ポンプ車出動

信・伝達 伝達 〇水防資器材支給

〇氾濫危険情報

の発表・伝達 〇特別警報（大雨）

の受信・伝達〇応急復旧の実施

〇技術的援助

○総務局との

連携

〇注意報（大雨

、洪水など）

の受信・送信

〇市区町村への

水防活動支援
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第１節 災害対策本部の組織・運営

風-44

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第１節 災害対策本部の組織・運営

応 急 対 策

１ 災害対策本部の分掌事務等 全職員

市の防災業務に係る組織体系と事務分掌は次のとおりである。

(1) 組織体系図

危機管理班（危機管理課）

調整班（企画政策課、財政課、 ）

秘書班（秘書広報課秘書係）

広報班（秘書広報課広報広聴係）

チーム長 総務部長 情報推進班（情報推進課）

記録班（総務課 ）

施設・車両班（ 総務課 建築営繕課、(田無庁舎管理係) 契約課）

職員班（職員課）

会計班（会計課）

議会事務局班（議会事務局）

補助班(選挙管理委員会事務局、監査委員事務局)

救出支援班（市民課、市民税課、資産税課）

救命救護保険班 （ 保険年金課）

物資調整班（納税課）

ボランティア班（地域共生課、生活福祉課）
福祉避難所班 （生活福祉課、高齢者支援課、障害福祉課）

安否確認班（生活福祉課、高齢者支援課、 ）

チーム長 市民部長 子育て支援班（子育て支援課、児童青少年課）

保育班（幼児教育・保育課）

子ども家庭支援班（子ども家庭支援ｾﾝﾀｰ、協働ｺﾐｭﾆﾃｨ課男女平等推進係）

物資輸送班（文化振興課、ｽﾎﾟｰﾂ振興課、産業振興課、協働ｺﾐｭﾆﾃｨ課）

学校連絡調整班（教育指導課、教育支援課）

学校避難所班 （教育企画課、学務課）

一時滞在施設班（社会教育課、公民館、図書館）

環境班（みどり公園課、環境保全課、ごみ減量推進課）

チーム長 都市基盤部長

都市計画班（都市計画課、住宅課、建築指導課）

道路班（道路課、交通課、みどり公園課）

上下水道班（下水道課、用地課）

【協力部】 議会事務局長

【みどり環境部】 みどり環境部長

まち対策チーム

【まちづくり部】 まちづくり部長

【教育部】 教育部長

【市民部】 市民部長

【総務部】 危機管理担当部長

【企画部】 企画部長

【総務部】 総務部長

支援対策チーム

本
部
長
室

【健康福祉部】 健康福祉部長

被災市民対策チーム 【子育て支援部】 子育て支援部長

【生活文化スポーツ部】 生活文化スポーツ部長

安否確認班（生活福祉課、高齢者支援課、障害福祉

公共施設マネジメント課

（庶務調査係・法規文書係）

都市基盤部 都市基盤部長】【

安否確認班（生活福祉課、高齢者支援課、障害福祉課）

救命救護健康班（健康課）
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第１節 災害対策本部の組織・運営

風-45

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

(2) 事務分掌

【役割：本部の運営・統括、本部長室の補佐に関すること】

部 班 分掌業務 平時の課名

総
務
部
危
機
管
理
課
 
危
機
管
理
担
当
部
長
 

危機管理班

【班長】

危機管理課長

１ 災害活動の総括及び統制

２ 水防非常配備態勢の指示伝達

３ 本部長室の庶務及び審議事項に必要な

業務

４ 避難情報の発令に関すること

５ 災害に関する通信情報の総括整理

６ 防災関連通信機器設備の総括及び統制

７ 防災関係機関（防災市民組織含む。）と

の連絡調整及び応援要請

８ 現地本部の設置

９ 都防災会議及び市防災会議に関するこ

と

10 消防団の出動及びこれに必要な業務

11 他班に属さない協力団体等との連絡調

整

12 災害救助法の適用申請及びこれに必要

な業務

13 本部長（市長）の災害に関する特命事

項

危機管理課
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第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

支援対策チーム

【役割：本部の運営や防災関係機関との連携等全体の統括】

ﾁｰﾑ 部 班 分掌業務 平時の課名

支
援
対
策
チ
 
ム
 
チ
 
ム
長

総
務
部
長
 

企
画
部
 
企
画
部
長
 

調整班

【班長】

企画政策課長

１ 本部長室、危機管理班及び各部との

連絡調整

２ 被災状況等の情報収集、分析及びこ

れに必要な業務

３ ライフライン事業者との連絡

４ 各部の情報の総括整理に関すること

５ 危機管理班の応援に関すること

６ 災害対策予算及び資金に関すること

７ 義援金の受領に関すること

８ 戦略的な災害対策を行うための情報

分析を行うこと

９ 部内他班の応援に関すること

10 部内他班の所管に属しない事務に関

すること

企画政策課

財政課

公共施設マネ

ジメント課

秘書班

【班長】

秘書広報課長

本部長（市長）及び副本部長（副市長）

の秘書に関すること

秘書広報課

秘書係

広報班

【班長】

広報広聴担当

課長

１ 災害情報の広報及び広聴に関するこ

と

２ 報道機関との連絡及び災害情報の発

表に関すること

３ 災害に関する情報収集

４ 市民相談の窓口

秘書広報課

広報広聴係

情報推進班

【班長】

情報推進課長

１ 重要データの保全に関すること

２ 情報システムの復旧に関すること

３ 部内他班の応援に関すること

情報推進課
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第１節 災害対策本部の組織・運営

風-47

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

ﾁｰﾑ 部 班 分掌業務 平時の課名

支
援
対
策
チ
 
ム
 
チ
 
ム
長

総
務
部
長
 

総
務
部
 
総
務
部
長
 

記録班

【班長】

法規文書担当

課長

１ 会議録、災害の記録作成に関する

こと

２ 広報班との連携及び支援に関する

こと

３ 他班の所管に属しない事務に関す

ること

総務課

（庶務調査

係・法規文

書係）

施設・車両班

【班長】

総務課長

１ 庁舎利用者の避難、救護及び安全

措置

２ 庁用車両の管理、配車、燃料の確

保及びこれに必要な業務

３ 輸送車両の調達、配車及びこれに

必要な業務

４ 緊急通行車両申請事務及びこれに

必要な業務

５ 市施設・設備の被害状況調査及び

復旧に関すること

６ 野外収容施設及び応急仮設住宅の

建設に関すること

７ 災害対策用資材購入等に係る契約

に関すること

８ 他の部班への応援に関すること

総務課

（田無庁舎

管理係）

建築営繕課

契約課

職員班

【班長】

職員課長

１ 職員の参集状況管理に関すること

２ 職員の安否確認

３ 人員の配置・調整・健康管理等職

員の人的な管理に関すること

４ 職員の服務、給与及び公務災害に

関すること

５ 災害対策従事者の寝食等の支援に

関すること

６ 他の部班への応援に関すること

職員課

会計班

【班長】

会計課長

１ 災害対策に必要な現金出納に関す

ること

２ その他会計に関する必要な業務

３ 他の部班への応援に関すること

会計課
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第１節 災害対策本部の組織・運営
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第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

ﾁｰﾑ 部 班 分掌業務 平時の課名

支
援
対
策
チ
 
ム
 
チ
 
ム
長

総
務
部
長
 

協
力
部
 
議
会
事
務
局
長
 

議会事務局班

【班長】

議会事務局次

長

１ 市議会及び市議会議員との連絡調

整及びこれに必要な業務

２ 人員不足の各部・班の補助

議会事務局

補助班

【班長】

監査委員事務

局長

人員不足の各部・班の補助

監査委員

事務局

選挙管理委

員会事務局



第３部 災害応急・復旧計画：第１章 初動態勢

第１節 災害対策本部の組織・運営

風-49

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

被災市民対策チーム

【役割：避難所の開設や食料確保など被災市民対策】

ﾁｰﾑ 部 班 分掌業務 平時の課名

被
災
市
民
対
策
チ
 
ム
 
チ
 
ム
長

市
民
部
長
 

市
民
部
 
市
民
部
長
 

救出支援班

【班長】

市民課長

１ 被災市民対策の総合調整及び他班

に属しない事務

２ 遺体収容場所の設置及びこれに必

要な業務

３ 遺体搬送及びこれに必要な業務

４ 埋火葬許可の発行などの諸手続

５ 行方不明者の捜索の連絡調整に関

すること

６ 要救助者の救出救助の連絡調整に

関すること

７ 被災状況の調査、住家被害認定に

関すること

８ 被災者の市税の減免に関すること

９ 罹災証明の交付に関すること

10 被災宅地の危険度判定の応援に関

すること

11 他の部班への応援に関すること

12 部内他班の所管に属しない事務に

関すること

市民課

市民税課

資産税課

救命救護保

険班

【班長】

保険年金課

長

１ 救命救護健康班への応援に関する

こと

２ 被災者の国民健康保険料に関する

こと

３ 被災者の後期高齢者医療保険料に

関すること

４ 他の部班への応援に関すること

保険年金課

物資調整班

【班長】

納税課長

１ 備蓄食料等の輸送配分及びこれに

必要な業務

２ 食料及び生活必需品等の調達・供

給に関すること

３ 被災者の市税等の徴収及び納付期

限の延長に関すること

４ 他の部班への応援に関すること

納税課



第３部 災害応急・復旧計画：第１章 初動態勢

第１節 災害対策本部の組織・運営

風-50

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

ﾁｰﾑ 部 班 分掌業務 平時の課名

被
災
市
民
対
策
チ
 
ム
 
チ
 
ム
長

市
民
部
長
 

健
康
福
祉
部
 
健
康
福
祉
部
長
 

ボランティ

ア班

【班長】

地域共生課

長

１ ボランティアの受入れ及びこれに

必要な業務

２ 市社会福祉協議会等との連絡調整

に関すること

３ ボランティアセンターの運営に関

すること

４ 義援金の配布に関すること

５ 弔慰金、見舞金及び被災者生活再

建支援金の支給、災害援護資金の貸

付に関すること

６ 部内他班の所管に属しない事務に

関すること

地域共生課

生活福祉課

福祉避難所

班

【班長】

高齢者支援

課長

１ 所管施設利用者の避難、救護等の

安全措置

２ 所管福祉避難所の開設、運営及び

管理に関すること

３ 避難所収容者の要介護者に対する

介護に関すること

４ 要介護（要支援）認定者の避難、

救護に関すること

５ 介護サービス等提供事業者との連

絡調整に関すること

６ 要配慮者に対する避難、救護に関

すること

７ その他被災者の避難、救護に関す

ること

８ 所管施設・設備の点検、整備及び

復旧

９ 部内他班の応援に関すること

生活福祉課

高齢者支援課

障害福祉課



第３部 災害応急・復旧計画：第１章 初動態勢

第１節 災害対策本部の組織・運営

風-51

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

ﾁｰﾑ 部 班 分掌業務 平時の課名

被
災
市
民
対
策
チ
 
ム
 
チ
 
ム
長

市
民
部
長
 

健
康
福
祉
部
 
健
康
福
祉
部
長
 

安否確認班

【班長】

障害福祉課長

１ 所管施設利用者の避難、救護等の

安全措置

２ 所管施設の点検、整備及び復旧

３ 要配慮者の安否確認、保護、避難

及び救護等の総合調整に関するこ

と

４ 市内社会福祉施設の被害調査、集

約

５ 要配慮者の安否に関する相談

６ 要介護（要支援）認定者の避難、

救護に関すること

７ 介護サービス等提供事業者との

連絡調整に関すること

８ その他、被災者の避難、救護に関

すること

９ 避難所収容者の要介護者に対す

る介護に関すること

10 所管施設・設備の点検、整備及び

復旧

11 身元不明遺体に関すること

12 部内他班の応援に関すること

生活福祉課

高齢者支援

課

障害福祉課

救命救護健康

班

【班長】

健康課長

１ 災害時医療及び防疫に関するこ

と

２ 医療機関等との連絡調整及び医

師等派遣要請に関すること

３ 医療救護所の設置管理及びこれ

に必要な業務

４ 医薬品等の調達、輸送及び運搬に

関すること

５ 所管施設利用者の避難、救護等の

安全措置に関すること

６ 所管施設の点検、整備及び復旧

７ その他保健衛生に関すること

８ 部内他班の応援に関すること

健康課



第３部 災害応急・復旧計画：第１章 初動態勢

第１節 災害対策本部の組織・運営

風-52

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

ﾁｰﾑ 部 班 分掌業務 平時の課名

被
災
市
民
対
策
チ
 
ム
 
チ
 
ム
長

市
民
部
長
 

子
育
て
支
援
部
 
子
育
て
支
援
部
長
 

子育て支援班

【班長】

子育て支援課

長

１ 所管施設利用者の避難、救護等

の安全措置

２ 所管施設の点検、整備及び復旧

３ 所管施設利用者の保護、引渡し

及びこれに必要な業務

４ 安否確認班の支援に関するこ

と

５ 他の部班への応援に関するこ

と

６ 部内他班の所管に属しない事

務に関すること

子育て支援

課

児童青少年

課

保育班

【班長】

幼児教育・保

育課長

１ 所管施設利用者の避難、救護等

の安全措置

２ 所管施設の点検、整備及び復旧

３ 所管施設利用者の保護、引渡し

及びこれに必要な業務

４ 所管福祉避難所の開設、運営及

び管理に関すること

５ 応急保育に関すること

６ 市内私立幼稚園・保育園等との

連絡

７ 他の部班への応援に関するこ

と

幼児教育・

保育課

子ども家庭支

援班

【班長】

子ども家庭支

援センター長

１ 所管施設利用者の避難、救護等

の安全措置

２ 所管施設の点検、整備及び復旧

３ 所管福祉避難所の開設、運営及

び管理に関すること

４ その他災害復旧に係る男女平

等参画に関すること

５ 他の部班への応援に関するこ

と

子ども家庭

支援センタ

ー

協働コミュ

ニティ課男

女平等推進

係



第３部 災害応急・復旧計画：第１章 初動態勢

第１節 災害対策本部の組織・運営

風-53

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

ﾁｰﾑ 部 班 分掌業務 平時の課名

被
災
市
民
対
策
チ
 
ム
 
チ
 
ム
長

市
民
部
長
 

生
活
文
化
ス
ポ
 
ツ
部
 
生
活
文
化
ス
ポ
 
ツ
部
長
 

物資輸送班

【班長】

文化振興課長

１ 所管施設利用者の避難、救護等

の安全措置

２ 物資輸送の総合調整に関する

こと

３ 輸送拠点・集積場、輸送ルート

の確保に関すること

４ 輸送手段の確保

５ 災害対策用資器材の搬送

６ 所管施設・設備の点検、整備及

び復旧

７ 人の移送に関すること

８ 外国人の救援及び救護に関す

ること

９ 公衆浴場に関すること

10 自治会・町内会、ＮＰＯ法人、

市民活動団体等との連絡調整

11 所管する土砂災害警戒区域専

用避難所の開設・運営及び管理に

関すること

12 他の部班への応援に関するこ

と

文化振興課

スポーツ振

興課

産業振興課

協働コミュ

ニティ課



第３部 災害応急・復旧計画：第１章 初動態勢

第１節 災害対策本部の組織・運営

風-54

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

ﾁｰﾑ 部 班 分掌業務 平時の課名

被
災
市
民
対
策
チ
 
ム
 
チ
 
ム
長

市
民
部
長
 

教
育
部
 
教
育
部
長
 

学校連絡調

整班

【班長】

教育指導課

長

１ 学校との連絡調整に関すること

２ 児童・生徒等の安全確保、救護に

関すること

３ 教職員の安否確認に関すること

４ 教職員の非常配備態勢、勤務記

録、服務等に関すること

５ 教職員の寝食等の対応

６ 学校避難所の開設、運営及び管理

に関すること

７ 都教育委員会との連絡調整

８ 応急教育に関すること

９ 教育相談に関すること

10 その他学校教育に関する業務

11 部内他班への応援に関すること

12 部内他班の所管に属しない事務

に関すること

教育指導課

教育支援課

学校避難所

班

【班長】

教育企画課

長

１ 学校避難所の開設、運営及び管理

に関すること

２ 避難者情報の収集、集約

３ 避難者の対応及びこれに必要な

業務

４ 所管施設の点検、整備及び復旧

５ 被災児童及び生徒の学用品の調

達及び支給に関すること

６ 部内他班への応援に関すること

教育企画課

学務課

一時滞在施

設班

【班長】

社会教育課

長

１ 所管施設利用者の避難、救護等の

安全措置

２ 一時滞在施設の開設、運営及び管

理に関すること

３ 帰宅困難者情報の収集、集約

４ 帰宅困難者の対応及びこれに必

要な業務

５ 所管施設の点検、整備及び復旧

６ 部内他班の応援に関すること

社会教育課

公民館

図書館



第３部 災害応急・復旧計画：第１章 初動態勢

第１節 災害対策本部の組織・運営

風-55

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

まち対策チーム【役割：交通・下水道の復旧など都市対策】

ﾁｰﾑ 部 班 分掌業務 平時の課名

ま
ち
対
策
チ
 
ム
 
チ
 
ム
長

都
市
基
盤
部
長
 

み
ど
り
環
境
部
 
み
ど
り
環
境
部
長
 

環境班

【班長】

ごみ減量推進

課長

１ 市立小・中学校の校庭を除く避難

広場、広域避難場所に関すること

２ 災害廃棄物処理に係る調整に関

すること

３ 所管施設・設備の点検、整備及び

復旧

４ ごみ、災害廃棄物、し尿等の収集

及び処理

５ 被災地の清掃及び消毒に関する

こと

６ 防疫、毒劇物対策に関すること

７ 飼育動物の保護に関すること

８ 他の部班の応援に関すること

みどり公園課

環境保全課

ごみ減量推進

課
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第１節 災害対策本部の組織・運営

風-56

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

ﾁｰﾑ 部 班 分掌業務 平時の課名

ま
ち
対
策
チ
 
ム
 
チ
 
ム
長

都
市
基
盤
部
長
 

ま
ち
づ
く
り
部
 
ま
ち
づ
く
り
部
長
 

都
市
基
盤
部
 
都
市
基
盤
部
長
 

都市計画班

【班長】

都市計画課

長

１ 都市対策の総合調整

２ 災害復興に係る都市計画

３ 危険箇所の緊急パトロール・対

応

４ 被災宅地の危険度判定及びこれ

に必要な業務

５ 住家被害認定の応援に関するこ

と

６ 市営住宅の点検、整備及び復旧

に関すること

７ 応急仮設住宅の建設、供給及び

管理に関すること

８ その他被害復旧に係る建築関連

工事

９ 他の部班への応援に関すること

10 部内他班の所管に属しない事務

に関すること

都市計画課

住宅課

建築指導課

道路班

【班長】

道路課長

１ 道路、橋梁、公園等の被害調査、

整備及び復旧

２ 障害物除去及び応急復旧に関す

ること

３ 応急災害対策資器材の備蓄及び

調達に関すること

４ 市建災防協会、建設事業者等に

対する協力要請に関すること

５ その他災害復旧に係る土木関連

工事

６ 他の部班への応援に関すること

道路課

交通課

みどり公園

課
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第１節 災害対策本部の組織・運営

風-57

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

ﾁｰﾑ 部 班 分掌業務 平時の課名

ま
ち
対
策
チ
 
ム
 
チ
 
ム
長

都
市
基
盤
部
長
 

ま
ち
づ
く
り
部
 
ま
ち
づ
く
り
部
長
 

都
市
基
盤
部
 
都
市
基
盤
部
長
 

上下水道班

【班長】

下水道課長

１ 下水道施設・設備の点検、整備

及び復旧

２ 河川及び水路の応急復旧に関す

ること

３ 下水道工事事業者等に対する協

力要請に関すること

４ 水洗トイレ及びマンホールトイ

レの排水確認に関すること

５ 溢水対策に関すること

６ 都下水道局との連絡調整

７ 飲料水の確保及び応急給水活動

の統制に関すること

８ 給水地域の被害状況調査

９ 西東京市水友会との連絡に関す

ること

10 飲料水に係る近隣市区町村への

応援要請に関すること

11 給水管理事務所との連絡調整に

関すること

12 部内他班の応援に関すること

下水道課

用地課
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第１節 災害対策本部の組織・運営

風-58

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

２ 災害対策本部の設置等 全班

(1) 活動体制の確立【全班】

風水害等の災害が発生するおそれがある場合、市災害対策本部条例、同施

行規則及び水防法の定めにより迅速かつ的確に災害応急対策活動を行うため、

災害発生規模に応じた活動組織の設置及び職員の動員配備を行う。

なお、洪水等発生時における水防活動その他の危険を伴う水防活動に従事

する者については、安全の確保に努めるものとする。

(2) 情報連絡態勢の確立【危機管理班、関係各班】

台風等気象災害については、事前に情報連絡態勢をとり、情報連絡やパト

ロール、緊急対応など状況に応じた迅速な対応をとる。

(3) 災害対策本部の設置【危機管理班】

ア 市長は、市の地域に風水害が発生した場合、又は発生のおそれがあり、

水防非常配備態勢を発令する必要があると認めた場合、災害対策活動の推

進を図るために災害対策本部を設置する。

イ 災害対策本部が設置される前における災害応急対策の実施については、

災害対策本部が設置された場合に準じて処理する。

ウ 災害対策本部を構成する部の部長の職にある者は、災害対策本部を設置

する必要があると認めた場合、危機管理担当部長に災害対策本部の設置を

要請することができる。

エ 危機管理担当部長は、災害対策本部設置の要請があった場合、その他災

害対策本部を設置する必要があると認めた場合、災害対策本部の設置を市

長に要請する。

(4) 災害対策本部設置場所【危機管理班】

災害対策本部は、原則として防災センターに設置する。

(5) 災害対策本部の廃止【本部長（市長）】

災害対策本部長（以下「本部長（市長）」という。）は、市の地域において

災害が発生するおそれが解消したと認めたとき、又は災害応急対策がおおむ

ね完了したと認めたとき、災害対策本部を廃止する。

(6) 災害対策本部の設置・廃止の通知と公表【危機管理班】

危機管理担当部長は、災害対策本部を設置（又は廃止）したとき、直ちに

その旨を次に掲げる者に通知・公表する。所属長は通知を受けたとき、所属

職員に対し周知徹底する。
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第１節 災害対策本部の組織・運営

風-59

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

【通知・公表先】

① 災害対策副本部長（以下「副本部長（副市長、教育長）」という。）

② 災害対策本部員（市長の事務部局に属する部長、教育委員会に属する部

長、会計管理者、議会事務局長及び本部長（市長）が指名した市の職員）

（以下「本部員」という。）

③ 都知事（総務局災害対策本部）

④ 警察署長、消防署長、消防団長、近隣区市長、各防災関係機関

⑤ 本部長（市長）が必要と認めた団体、市民、報道機関

また、災害対策本部が設置された場合、防災センター１階入口、及び災害

対策本部室内の２箇所に「西東京市災害対策本部」の標示を掲出する。

【水防機関の構成】

【風水害時の情報伝達体制】

※１ 災害の状況により都本部に報告できない場合
※２ 災害の状況により緊急災害現地対策本部が設置された場合

消 防 署

消 防 団

市

災害対策本部

西東京工区

警 察 署

都建設事務所

凡 例

有線

又は

口頭

無線

緊急災害
対策本部

非常災害
対策本部

市

民

東京都

災害対策本部

東京消防庁

指定地方行政機関
指定公共機関

指定地方公共機関
その他

警視庁

緊急災害現地
対策本部※２

又は、
総務省消防庁

各省庁

警察署

消防団

消防署

市

災害対策本部

自衛隊

※１
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第１節 災害対策本部の組織・運営

風-60

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

３ 災害対策本部の組織 全班

(1) 災害対策本部は、災害対策本部長室（以下「本部長室」という。）、チーム、

部及び班で構成する。チームにはチーム長、部には部長、班には班長を置くと

ともに、本部長室及び部に属すべき災害対策本部の職員は、本部長（市長）が

別に定める。

(2) 風水害時の初動においては、参集職員が少なく班態勢がとれない場合は、

部態勢で対応するものとし、市民の生命、安全の確保のため災害対策本部に情

報管理、指揮命令を一本化し、職員の総力を持って災害応急対策を実施する。

４ 災害対策本部の運営 全班

庁内各チーム、部及び班は、関係者間はもとより、各対策チーム、部及び班

と相互に連携し、各種対策を適切に実施する。

また、医療救護活動、物資の調達や搬送、道路やライフラインの復旧等の様々

な応急活動を一体となり実施するため、必要に応じて災害対策本部の下に、各

部、防災関係機関、関係団体、事業者等で構成された組織を設置することがで

きる。

(1) 本部長室の開設【危機管理班】

危機管理担当部長は、災害対策本部の設置後、直ちに本部長室を開設する

ために必要な措置をとる。本部長室開設後は、危機管理担当部長が運営を統

括する。

本部長室は、原則として防災センター５階災害対策本部室に設置する。た

だし、防災センターの被害が甚大で設置が不可能な場合は、①審議進行に係

る十分な面積があること、②通信設備及び代替電力（発電機等）の確保が容

易であること、③車両進入が容易であることなどを選定基準として、適切な

設置場所を検討し、本部長（市長）が決定する。

(2) 本部長室の構成及び内容

本部長室は、次の者をもって組織する。

① 本部長（市長）

② 副本部長（副市長、教育長）

③ 本部員

また、本部長室は、次のことについて災害対策本部の基本方針を審議策定

する。

① 災害対策の総合的な調整に関すること。

② 水防非常配備態勢の解除及び災害対策本部の廃止に関すること。

③ 重要な災害情報の収集及び伝達に関すること。

④ 避難情報の発令及び解除に関すること。

⑤ 災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）の適用に関すること。



第３部 災害応急・復旧計画：第１章 初動態勢

第１節 災害対策本部の組織・運営

風-61

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

⑥ 都、他の市区町村、公共機関等に対する応援の要請に関すること。

⑦ 自衛隊の災害派遣要請に関すること。

⑧ 災害対策に要する経費の処理方法に関すること。

⑨ 前各号に掲げるもののほか、重要な災害対策に関すること。

(3) 本部長（市長）の職務

ア 本部長（市長）は、災害対策本部の事務を総括し、災害対策本部の職員

を指揮監督する。

イ 本部長（市長）は、本部長室の所掌事務について審議する必要があると

き、副本部長（副市長、教育長）及び本部員を招集する。

ウ 本部長（市長）は、特に必要があると認められるとき、本部長室構成員

以外の市職員のうちから、本部長室への出席を指名することができる。

(4) 本部長（市長）の職務代理の指定

ア 第１順位 副本部長（副市長）

イ 第２順位 副本部長（教育長）

ウ 第３順位 危機管理担当部長

エ 第４順位 本部員の中の筆頭者

(5) 副本部長（副市長、教育長）の職務

副本部長（副市長、教育長）は、本部長（市長）を補佐し、本部長（市長）

に事故があるとき、又は本部長（市長）が欠けたときは、その職務を代行す

る。

(6) 各部長及び本部員等の職務

ア 本部員は、本部長（市長）の命を受け、本部長室の事務に従事する。

イ 本部員は、本部長（市長）の命を受け、本部長室において市の災害対策

に関する重要事項の審議等を行う。

ウ 部長は、本部長（市長）の命を受け、部の事務を掌理する。

エ 部長は、その所管事項に関して本部長室に付議すべき事項があるときは、

速やかに付議しなければならない。

オ 部長及び本部員は、次の事項について、速やかに本部長（市長）に報告

する。

(ｱ) 調査把握した被害状況等

(ｲ) 実施した応急措置の概要

(ｳ) 今後実施しようとする応急措置の内容

(ｴ) 本部長（市長）から特に指示された事項

(ｵ) その他必要と認められる事項

カ チーム長は、本部長（市長）の命を受け、チーム内各部長と相互に連携

し、チーム内対策について調整する。

キ 班長は部長の命を受け、班の事務を掌理する。

ク 各部、班の職員は、部長、班長の命を受け、部、班の事務に従事する。
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第１節 災害対策本部の組織・運営

風-62

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

(7) 危機管理班の職務【危機管理班】

危機管理班は、本部長（市長）の命を受け、各防災関係機関と総合調整す

るほか、次に掲げる事務を行う。

ア 被害情報等の収集及び通信連絡の総括に関すること。

イ 災害対策本部の職員の動員に関すること。

ウ 災害対策本部における通信施設の保全に関すること。

エ 防災関係機関との連絡に関すること。

オ 災害対策本部の運営及び本部長室の庶務に関すること。

(8) 調整班の職務【調整班】

調整班は、次に掲げる事務を行う。

ア 本部長室、危機管理班及び各部との連絡調整に関すること。

イ 被災状況等の情報収集、分析及び各部との連絡調整、ライフライン事業

者との連絡に関すること。

ウ 各部の情報の統括整理、各部にまたがる事務及び各部では調整が困難な

事項についての総合調整に関すること。

(9) 災害対策本部会議

ア 本部長（市長）は、対策の基本方針や重要対策等を決定する必要がある

場合、副本部長（副市長、教育長）及び本部員が出席する災害対策本部会

議を開催し、対処方針等を決定する。

イ 災害対策本部会議は、本部長（市長）が開催の必要を認めた場合に開催

するほか、副本部長（副市長、教育長）、又は本部員が会議の開催を必要と

認めた場合、本部長（市長）に対して災害対策本部会議の開催を求めるこ

とができる。

ウ 本部員は協働し、必要な情報を災害対策本部会議に報告し、本部長（市

長）の判断を仰ぐ。

エ 本部長（市長）は、人命の救助、都市機能の維持等、急を要する即時対

応案件について迅速な措置をとる必要があり、なおかつ災害対策本部会議

を開催するいとまがない場合は、副本部長（副市長、教育長）及び関係す

る本部員が出席する会議を開催し、対処方針等を決定することができる。

(10) 危機管理対策会議

応急対策の円滑な遂行を確保するために開催の必要があると判断した場合

には、危機管理対策会議を開催する。

ア 危機管理対策会議は、市長、副市長、教育長、部長級職員、その他市長

が指名する職員をもって構成する。

イ 危機管理対策会議では、以下の事項について協議する。

・危機管理課及び各部等で収集した情報の共有

・避難情報及び職員配備態勢の発令の見通し

・タイムラインレベルの移行又は解除
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第１節 災害対策本部の組織・運営

風-63

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

・施設の休所の検討、避難所としての使用可否の判断

・タイムラインに記載のない事項で実施の必要があると認める事項

(11) 部内・班会議の開催

本部長（市長）の方針を徹底させる場合のほか、次のような場合には必要

により部内会議又は班会議を開催する。

ア 災害対策本部会議の決定事項について、各班長にまで徹底すべき事項が

ある場合

イ 災害対策本部会議の決定事項について、部内又は班内で調整する必要が

ある場合

ウ 対応職員が不足し、部態勢で対応する場合

エ その他各部長又は班長が必要と認めた場合

(12) 報道機関への連絡【広報班】

災害対策本部の報道機関に対する発表は、原則として事前に定めた会議室

等（市記者室）で行う。

(13) 災害対策本部の連絡体制【危機管理班】

災害対策本部の通信の運用管理は、危機管理担当部長が統括し、危機管理

課長が補佐する。各部長は、災害対策本部が設置されたとき、直ちに通信連

絡体制の確保を図らなければならない。

５ 現地災害対策本部の運営 市

(1) 現地災害対策本部の設置【危機管理班】

被害が局地的であるなどの災害の状況等を判断し、必要に応じて災害現場

又は市が所管する施設等に現地災害対策本部（以下「現地本部」という。）を

設置する。

(2) 現地本部の構成

現地本部は次の者をもって構成する。

ア 現地災害対策本部長

イ 現地災害対策副本部長

ウ 現地災害対策本部員

(3) 現地本部の分掌事務

ア 被害及び復旧状況の情報分析に関すること

イ 関係機関との連絡調整に関すること

ウ 現場職員の役割分担及び調整に関すること

エ 防災関係機関等への応援要請についての意見具申に関すること

オ 本部長（市長）の指示による応急対策の推進に関すること

カ 各種相談業務の実施に関すること
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第１節 災害対策本部の組織・運営

風-64

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

キ その他、緊急を要する応急対策の実施に関すること

(4) 現地本部の廃止【本部長（市長）】

本部長（市長）は、当該地域において災害が発生するおそれが解消したと

認めたとき、又は現地本部による災害応急対策がおおむね完了したと認めた

ときは、現地本部を廃止する。
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第２節 市職員の初動態勢

風-65

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第２節 市職員の初動態勢

応 急 対 策

１ 市職員の配備態勢 全職員

台風や集中豪雨等において、市が取るべき防災行動とその実施主体を時系列

で整理した風水害タイムラインにより、初動態勢の迅速な確立を行う。

(1) 発令要件

被害その他の状況により、本部長（市長）が必要と認めたとき

(2) 態勢の内容

警戒の状況及び被害の状況等に応じ、本部長（市長）は、水防非常配備態

勢を発令する。

(3) 発令基準及び配備人員

種類 発令基準
災害対策

組織名
配備職員

情報連絡

態勢

１ 市内に大雨、洪水、暴風等の警報が発表さ

れたとき。

２ その他危機管理担当部長が必要と認めたと

き。

危機管理課

道路課

下水道課

みどり公園課

交通課

用地課

その他必要と思

われる課の職員

水

防

非

常

配

備

態

勢

第１

水防非

常配備

態勢

１ 台風の進路が東日本に接近すると予想され

るとき。

２ 市内に被害の発生が予想され、又は発生し

たとき。

３ その他市長が必要と認めたとき。

災害

対策

本部

各班

おおむね３分

の１の職員

第２

水防非

常配備

態勢

１ 台風の進路が関東地方に接近すると予想さ

れるとき。

２ 市内に相当の被害の発生が予想され、又は

発生したとき。

３ その他市長が必要と認めたとき。

各班

おおむね半数

の職員

第３

水防非

常配備

態勢

１ 台風の進路が東京地方に接近すると予想さ

れるとき。

２ 市内に大規模な被害の発生が予想され、又

は発生したとき。

３ 市内に特別警報の発表が予想されるとき。

４ その他市長が必要と認めたとき。

全職員

※配備人員は各班の業務量等に応じて、必要人数を配備することとし、表中の配

備人員は目安とする。
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第２節 市職員の初動態勢

風-66

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

２ 職員の管理 市

(1) 職員の配置調整【職員班】

職員班は、各班の参集状況及び業務量を把握し、職員の人員配置の調整を

行う。

また、24時間継続して従事する必要のある業務を把握し、状況に応じて交

代要員を確保する。不眠不休で対応している職員がいないよう注意するとと

もに、随時調整を行う。

(2) 職員の健康管理及び給食等【職員班、物資調整班、各班長】

職員班は、職員の健康管理、メンタルケア等に必要な措置を講じるととも

に、各班長は、各班員の健康及び勤務状態を常に配慮し、調整等の措置が必

要な場合は各班の部長を通じて災害対策本部に報告する。

また、職員班は、職員の参集状況等を把握し、職員用の食料及び飲料水を

確保する。
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第２節 市職員の初動態勢

風-67

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

３ 職員の基本的責務 全職員

(1) 各部長及び班長の基本的責務【全職員】

各部長は、あらかじめ水防非常配備態勢において業務に従事する配備職員

の名簿を作成するとともに、所属職員の非常招集の連絡方法等を定め、これ

を所属職員に周知徹底しておかなければならない。

また、各部長は、水防非常配備態勢発令の連絡を受けたとき直ちに災害状

況に応じて以下の措置をとらなければならない。なお、各班長（課長）は、

部長を補佐するとともに、部長に事故があるときはその職務を代行する。

ア 所属職員を掌握すること。

イ 職員に任務を指示して、所定の部署に配置すること。

ウ その他高次の水防非常配備態勢に応じる職員の配置に移行できる措置を

とること。

(2) 職員の基本的責務【全職員】

全ての職員は、災害対策本部が設置（水防非常配備態勢が発令）された場

合、次の事項を遵守しなければならない。

ア 災害に関する情報及び災害対策本部の指示に注意すること。

イ 不急の行事、会議、出張等を中止すること。

ウ 正規の勤務時間が終了しても、班長又は所属長の指示があるまで退庁し

ないこと。

エ 勤務場所を離れる場合、班長又は所属長と連絡をとり、常に所在を明ら

かにすること。何らかの事情により直ちに参集できない場合でも、必ず災

害対策本部又は班長若しくは所属長と連絡をとり、自分の状況及び安否を

知らせること。

オ 情報連絡態勢または水防非常配備態勢が発令されたときは、業務に従事

する配備職員は速やかに参集すること。

カ 自らの言動によって市民に不安を与え、市民の誤解を招くことにより、

災害対策本部の活動に支障を来すことのないよう注意すること。

キ 災害活動時には、一目で市職員と分かるように、腕章等を携行すること。

ク 参集及び帰宅時等において、通常と異なる方法及び経路による場合は事

前に班長又は所属長の許可を得ること。
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第２節 市職員の初動態勢

風-68

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

４ 復旧対応期の組織体制 全職員

風水害初動期の緊急活動がおおむね終了し、避難生活継続への対応、災害廃

棄物処理、ライフライン等の復旧へと活動の重点を移行する時期（おおむね３

日後以降）を「復旧対応期」とし、諸活動を実施する。

復旧対応期においては、市民生活の支援、地域社会の早期復興に向けた職員

配置をすることとし、初動期の緊急対応組織体制から平時組織を基本とした体

制へと移行していく。

なお、発災から通常業務に移行する間の業務の優先度は、西東京市事業継続

計画（ＢＣＰ）＜地震編＞に基づき実施する。
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第３節 救助・救急対策

風-69

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第３節 救助・救急対策

応 急 対 策

１ 救助・救急活動態勢等 警察署、消防署

(1) 消防署の救助・救急活動【消防署】

ア 市災害対策本部との情報共有と意思決定の迅速化を図るため、必要な要

員を市災害対策本部に派遣するとともに、各種災害に対応した救助・救急

資器材を活用して、組織的な人命救助･救急活動を行う。

イ 救助・救急活動に必要な重機・救急資機材に不足が生じた場合は、市と

関係事業者が締結している協定等に基づく迅速な調達を図る。

ウ 救急活動に当たっては､消防団等との協力により現場救護所を設置し､行

政機関､医療関係機関等と連携し､傷病者の救護に当たる。

エ 傷病者を適応する医療機関へ迅速に搬送する｡

(2) 警察署の救助・救急活動【警察署】

ア 出水によるでき水者、家屋の倒壊等による埋没者その他の負傷者の救出

救助に重点をおいて救助活動を行う。

イ 負傷者を、速やかに医療機関等に引き継ぐ。

ウ 漂流者を発見したときは、ヘリコプター、舟艇、ロープ、救命索等を有

効に活用して迅速に救助する｡

エ 救出救助に当たっては、市や消防署等の関係機関と積極的に協力し、負

傷者の救出救助の万全を期する。



第３部 災害応急・復旧計画：第１章 初動態勢

第４節 応援協力・派遣要請

風-70

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第４節 応援協力・派遣要請

＜発災後の活動の流れ＞

都
水
防
本
部
 
建
設
局
 

警戒レベル５ 応急対応期

○点検対象施設現場調査

〇被害状況の把握

○技術的援助

〇排水ポンプ車出動

〇水防資器材支給



第３部 災害応急・復旧計画：第１章 初動態勢

第４節 応援協力・派遣要請

風-71

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

応 急 対 策

１ 応援協力 市

市単独では十分に被災者に対する救助等の応急措置が実施できない場合は、

速やかに都及び他市区町村並びに関係機関、自衛隊に対し応援を要請するとと

もに、受入体制を整備し、災害応急対策に万全を期する。

(1) 行政機関との相互応援協力【危機管理班】

都への応援要請及び他市区町村との相互応援協力は、危機管理班が窓口と

なり行う。また、危機管理班は、各部と連絡・調整の上、応援を受け入れる。

【法律、協定に基づく応援協力の要請系統】

(2) 応急対策職員派遣制度による派遣要請【本部長（市長）、危機管理班】

応急対策職員派遣制度とは、大規模災害発生時に全国の地方公共団体の人

的資源を最大限に活用して被災市区町村を支援するための全国一元的な応援

職員の派遣の仕組みである。

市は、都に応援職員の派遣の必要性やその人数などのニーズ等を把握し、

報告する。都は市からの要請を受け、総務省等へ把握した情報を提供する。

また、市は、被災し自らが行う災害マネジメントについて支援が必要な場

合に都を通じて、総務省に対し、災害マネジメント総括支援員等で編成され

る総括支援チームの派遣を要請することができる。

(3) 都への応援要請【本部長（市長）、危機管理班】

市単独では災害応急対策を的確に実施することができない場合には、都知

事に対して応援又は応援のあっせんを要請する。

また、本部長（市長）は、災害救助法に基づく災害応急対策等の実施を都

知事に要請する。都総務局に対し、次に掲げる事項について、電話等により

要請し、後日文書により改めて処理する。

相互応援協定

災害対策基本法第 67 条

地方自治法第 252 条の 17

指定地方行政機関

東京都

地方自治法
第 252 条の
17

災害対策基本法第 29 条第２項

災害対策基
本法第30条

全般的な相互応援協力要請

職員の派遣要請、あっせん

応急措置の応援要請

応急措置の応援指示

災害対策基
本法第68条

災害対策基本法第 72 条第１項 災害対策基本法第 29 条第１項

市

他の市区町村
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第４節 応援協力・派遣要請

風-72

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

【要請の概要】

① 災害の状況及び応援、又は応援のあっせんを求める理由

② 応援を希望する機関名

③ 応援を必要とする人員、物資、資材、機械、器具等の品名及び数量

④ 応援を必要とする場所、期間

⑤ 応援を必要とする活動内容

⑥ その他必要な事項

【都への連絡先】

東京都災害対策本部事務局

東京都総務局

勤務時間内（直通）

03-5388-2455～8

勤務時間外

03-5388-2459

東京都防災行政無線番号70226～7

(4) 他の市区町村への応援要請【危機管理班】

他の市区町村に応援を要請する場合は、「災害時における相互応援に関する

協定」等に基づき実施する。

ア 応援の要請

協定締結市区町村へは、応援の要旨を電話及びファクシミリ（都防災行

政無線電話又は有線電話）等により伝え、事後速やかに、必要な文書を提

出する。

【要請の概要】

① 災害の状況及び応援、又は応援のあっせんを求める理由

② 応援を希望する機関名、人員、物資、資材、機械、器具等の品名及び

数量

③ 応援を必要とする場所、期間

④ 応援を必要とする活動内容

⑤ その他必要な事項

イ 隣接地域の緊急応援

協定締結市区町村は、隣接地域及び周辺部で風水害が発生し、又は災害

が発生するおそれがある時において、事態が緊急を要する場合は、応援要

請の有無にかかわらず、消防、水防、救助その他災害の発生を防御し、又は

災害の拡大を防止するため必要な応急措置について、相互に応援を行う。
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第４節 応援協力・派遣要請

風-73

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

(5) 指定公共機関・民間団体等に対する協力要請【危機管理班、職員班】

発生した災害規模に即した災害応急対策を実施するため、必要に応じて防

災関係機関から災害対策要員及び資器材を確保する。

ア 指定公共機関・民間団体等への協力要請

指定公共機関、指定地方公共機関、公共的団体、民間団体等の協力を得

て、適切な災害応急対策活動を実施する。

イ 受入れ人員の宿泊場所

受入れ人員の宿泊場所は、状況を勘案しながら職員班が適宜確保する。

２ 自衛隊への災害派遣要請 本部長、市

(1) 自衛隊への災害派遣要請【本部長】

本部長(市長)は、自衛隊の災害派遣を要請すべき事態が発生した場合、都

知事に対し災害派遣要請を依頼する。派遣を要請した場合、自衛隊と被害情

報等について連絡を図る。

【派遣要請系統図】

ア 災害派遣要請の手続き

本部長（市長）は、自衛隊による応援措置が必要であると認める場合に

次の事項を明らかにして都知事（総務局総合防災部）宛てに派遣要請を行

い、警察署長にも通知する。

① 災害の情況及び派遣を要請する理由 ② 派遣を希望する期間

③ 派遣を希望する区域及び活動内容 ④ その他参考となる事項

※患者輸送の場合、航空機の要請には次の事項を追加する。
患者の住所、氏名、性別、職業、疫病名、容体、患者の付添、
医師の有無、収容先、気象状況、使用する緊急離着陸場（ヘリポート）

イ 緊急の場合の連絡先

通信の途絶等により都知事へ要請できない場合には、直接関係部隊に通

報し、速やかに都知事に通知する。

本部長（市長）

（又は田無警察署長）

自主派遣の連絡

派遣・自主派遣

陸上自衛隊第一後方支援連隊

都知事

通報・通知 (自主派遣の判断資料)

要請した旨の報告

要請依頼

派遣要請(文書)電話又は防災行政無線

都知事へ依頼できない場合

陸上自衛隊

第一師団司令部
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第４節 応援協力・派遣要請

風-74

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

部隊名等(駐屯地・基地名)
連絡先

時間内 時間外

陸

上

自

衛

隊

第一師団司令部

(練馬区北町4-1-1)

第３部防衛班

03-3933-1161

都防災無線76611

師団司令部当直長

03-3933-1161

都防災無線76611

第一後方支援連隊

（同上）

第３科長又は運用訓

練幹部

03-3933-1161

部隊当直司令

03-3933-1161

航

空

自

衛

隊

作戦システム運用隊

(福生市大字福生2552)

隊本部企画部

042-553-6611

都防災無線86491

横田基地当直

042-553-6611

都防災無線86491

ウ 災害派遣部隊の受入体制

自衛隊の派遣が決定した場合、次の点に留意して派遣部隊の活動が十分

に行えるよう努める。

① 派遣された部隊が効率的に活動できるよう活動拠点、ヘリポー

ト及び宿舎等を準備し、部隊へ通報する。

② 派遣部隊及び都との連絡職員を指名する。

③ 活動期間中は現場に責任者を置き、自衛隊現地指揮官と協議し

て活動の推進を図る。

④ 派遣部隊の行う応急復旧に必要な資器材は、できる限り市で準

備し、速やかに活動できるよう努める。

【ヘリコプター緊急離着陸場】

施設名

着陸

展開面

（ｍ）

適否

小型ヘリ 中型ヘリ 大型ヘリ

向台運動場 100×150 ○ ○ ○

文理台公園 50×50 ○ ○ ×

谷戸小学校 50×50 ○ ○ ×

西東京いこいの

森公園
100×50 ○ ○ ×

保谷第一小学校 50×50 ○ ○ ×

田無小学校 50×50 ○ ○ ×

田無第一中学校 40×60 ○ ○ ×

田無第四中学校 50×50 ○ ○ ×

保谷中学校 50×50 ○ ○ ×
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第４節 応援協力・派遣要請

風-75

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

エ 災害派遣部隊の活動内容

区分 活動内容

被害状況の把握
車両、航空機等の状況に適した手段によって情報

収集活動を行い、被害の状況を把握する。

避難の援助

避難情報が発令され、避難、立退きなどが行われ

る場合で必要があるときは、避難者の誘導、輸送等

を行い、避難を援助する。

避難者等の捜索

援助

行方不明者、負傷者等が発生した場合、通常、他

の救援活動に優先して捜索活動を行う。

水防活動
河川の氾濫等に対しては、土のうの作成、運搬、

積込みなどの水防活動を行う。

消防活動

火災に対しては、空中消火が必要な場合は航空機

をもって、消防機関に協力し消火に当たる（消火薬

剤等は、通常、関係機関の提供するものを使用）。

道路又は水路の

障害物除去

道路若しくは水路が損壊し、又は障害がある場合

は、それらの障害物除去に当たる。

応急医療、救護

及び防疫

被災者に対し、応急医療、救護及び防疫を行う（薬

剤等は、通常、関係機関の提供するものを使用）。

人員及び物資の

緊急輸送

緊急患者、医師その他救援活動に必要な人員及び

救援物資の緊急輸送を実施する。この場合、航空機

による輸送は、特に緊急を要すると認められるもの

について行う。

被災者生活支援
被災者に対し、炊飯、給水、入浴及び宿泊等の支

援を実施する。

救援物資の無償

貸付又は譲与

「防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等

に関する省令」に基づき、被災者に対し、救援物資

を無償貸付又は譲与する。

危険物の保安

及び除去

能力上可能なものについて、火薬類、爆発物及び

有毒ガス等危険物の保安措置及び除去を実施する。

その他臨機の

措置等

その他、自衛隊の能力で対処可能なものについて

は、臨機に所要の措置をとる。

本部長（市長）、警察官がその場にいない場合に限

り、自衛隊は本部長（市長）に代わって警戒区域の

設定等の必要な措置をとる。
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第４節 応援協力・派遣要請

風-76

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

３ 応援協力（派遣） 市

市は、市域外において発生した大規模風水害等に対して、災害対策基本法第

67 条及び自治体間の災害時応援協定又は人道上の配慮から、被災自治体に対し

て支援活動を実施する。

(1) 被災市区町村への支援【危機管理班、職員班】

市は、被災市区町村から応援を求められた場合、緊急性の高い応援措置に

ついて、拒否する正当な理由がない限り、応援を実施する。なお、応援を行

うに際しては、被災地のニーズを確認し、時間とともに変化するニーズに対

応するものとする。

被災市区町村において応援に従事する者は、被災市区町村長の指揮の下に

行動する。

また、市は長期間の被災地への応援に対応できるよう、職員の交代要員を

確保するとともに、交代に際しては、業務の引継ぎを十分に行うものとする。

さらに、被災自治体に応援に行く際には、自らの行動に必要な食料・水・生

活必需品等を可能な限り準備して行くとともに、宿泊先の確保等を行う。

被災地への支援項目は以下のとおりである。

① 防災備蓄物資・資器材、その他の物資・資器材の供与及び貸与

② 物資・資器材等の輸送

③ 災害応急対策等に従事する職員の派遣

④ 見舞金及び義援金等の支援

⑤ 被災者が生活する上で必要な支援

⑥ 市民からの支援物資・義援金等の募集及び受付

⑦ 避難者の受入れ（広域一時滞在）

⑧ 被災地のニーズの確認

⑨ その他必要な被災地等支援
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第５節 防災活動拠点の確保

風-77

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第５節 防災活動拠点の確保

＜発災後の活動の流れ＞

応 急 対 策

１ 応急活動拠点の調整要請 市

危機管理班は、応急活動を効果的に実施するために必要なオープンスペース

が不足する場合や、都管理のオープンスペースの利用が必要な場合は、利用要

望を都災害対策本部に提出する。

２ システム復旧 市

情報推進班は、災害時に情報システムが停止した場合、以下の作業を行い、

迅速に情報システムの復旧を行う。

ア ネットワーク通信機器や管理サーバなどの庁内ネットワークやデータセン

ター間の通信など、根幹部分の機器の復旧

イ インターネットなどの外部通信装置（ルーターなど）の復旧
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第１節 情報収集・伝達体制

風-78

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第２章 情報の収集・伝達

＜発災前後の活動の流れ＞

時
間
の

目
安

5 日前～

4 日前

４日前～

２日前

３日前～

１日前

24～８

時間前

12～３

時間前
発災直前 発災直後

２日目

以降

市
 
災
害
対
策
本
部
 

第１節 情報収集・伝達体制

応 急 対 策

１ 通信体制の確立 市、通信事業者

停電等により、平時の通信手段が遮断された場合には、市防災行政無線を中

心とした通信連絡体制を次のとおり確立する。

(1) 市防災行政無線の通信統制【危機管理班】

ア 無線の点検

危機管理班は、風水害の危険性がある場合には、直ちに市及び都防災行

政無線の通信機能を点検するとともに、支障が生じた施設設備の復旧を行

う。

イ 災害対策本部設置前の通信連絡窓口

危機管理班が担当する。夜間・休日等の勤務時間外において、危機管理

班員が参集するまでは、田無庁舎宿直室（総務課）が担当する。

ウ 災害対策本部設置後の通信連絡窓口

災害対策本部への通信連絡は、本部長室において処理する。その際、本

部長室内の市防災行政無線、災害時優先電話等の通信設備を活用する。

○気象・防災情報の収集

〇気象台の台風説明会の参加

〇市内医療体制の確認

〇市立公園の巡回パトロール

○毒物・劇物の飛散、漏えい等の対応（情報提供含む）

○土砂災害（特別）警戒区域の現地確認

〇ホットラインの実施

○被害情報の収集
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第１節 情報収集・伝達体制

風-79

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

エ 各部との通信連絡

各部と本部長室との連絡は、無線に加えて携帯電話等の通信手段を使用

する。

また、必要に応じて災害現場等に伝令を派遣し、可搬型無線機を活用し

た通信連絡を行う。

オ 都との通信連絡

都防災行政無線の電話、ファクシミリ、データ端末及び画像端末を使用

して行う。この場合、できる限り東京都災害情報システム（ＤＩＳ）（以下、

「ＤＩＳ」という。）のデータ端末で災害情報の入出力を行う。

カ 防災関係機関との通信連絡

市防災行政無線設置機関については、無線により通信連絡をとるものと

し、その他の防災関係機関との連絡は、都防災行政無線（都の基地局）を経

由するなどして通信連絡の手段を確保する。

キ 通信連絡責任者の選任等

災害対策本部及び防災関係機関は、情報の収集、伝達に関する直接の責

任者として正副各１名の通信連絡責任者を選任する。通信連絡責任者は、

通信連絡事務従事者をあらかじめ指名しておく。

２ 情報収集・伝達体制 市、気象庁

気象等予警報伝達体制を確立し、関係者に対し迅速に伝達されるよう努める。

また、ＤＩＳ等により注意報、警報、土砂災害警戒情報等の情報が表示され

た場合、確認作業を行い、気象観測情報を収集する。当該情報を知ったときは、

直ちに管内公共的団体その他重要な施設の管理者等に通報するとともに、警察

署及び消防署等の協力を得て、市民に周知する。
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第１節 情報収集・伝達体制

風-80

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

(1) 特別警報・警報・注意報

【気象警報・注意報の種類と発表基準】

種別
現象の

種類
基準

特別

警報

大雨
台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想さ

れる場合

暴風 数十年に一度の強度の台

風や同程度の温帯低気圧に

より

暴風が吹くと予想される場合

高潮 高潮になると予想される場合

波浪 高波になると予想される場合

暴風雪
数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う

暴風が吹くと予想される場合

大雪 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合

警報

大雨
大雨による重大な土砂災害や浸水害が発生するおそれがあると予

想される場合

洪水
河川の上流域での大雨や融雪によって下流で生じる増水や氾濫に

より重大な洪水災害が発生するおそれがあると予想される場合

暴風 暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想される場合

高潮
台風や低気圧等による異常な潮位上昇により重大な災害が発生す

るおそれがあると予想される場合

波浪
高波による遭難や沿岸施設の被害など、重大な災害が発生するお

それがあると予想される場合

暴風雪
雪を伴う暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想さ

れる場合

大雪
降雪や積雪による住家等の被害や交通障害など、大雪により重大

な災害が発生するおそれがあると予想される場合

注意

報

大雨
大雨による土砂災害や浸水害が発生するおそれがあると予想され

る場合

洪水
河川の上流域での大雨や融雪によって下流で生じる増水により洪

水災害が発生するおそれがあると予想される場合

強風 強風により災害が発生するおそれがあると予想される場合

高潮
台風や低気圧等による異常な潮位上昇により災害が発生するおそ

れがあると予想される場合

波浪
高波による遭難や沿岸施設の被害など、災害が発生するおそれが

あると予想される場合

風雪
雪を伴う強風により災害が発生するおそれがあると予想される場

合

大雪
降雪や積雪による住家等の被害や交通障害など、大雪により災害

が発生するおそれがあると予想される場合
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第１節 情報収集・伝達体制

風-81

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

雷

落雷のほか、急な強い雨、竜巻等の突風、降ひょうといった積乱雲

の発達に伴い発生する激しい気象現象による人や建物への被害が発

生するおそれがあると予想される場合

濃霧 濃い霧により災害が発生するおそれがあると予想される場合

乾燥 空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると予想される場合

なだれ なだれによる災害が発生するおそれがあると予想される場合

着氷 著しい着氷により災害が発生するおそれがあると予想される場合

着雪 著しい着雪により災害が発生するおそれがあると予想される場合

融雪 融雪により災害が発生するおそれがあると予想される場合

霜 霜により災害が発生するおそれがあると予想される場合

低温 低温により災害が発生するおそれがあると予想される場合
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第１節 情報収集・伝達体制

風-82

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

【警報・注意報発表基準一覧表】発表官署 気象庁 令和５年６月８日現在

市

府県予報区 都

一次細分区域 東京地方

市町村等をまとめた地域 多摩北部

警報

大雨
（浸水害） 表面雨量指数基準 17

（土砂災害） 土壌雨量指数基準 145

洪水

流域雨量指数基準 石神井川流域＝10.4

複合基準※ 石神井川流域＝（17,7.1）

指定河川洪水予報

による基準

石神井川（向台・稲荷橋・

加賀橋・溝田橋）

暴風 平均風速 25m/s

暴風雪 平均風速 25m/s 雪を伴う

大雪 降雪の深さ 12 時間降雪の深さ 10cm

波浪 有義波高

高潮 潮位

注意報

大雨
表面雨量指数基準 ９

土壌雨量指数基準 129

洪水

流域雨量指数基準 石神井川流域＝8.1

複合基準※ 石神井川流域＝（9,6.5）

指定河川洪水予報

による基準

強風 平均風速 13m/s

風雪 平均風速 13m/s 雪を伴う

大雪 降雪の深さ 12 時間降雪の深さ５cm

波浪 有義波高

高潮 潮位

雷 落雷等により被害が予想される場合

融雪

濃霧 視程 100ｍ

乾燥 最小湿度 25％で実効湿度 50％

なだれ

低温

夏期（平均気温）：平年より５℃以上低い日が３日

続いた後、さらに２日以上続くとき

冬期（最低気温）：－７℃以下、多摩西部－９℃以

下

霜 最低気温２℃以下

着氷・着雪 大雪警報の条件下で気温が－２℃～２℃の時

記録的短時間大雨情報 １時間雨量 100mm

※（表面雨量指数、流域雨量指数）の組合せによる基準値
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第１節 情報収集・伝達体制

風-83

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

(2) 防災関係機関の役割【市、都、警察署、消防署、気象庁】

風水害時の各防災関係機関の体制は、次のとおりとする。

【防災関係機関の役割】

区分 内容

市

１ 災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者若しく

はその発見者から通報を受けた警察官などから通報を受けたと

き、又は自ら知ったときは、直ちに都総務局及び気象庁に通報

する。

２ 災害原因に関する重要な情報について、都若しくは防災関係

機関から通報を受けたとき、又は自ら知ったときは、直ちに区

域内の公共的団体その他重要な施設の管理者、住民の自発的な

防災組織等及び市民等に周知する。

３ 特別警報、警報及び重要な注意報について、都若しくはＮＴ

Ｔからの通報を受けたとき、又は自らその発表を知ったときは、

直ちに管内の公共的団体その他重要な施設の管理者、住民の自

発的な防災組織等に伝達するとともに、警察署、消防署の協力

を得て、市民に周知する。

４ 必要に応じ消防団等に通知し出動の準備を要請する。

都（総務局、

各支庁）

都総務局及び都各支庁は、災害原因に関する重要な情報につい

て、気象庁、都各局、市その他防災関係機関から通報を受けたとき、

又は自ら収集するなどして知ったときは、直ちに関係のある都各

局、市、防災関係機関等に通報する。

都（河川管理者） 降雨情報や河川の水位に関する情報を提供

都

（下水道管理者）
降雨情報等を提供

警察署
災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者から通報

を受けたときは、その旨を速やかに市長に通知する。

消防署

都総務局、気象庁、その他関係機関から通報を受けたとき、又は

自らその発表を知ったときは、市長に通知するとともに、必要に応

じて市民に周知する。

東京管区

気象台

（気象庁）

１ 気象、地象、水象関係情報を全般的収集系統及び東京都地域

における収集系統により収集する。

２ 気象、地象、水象に関する情報を、気象庁予報部から防災情報

提供システム等により防災関係機関に通知する。

３ 気象庁が必要と認めた時、あるいは関係機関から要請があっ

た場合、台風、その他の重要な情報について東京都防災センタ

ーで説明会を開催する。

４ 竜巻注意情報の伝達や竜巻発生確度ナウキャストの活用によ

り、竜巻発生の注意喚起を行う。

５ 災害の危険性が切迫している場合などは、気象庁防災関係機

関向け専用電話（ホットライン）で気象庁が市へ直接厳重な警

戒を呼び掛ける
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第１節 情報収集・伝達体制

風-84

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

【市関係部署の役割】

区分 内容

広報班

危機管理班

１ 気象庁、都ホームページ等から雨量情報、土砂災害警戒情報、警

戒判定メッシュ情報等の情報を収集

２ 住民等から前兆現象や近隣の災害発生情報等を収集

３ 避難情報、土砂災害警戒情報等の防災情報の多様な伝達手段を確

保

４ 着信確認による確実な情報伝達体制を構築

５ 避難情報の発令・解除住民からの通報や気象情報の問合せの窓口

を充実

６ 市防災行政無線を用い、市民へ気象情報等を伝達

７ 放送機関のほか、（株）エフエム西東京及び（株）ジェイコム東京

等により実施

【気象情報伝達図】

※土砂災害警戒情報は、気象庁・都が共同で発表

防災行政無線

ホームページなど
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第１節 情報収集・伝達体制

風-85

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

(3) 気象情報の入手方法【危機管理班】

気象等予警報は、都防災行政無線電話、都災害情報システム、一般加入電

話等で市に通報される。

また、災害の危険性が切迫している場合などは、気象庁防災関係機関向け

専用電話（ホットライン）で気象庁が市へ直接厳重な警戒を呼び掛ける。危

機管理班はホットライン等を用いるほか、次に示す入手先等からリアルタイ

ムの情報を収集するよう努める。

【気象情報入手先】

提供

機関
情報名・システム名 内容

気象庁

レーダー・降水ナウキャスト
60 分先までの５分間毎の降水強

度分布の予測

高解像度降水ナウキャスト
60 分先までの５分間毎の降水強

度分布の予測

解析雨量・降水短時間予報
15 時間先までの１時間ごとの降

水量分布

都

ＤＩＳ（総務局総合防災部）
気象情報全般(土砂災害警戒情報

を含む。)

東京都水防災総合情報システ

ム（建設局河川部）

水位現況図（都管理河川のみ)、降

雨現況図（都が観測するリアルタイ

ム降水量）

東京アメッシュ（下水道局） リアルタイムレーダー雨量

(4) 要避難地域【広報班、都（建設局）】

気象情報と合わせ、洪水や土砂災害のおそれがある場合の要避難地域など

も併せて市民へ情報提供する。

ア 浸水が発生した場合、あるいは発生のおそれがある場合

要避難地域は、都による浸水想定区域図に基づく浸水ハザードマップによ

る浸水地区とし、水勢により拡大又は縮小の措置を講ずる。

イ がけ崩れが発生した場合、あるいは発生のおそれがある場合

土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を要避難地域とするが、他の

箇所においても危険な場合は避難を呼びかける。

(5) 市民への情報提供【広報班、危機管理班】

市民に対する広報は、放送機関のほか、市防災行政無線、(株)エフエム西

東京及び(株)ジェイコム東京等により行う。

また、必要に応じ消防団等に通知し出動の準備を要請する。
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第１節 情報収集・伝達体制

風-86

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

(6) 竜巻対策【危機管理班、気象庁】

気象庁は、段階的に次のような情報を提供し、市は、警報の伝達に準じて

市民に情報を伝達する。

危機管理班は、災害時の危機管理体制の確認、竜巻発生確度ナウキャスト

等による情報収集を行う。また、気象庁などとも連携の上、気象情報に十分

留意し、竜巻等突風災害に係る対応についての住民に対する周知、啓発等に

努める。

種類 内容

予告的な

気象情報

低気圧の発達などにより災害に結びつく気象現象が予想される

場合、半日から１日程度前に「大雨と雷及び突風に関する東京都

気象情報」などの標題で予告的な気象情報を発表する。このとき、

竜巻などの激しい突風の発生が予想される場合には、「竜巻など

の激しい突風」と明記して注意を呼びかける。

雷注意報

積乱雲に伴う激しい現象（落雷、ひょう、急な強い雨、突風な

ど）の発生により被害が予想される数時間前に雷注意報を発表す

る。このとき、竜巻などの激しい突風の発生が予想される場合に

は、注意報本文の付加事項に「竜巻」と明記して特段の注意を呼

びかける。

竜巻注意情報

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突

風に対して注意を呼びかける情報で、雷注意報が発表されている

状況下において竜巻等の激しい突風の発生しやすい気象状況にな

っているときに、東京地方、伊豆諸島北部、伊豆諸島南部の区域

単位で発表される。

なお、実際に危険度が高まっている場所については竜巻発生確

度ナウキャストで確認することができる。

また、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報があった

地域を示し、その周辺で更なる竜巻等の激しい突風が発生するお

それが非常に高まっている旨を付加した情報が各区域単位で発表

される。この情報の有効期間は、発表からおおむね１時間である。
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第２節 避難情報の判断・伝達

風-87

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第２節 避難情報の判断・伝達

応 急 対 策

１ 避難情報の発令 本部長、市

(1) 避難情報発令の一般的基準【本部長（市長）、危機管理班】

避難情報は、原則として次のような事態になった場合に発令する。

ア 河川が警戒すべき水位を超え、洪水のおそれがあるとき。

イ 河川上流部が水害となり、本市に危険があるとき。

ウ がけ崩れ等により危険が予想されるとき。

エ 土砂災害警戒情報が発表されたとき。

オ 短時間かつ局地的な集中豪雨等により、低所、地下空間等への急激な浸

水危険があるとき。

カ その他市民の生命、身体を災害から保護する必要があるとき。

(2) 警戒レベル及び避難情報発令基準【本部長（市長）、危機管理班】

避難情報を発令する際、市は、市民へその切迫性が伝わるよう、警戒レベ

ルを付して発令する。市は、併せて越水氾濫のデータや内水氾濫に関し、警

戒すべき区間等の情報を都より収集する。

豪雨により浸水被害、土砂災害発生等が想定される際の避難情報について

は、事態が緊迫した際の混乱防止や被害軽減を図るため、以下の基準で避難

情報等を発令する。
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第２節 避難情報の判断・伝達

風-88

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

【避難情報発令基準】

警戒

レベル

避難情報

の種類
発令時の状況 市民に求める行動 発令基準

警戒

レベル

３

高齢者等

避難

要配慮者等、

特に避難行動

に時間を要す

る者が避難行

動を開始しな

ければならな

い段階であり、

災害の発生す

る可能性が高

まった状況

１ 要配慮者等、特に避難行動

に時間を要する者は、避難行

動開始（避難支援者は支援行

動を開始）

２ 自主避難が望ましい場所

の居住者等は、自主避難を開

始

３ １、２以外の者は、外出を

控えるほか、避難準備を開始

市内において、「土砂

キキクル（大雨警報（土

砂災害））の危険度分

布」で赤色（警戒）の

危険度が出現した場合

警戒

レベル

４

避難指示

通常の避難

行動ができる

者が避難行動

を開始しなけ

ればならない

段階であり、災

害の発生する

可能性が明ら

かに高まった

状況

通常の避難行動ができる者

は、知人や親類の家などの安

全な場所又は計画された避難

所等への立退き避難又は土砂

災害の危険がある場合を除

き、自宅・施設等の浸水しない

上階への移動などの屋内安全

確保を開始

１ 石神井川が氾濫危

険水位に到達し、氾濫

危険情報が発表され

た状況

２ 土砂災害警戒情報

が発表されたとき

３ 市内において、「土

砂キキクル（大雨警報

（土砂災害））の危険

度分布」で紫色（非常

に危険）の危険度が出

現した場合

警戒

レベル

５

緊急安全

確保

１ 前兆現象の

発生や、現在

の切迫した状

況から、災害

が発生する危

険性が非常に

高いと判断さ

れた状況

２ 災害が発生

した状況

１ 避難情報の発令後で避難中

の市民は、直ちに避難行動を

完了

２ 未だ避難していない対象市

民は、直ちに避難行動を開始

３ 避難のいとまがない場合は

屋内での待避・上階への移動

※緊急安全確保は、市が災害の

発生や各状況を確実に把握で

きるものではないため、必ず

発令される情報ではない。そ

のため、避難指示での避難が

必要である。

１ 大雨特別警報が発

表されたとき

２ 市内において、「土

砂キキクル（大雨警報

（土砂災害））の危険

度分布」で黒色（極め

て危険）の危険度が出

現した場合

３ 災害が発生した状

況

※避難行動とは、指定された避難所に行くことのほか、状況に応じて、近隣の安

全な場所や建物に避難し、外への避難が難しい場合には、崖から離れた部屋や２

階以上に避難（垂直避難）することをいう。



第３部 災害応急・復旧計画：第２章 情報の収集・伝達

第２節 避難情報の判断・伝達

風-89

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

【洪水予報河川及びその範囲】

河川名 区間 基準点 担当事務所

石神井川

左

岸

自 小平市花小金井南町（小金井公園）

向台

（西東京市

向台）

北多摩南部

建設事務所

至
西東京市東伏見３丁目（富士見調節

池）

右

岸

自 小平市花小金井南町（小金井公園）

至
西東京市東伏見３丁目（富士見調節

池）

【洪水予報の種類と発表基準】

種類 発表基準

石神井川

氾濫危険情報

石神井川における基準地点のいずれか 1 地点の水位が、概ね

1 時間以内に氾濫発生水位（59.12ｍ）に達することが見込まれ

る場合、あるいは氾濫危険水位（58.64ｍ）に到達し、さらに水

位の上昇が見込まれる場合。

解除
全ての基準地点の水位が、氾濫危険水位を下回り、洪水のお

それがなくなったとき。

【水位の周知伝達系統図】

※1 情報伝達先である市等に対してはホットメールを送信

※2 市の水防担当部署で無線ＦＡＸがない場合、ＮＴＴＦＡＸにより伝達

西東京市



第３部 災害応急・復旧計画：第２章 情報の収集・伝達

第２節 避難情報の判断・伝達

風-90

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

(3) 市民への避難情報の伝達【広報班、関係機関】

市は、災害発生時又は避難が必要と判断される場合、市民等に対し市防災

行政無線や広報車、市ＳＮＳ等インターネットの活用、マスコミとの連携等

により避難情報の広報を行う。(株)エフエム西東京及び(株)ジェイコム東京

との災害時における協定により、放送要請を行う。

また、市及び関係機関が、通信設備等の被災により市民に対する緊急情報

を伝達できない場合は、「災害時における放送要請に関する協定」に基づき、

都を通じて日本放送協会等の報道機関に対し、テレビ・ラジオ等による放送

要請をする。

都との通信途絶など特別な事情がある場合は、放送機関に直接要請する。

実施機関
都、都内市区町村、都域又は都域を超える広域区域を

事業区域とする放送事業者各社

伝達する

情報

１ 高齢者等避難

２ 避難指示

３ 緊急安全確保

４ 警戒区域の設定

情報伝達

手段

・市ホームページ

・市防災行政無線

・市防災行政無線自動電話応答サービス

・広報車

・エリアメール、緊急速報メール

・安全・安心いーなメール

・ＦＭ西東京（84.2MHZ）

・市ＳＮＳ

・Ｌアラート

(4) 避難情報の解除【本部長（市長）、危機管理班】

本部長（市長）は、十分に安全性を確認し、避難の必要がなくなった場合

は、直ちに公示し、同時に都知事に報告する。

また、避難解除となった場合の避難者の帰宅行動又は避難所への移動を安

全かつ円滑に誘導する。
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第３節 被害状況等の報告体制

風-91

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第３節 被害状況等の報告体制

応急対策活動、広域応援要請等を実施する上で必要となる概括的な被害状況に

ついて、地震発生直後から収集・把握し、情報の共有化に努める。

応 急 対 策

１ 被害情報等の報告 市、警察署、消防署、消防団、防災関係機関

(1) 被害状況の緊急調査【各班、警察署、消防署、消防団、防災関係機関】

各部・各班担当者は、収集した情報を危機管理班に報告する。危機管理班

は、被害状況等の緊急調査により概括的な被害状況を把握する。

【危機管理班の収集内容】

機関名 担当班名 報告内容

市 危機管理班

１ 防災関係機関から概括的な被害情報を収集

２ 参集職員から以下の被害情報等を収集すると

ともに、各部から情報を収集

ア 災害情報

イ 市民の安否等に関する情報

ウ 防災対策基幹施設の被災の有無に関する情

報

エ 救助救護基幹施設の被災の有無に関する情

報（対策実施能力の現況を含む。）

オ 災害危険箇所等の被災の有無に関する情報

（人的被害に関わる範囲）

カ 交通施設・ライフライン等の被災の有無に

関する情報（対策実施能力の現況を含む。）

３ ＤＩＳから情報を収集



第３部 災害応急・復旧計画：第２章 情報の収集・伝達

第３節 被害状況等の報告体制

風-92

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

【各部の報告内容】

機関名 担当部名 報告内容

市

企画部
市民、防災市民組織、民間協力団体、テレビ・ラジ

オ等の報道からの重要情報

総務部 庁舎及び職員等の被災状況、職員の参集状況

教育部 避難所の開設状況、避難者概数及び混雑状況

市民部
死者数・負傷者等搬入状況、行方不明者の捜索・要

救助者の救出救助の連絡調整

健 康 福 祉

部、子育て

支援部

市内医療機関の稼動状況、医療救護状況、福祉避難

所での保護状況、要配慮者の安否の状況

生活文化ス

ポーツ部

緊急輸送道路・市内道路の被災状況及び事故・渋滞

等状況

まちづくり

部、都市基

盤部

道路及び建築物の被害状況、土砂災害警戒区域等の

危険箇所、下水道施設の被害状況

みどり環境

部

市立小中学校の校庭を除く避難広場・広域避難場所

等の状況、ごみ、災害廃棄物、し尿等の収集及び処理

状況

各部 所管施設の被害状況

【防災関係機関の報告内容】

機関名 報告内容

警察署

１ 家屋の倒壊状況

２ 死者・負傷者等の状況

３ 主要道路・高速道路・橋梁及び交通機関の状況

４ 市民の避難状況

５ 電気・水道・ガス・通信施設の状況

６ 救出救助活動の状況

７ その他警察活動上必要な情報

消防署、

消防団

１ 消防活動状況

２ 救助・救急発生状況及び救助・救急活動状況

３ 避難道路及び橋梁の被災状況

４ 避難の必要の有無及び状況

５ 救急告示医療機関等の診療状況

６ その他消防活動上必要な情報

その他の

防災関係

機関

防災関係機関は、市の地域内の所管施設に関する被害、既にと

った措置、今後とろうとする措置、その他必要事項について、市

に報告する。
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第３節 被害状況等の報告体制

風-93

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

【都の被害状況の報告・伝達系統】
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第３節 被害状況等の報告体制

風-94

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

(2) 被害状況等の集約【危機管理班】

危機管理班は、各部から収集した情報及び資料を集約する。

また、必要に応じて次に掲げる資料を作成する。

ア 災害関連情報、配備指令等の状況、被害状況等

イ 被害分布図等の作成

危機管理班は、取りまとめた情報を常に整理し、各部や関係機関からの求

めに応じて速やかに報告できるよう準備する。

(3) 都への被害情報の概括的報告【危機管理班】

都に対する被害状況等の報告については、人的被害、住家被害、市民避難、

災害応急対策を実施する上で重要かつ緊急性の高い情報は、他の情報に優先

して収集・報告する。

都に報告できない場合にあっては、一時的に報告先を国（総務省消防庁）

に変更する。

報告は、都の「災害報告取扱要領」、災害対策基本法第 53 条第１項に基づ

く市町村被害状況報告要領、その他定められたところによる。

【都への報告内容・方法】

報告すべき

事項

１ 災害の原因

２ 災害が発生した日時

３ 災害が発生した場所又は地域

４ 被害状況

５ 災害に対して既にとった措置及び今後とろうとする措置

６ 災害救助法適用の要否及び必要とする救助の種類

７ その他必要な事項

報告の方法

原則として、ＤＩＳの入力による。ただし、システム端末の障害

等により入力できない場合は、防災行政無線、電話、ファクシミリ

などあらゆる手段により報告する。

【都への報告の種類・期限等】

報告の種類 入力期限 入力画面

発災通知 即時 被害第１報報告

被害措置

概況速報
即時及び都が通知する期限内

被害数値報告

被害箇所報告

要請通知 即時 支援要請

確定

報告

災害確定報告 応急対策を終了した後20日以内 災害総括

各種確定報告 同上 被害情報、措置情報

災害年報 ４月20日 災害総括



第３部 災害応急・復旧計画：第２章 情報の収集・伝達

第４節 災害時の広報及び広聴活動

風-95

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第４節 災害時の広報及び広聴活動

応 急 対 策

１ 広報活動 市

風水害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、ただちに警察署、消防

署等と連携して、必要な広報活動を実施し、市民に対して随時正確な情報を提

供し、初動活動への協力を呼びかける。

(1) 風水害発生直後の広報【広報班】

ア 災害の規模・気象・水象の状況

イ 避難方法等

(2) 緊急措置の広報【広報班】

ア 二次災害発生状況

イ 緊急退避の呼びかけ

(3) 避難情報・救護に関する広報【広報班】

ア 避難情報及び避難方法

イ 要配慮者支援（安否確認・避難支援）の呼びかけ

ウ 避難の際の安全措置の呼びかけ（電気ブレーカー遮断・メーターガス栓

閉止、携行品等）

エ 負傷者搬送の呼びかけ及び搬送先の情報

オ 学校等の措置状況

(4) 被害状況・応急対策に関する広報【広報班】

ア 被害等の状況

イ 警戒区域設定等情報

ウ 避難所及び一時滞在施設の開設状況

エ 医療機関の開設・医療救護所の設置状況

オ 災害応急対策の状況

カ 交通状況（交通規制等の状況、交通機関の被害状況等）

キ 水道施設の被害状況や復旧状況、応急給水の実施状況、住民への協力要

請等

ク 下水道施設の被害状況や復旧状況、下水道の使用制限や使用自粛等

ケ 通信の疎通状況、利用制限の措置状況及び被災した電気通信設備等の応

急復旧状況等



第３部 災害応急・復旧計画：第２章 情報の収集・伝達

第４節 災害時の広報及び広聴活動

風-96

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

(5) 支援情報等の広報【広報班】

ア 市民等の安否（避難所、一時滞在施設ごとの避難者数、行方不明者等）

イ 災害用伝言ダイヤルの利用

ウ 誤った情報の抑制、警戒状況の情報

エ ボランティア活動への呼びかけ

オ 避難所及び一時滞在施設における給食・給水・生活必需品配給など救護

の状況

カ 帰宅困難者対策等広域的災害応急対策の状況

キ ライフラインの途絶等被災状況

ク 臨時休校の情報等

ケ その他市民が必要としている情報

(6) 広報手段【広報班】

以下の媒体等を活用して広報を実施する。

市防災行政無線 屋外子局による同時放送を行う。

（株）エフエム西東京

（株）ジェイコム東京
協定に基づき放送要請を行う。

広報車

１ 原則として市の庁用車を使用する。

２ 必要に応じて警察署その他の関係機関の

広報車の協力も得る。

その他広報手段

１ 広報紙臨時版をできるだけ早期に発行

し、各避難所、掲示板等に掲示・配布する。

２ ホームページ、市ＳＮＳ、緊急速報メール

等による情報提供を図る。

３ 関係機関の協力を得て、市内パトロール

時の広報を実施する。

避難所等における広報

１ 避難者に対する災害情報、注意、協力の

呼びかけを随時行う。

２ 体育館等に設置したテレビを使用し、デ

ータ放送による文字情報の配信を行う。

その他の市施設における

広報

１ 施設利用者に対する避難誘導、災害情報、

注意の呼びかけ等を行う。

２ 館内放送、拡声器の利用、掲示板への掲

示等による情報提供を行う。

(7) 要配慮者への広報【広報班】

要配慮者には、消防団・地域の防災市民組織・ボランティア・民生委員等

の協力を得て、的確に情報を提供する。

また、都の支援を得て、被災外国人に対して、外国人が必要とする情報の

提供を行う。



第３部 災害応急・復旧計画：第２章 情報の収集・伝達

第４節 災害時の広報及び広聴活動

風-97

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

(8) 報道機関への放送要請・情報発表等【広報班】

広報班は、都・報道機関と連携して避難情報を報道する。市において収集

した災害状況は、その災害規模に応じ、その都度定時発表回数を定め、情報

を提供する。各部からの災害情報を、広報班で取りまとめ、報道機関に対し

発表を行う。

災害対策本部からの発表
広報班を窓口とし、各部の発表事項を取り

まとめ、会議室等（市記者室）で実施する。

提供する情報の主な項目

１ 災害発生の場所及び発生日時
２ 被害状況
３ 応急対策の状況
４ 市民に対する避難情報発令の状況
５ 市民に対する協力要請及び注意事項
６ 支援施策に関すること
７ 下水道の使用自粛等の協力要請

２ 生活情報等の広報 市

広報班は、災害対策本部からの情報により、応急対策の実施状況、避難・救

助の状況等を把握し、広報資料を整理し、市民へ随時、情報提供をする。

(1) 支援情報【広報班】

災害発生後、安全性が確保された後は、避難生活・通常生活のための情報

が必要となるため、次の事項を中心に広報活動を実施する。

なお、在宅での避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難

者、所在を把握できる広域避難者に配慮した情報伝達の実施に努める。

① 避難所に関すること（避難所ごとの被災者氏名等の確認状況等）。

② 医療救護所に関すること。

③ 緊急物資・支援物資の配布に関すること。

④ 給水、給食、入浴に関すること。

⑤ 安否情報に関すること。

⑥ 防疫、健康維持に関すること。

⑦ 被災者相談窓口の設置に関すること。

⑧ 被災者に対する援助、助成に関すること。

⑨ 空き巣や災害に便乗した詐欺などの防犯に関すること。

⑩ その他市民生活に必要なこと。

(2) ライフライン復旧情報等【広報班】

広報班は、各部各班、関係機関と密接な連絡を図り、復旧情報についての

広報活動に協力する。

① 上水道、下水道、道路の状況及び復旧に関すること。

② 電気、ガス、交通機関等の復旧に関すること。

③ 電話の復旧に関すること。

④ 電気・ガスの復旧による火災等の二次災害防止に関すること。



第３部 災害応急・復旧計画：第２章 情報の収集・伝達

第４節 災害時の広報及び広聴活動

風-98

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

３ 安否確認相談窓口の設置 市

災害初動期は、被災者等からの家族の安否確認に応えるため、安否確認班は

避難所等に相談窓口を開設し各部・関係機関へ連絡する。

４ 被災者相談窓口の設置 市、関係機関

災害による家や財産の滅失等、被災者の不安や悩みを解消し、生活再建を支

援するため、被災者相談窓口を開設し広聴活動を実施する。開設時には広報紙

等で市民へ周知する。

(1) 相談窓口の開設【広報班、関係機関】

市民からの問い合わせ、法律・医療等の専門相談、女性特有の問題に関す

る相談、要配慮者からの相談に対応するため、関係部及び関係機関と連携し、

必要に応じて市役所等に相談窓口を開設する。

なお、相談窓口の規模及び構成員等は、災害の規模や現地の状況等を考慮

して決定する。

(2) 相談内容【広報班、各班、関係機関】

被災者相談窓口への相談内容については、復旧状況、時間経過とともに異

なるが、主に次のようなものが考えられる。

なお、聴取した要望等については、速やかに各班及び関係機関へ連絡し、

早期解決を図る。

① 上水道・下水道の修理に関すること。

② 要配慮者対策等の福祉に関すること。

③ 罹災証明書の交付に関すること。

④ 災害弔慰金等の支給に関すること。

⑤ 災害援護資金・生活資金等の貸付に関すること。

⑥ 市税等の減免、徴収猶予等に関すること。

⑦ 住宅の応急復旧や融資制度の利用に関すること。

⑧ 中小企業及び農業関係者の支援に関すること。

⑨ その他生活再建に関すること。
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第４節 災害時の広報及び広聴活動

風-99

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

５ 市民相互の情報連絡等 市、都、通信事業者、報道機関、市民

各機関は、市民に対し、市民相互の情報連絡の方法を周知する。市民は、災

害用伝言ダイヤル等を用い家族の安否を確認する。

【各機関の役割】

市及び

都（総務局）

個人・事務所等に対する一斉帰宅抑制の呼びかけや安否確

認方法の周知を行い、防災関係機関と連携して、避難所や一

時滞在施設の開設状況など、災害関連情報等を提供する。

通信事業者

行政機関と連携し、市民、事業者及び帰宅困難者に災害情

報、一時滞在施設等の情報提供を行う。

また、災害用伝言ダイヤル、災害用伝言板等の利用を呼び

かける。

報道機関

行政機関や交通機関等と連携して、交通機関の運行情報や

安否確認サービスの利用方法等について、市民、事業者及び

帰宅困難者に提供する。



第３部 災害応急・復旧計画：第３章 水防対策

風-100

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第３章 水防対策

洪水、内水氾濫又は集中豪雨等により、浸水被害の発生又は発生のおそれが生

じた場合、その被害の軽減を図るため、各水防機関は相互の連絡を密にし、水防

活動を行う必要がある。

＜発災前後の活動の流れ＞

時
間
の

目
安

5 日前～

4 日前

４日前～

２日前

３日前～

１日前

24～８

時間前

12～３

時間前
発災直前 発災直後

２日目

以降

市
 
災
害
対
策
本
部
 

気
象
庁

都
水
防
本
部
 
建
設
局
 

警戒レベル１ 警戒レベル２ 警戒レベル３ 警戒レベル４ 警戒レベル５ 応急対応期

○気象・防災情報の収集

〇市民に対する広報の実施

〇水防活動の実施

〇情報連絡態勢の発令・災害対策本部の設置（水防非常配備態勢の発令）

○災害情報の収集

○応急活動情報の収集

○高齢者等避難

○避難指示

○職員参集（夜間・休日等）

○気象情報の発表（関東甲信地方気象情報）

○気象解説ホットライン（随時）

○注意報発表（大雨・洪水など）

○東京都気象情報の発表

○警報発表（大雨・洪水など）

○記録的短時間大雨情報の発表

○警報・注意

報解除

○防災情報提供システムによる情報提供

〇水位情報等の提供・伝達

〇気象情報の収集、提供 〇水防本部の設

置

〇雨量・水位の 〇点検対象施設現場調査

観測 〇被害状況の把握

〇警報(大雨、洪〇土砂災害警戒 〇技術的援助

水など）の受 情報の発表・ 〇排水ポンプ車出動

信・伝達 伝達 〇水防資器材支給

〇氾濫危険情報

の発表・伝達 〇特別警報（大雨）

の受信・伝達〇応急復旧の実施

〇技術的援助

○総務局との

連携

〇注意報（大雨

、洪水など）

の受信・送信

〇市区町村への

水防活動支援
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第１節 水防機関の活動

風-101

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第１節 水防機関の活動

洪水等による水害を警戒、防御し、これによる被害を軽減するため、河川、道

路等に対する水防上必要な活動を定める。

応 急 対 策

１ 水防機関の活動 本部長（市長）、市、消防署、消防団、

警察署

(1) 市の活動内容【本部長（市長）、危機管理班、上下水道班】

巡視及び監視警戒

（情報連絡態勢）

１ 市は消防機関と連携し、次に示す水防上注意を要する

箇所等を巡視する。

〈水防上注意を要する箇所等〉

・東伏見三丁目（溜渕橋～下野谷橋）石神井川左岸・右岸

・柳沢一・二丁目（柳沢橋～上柳沢橋）石神井川左岸・右

岸

２ 危機管理担当部長は、市内の河川等の巡視により、水

防上危険であると認めるときは、市長に報告し必要な措

置を求める。

なお、石神井川については、河川管理者である北多摩

南部建設事務所に連絡し、河川管理用道路の進入規制

等、必要な措置を求める。

準備・出動

（水防非常配備

態勢）

本部長（市長）は、次の場合、準備及び出動を命じ、水

防機関等に対しても準備及び出動することを要請する。

【準備】

１ 河川が注意を要する水位に達し、更に上昇のおそれが

あり、出動の必要が予測されたとき。

２ 気象状況等により、水害の発生するおそれがあると

き。

【出動】

１ 水位が警戒すべき水位に達し、水害のおそれがあると

き。

２ その他水防上必要と認めたとき。

応援要請
本部長（市長）は、水防作業において必要があるときは、

都又は他の水防管理者に対し応援を要請する。

警戒区域の設定
水防上緊急の必要がある場合、本部長（市長）は、警戒

区域を設定し、区域内の居住者の退去を命ずる。
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第１節 水防機関の活動

風-102

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

資材の提供
市民に対して土のうなど、必要な水防活動の資材を提供

する。

居住者の水防義務

水防のためやむを得ない必要があるとき、本部長（市長）

は、その区域内の居住者又は現場にある者を作業に従事さ

せる。

警察官の出動要請

水防のため必要があると認めるとき、現場の秩序又は保

全維持のために、本部長（市長）は、警察署長に対し警察

官の出動を要請することができる。

(2) 消防署の活動内容【消防署】

水害発生の危険があるとき、又は発生したとき、次により水防活動を実施

する。

消防署

１ 河川等を随時巡視し、水防上危険であると認められる箇所があ

るときは、直ちにその管理者に連絡して必要な措置を求める。

２ 水防上緊急の必要がある場所において、消防署員は警戒区域を

設定し、水防関係者以外の者に対してその区域への立入を禁止し、

若しくは制限し、又はその区域から退去を命じる。

３ 消防署長は、水防上やむを得ないときは、その区域に居住する

者又は水防の現場にある者を作業に従事させる。

４ 堤防その他の施設が決壊したときは、消防署長は直ちにこれを

関係者に通報するとともに、できる限り氾濫による被害が拡大し

ないよう努める。

５ 本部長（市長）からの出動の要請を受けたとき、又は自ら水防

作業の必要を知ったときは、直ちに出動し水防作業を行う。

６ その他、必要な事項は、消防署における水防計画等による。
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第１節 水防機関の活動

風-103

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

(3) 消防団の活動内容【消防団】

消防団が行う水防区域は市全域とし、特別の指示のない限り、各分団が行

う水防の区域は分団管轄区域内とする

通報

１ 団員は、風水害の発生するおそれがあると認められる異常な現

象を発見した場合又は風水害が発生した場合、直ちに分団長を通

じ団本部に通報しなければならない。

２ 団本部は、団員からの通報を受けた場合、直ちに市長及び消防

署長に連絡する。

出動の

指示

１ 団長は、以下の状況の場合に市長及び消防署長と協議し、必要

な分団に出動を指示する。

ア 風水害の発生するおそれがあると認められるとき又は風水害

が発生したとき

イ 分団から上記アの通報を受けたとき

ウ 消防署長から出動の要請を受けたとき

２ 分団長は、分団区域内に風水害の発生するおそれがあると認め

られるとき又は風水害が発生したときは、その被害の規模に応じ

た団員を出動させることができる。この場合、分団長は、速やか

に出動した場所及び出動団員数を団本部に報告しなければならな

い。

３ 出動は、団本部の指示があった場合のほか、気象情報等により

分団区域内に被害の発生のおそれが認められたとき又は被害が発

生したとき、分団長はその被害に応じ、団員を出動させる。

監視

及び

警戒

気象情報等により分団管轄区域内に水防上危険であると認められ

るとき、分団長は、所属する団員をして監視及び警戒を行い、事態

に即応した措置を講ずる。

水防作

業報告

分団長は、分団において水防活動を実施した場合、その経過及び

結果について、随時団本部に報告する。

【団本部の指示又は分団の通報等の伝達】

消 防 署

市 消防団本部 分 団 長 団 員
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第１節 水防機関の活動

風-104

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

【消防団出動基準】

待機 団員は、自宅に待機し、必要に応じて直ちに出動できる態勢

準備
団員は詰所に待機し、水防に関する情報連絡及び水防資器材の整

備・点検等、消防団の出動準備態勢

出動 消防団が被害現場に出動する態勢

解除 水防活動を必要とする状況が解消し、消防団の水防態勢終了

(4) 警察機関の活動内容【警察署】

風水害発生の危険があるとき、又は発生したとき、消防機関の支援を行う。

２ 費用及び公用負担 本部長（市長）、市、消防署

市は、水防に要する費用を負担するものとする。ただし、応援のために要し

た費用は、当該応援を求めた水防管理団体が負担するものとし、その額及び方

法は、市が当該応援を求めた場合は、市と応援を求められた水防管理団体が協

議して定める（水防法第 41 条、第 23条第３項及び第４項）。

また、区域外の市区町村が当該水防により、浸水被害が防止されるなど著し

く利益を受ける場合には、当該水防に要する費用の一部を受益市区町村が負担

する。この負担費用の額及び負担方法は、両者が協議して定めるものとし、協

議が成立しないときは、都知事にあっせん申請することができる（水防法第 42

条の第１～３項）。

(1) 公用負担権限

水防のための緊急の必要があるとき、本部長（市長）又は消防署長は、次

の権限を行使することができる。

ア 必要な土地の一時使用

イ 土石、竹木その他の資材の使用、又は収用

ウ 車両その他の運搬用機器又は排水用機器の使用

エ 工作物その他の障害物の処分

(2) 公用負担権限証明

公用負担の権限を行使する場合、本部長（市長）又は消防署長にあって

は、その身分を示す証明書を、その他これらの者の委任を受けた者にあって

は、証明書を携行し、必要ある場合はこれを提示する。

(3) 公用負担命令票

公用負担の権限を行使するときは、公用負担命令票を作成し、その一通を

目的物所有者、管理者又はこれに準ずべき者に交付する。ただし、現場の事

情により、そのいとまのないときは事後において直ちに処理する。
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第１節 水防機関の活動

風-105

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

(4) 損失補償

公用負担権限行使によって損失を受けた者に対し、市は、時価によりその

損失を補償する。

３ 水防報告 本部長（市長）、都

本部長（市長）は、水防活動終了後速やかに、箇所ごとにとりまとめ、都建

設局へ報告するものとする。

公共土木施設に関する被害が生じたときは、本部長（市長）は、被害の発生

後速やかに都建設局に報告するものとする。

被害の発生に伴い、災害復旧を申請する場合は、報告書を被災後７日以内に

都建設局に提出する。
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第１節 警備活動

風-106

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第４章 警備・交通規制

災害時における、市民の生命、身体、財産の保護及び各種の犯罪の予防、取り

締まり及び交通秩序の維持を行う。

＜発災後の活動の流れ＞

時
間
の

目
安

発災直後 1 時間 １日 3 日 1 週間以降

市
 
災
害
対
策
本
部
 

警
察
署

第１節 警備活動

応 急 対 策

１ 警備態勢 警察署

警察署は、防災関係機関と緊密な連携を保持しながら、総合的な災害応急活

動の推進に寄与するとともに、災害の発生が予想される場合は、各級警備本部

を設置するなど早期に警備体制を確立して、災害情報の伝達、避難の指示、警

告等の活動を行うほか、防災関係機関の活動に協力する。

○道路障害物の除去

○警備活動の実施

○警戒区域の設定

○市に対する協力

○交通規制

○交通の妨害になる障害物に関する関係機関への連絡
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第１節 警備活動

風-107

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

２ 警備活動 警察署

警察署は災害が発生した場合、全力を尽くして被災者の救出、救護に努める

ほか、現場広報を活発に行うとともに、交通規制、街頭活動の強化等の応急対

策を実施する。

風水害発生時における警察活動は、おおむね次のとおりとする。

ア 河川及びその他危険箇所の警戒

イ 災害地における災害関係の情報収集

ウ 警戒区域の設定

エ 被災者の救出、救護

オ 避難者の誘導

カ 危険物の保安

キ 交通秩序の確保

ク 犯罪の予防及び取締り

ケ 行方不明者の調査

コ 遺体の調査等及び検視

３ その他 警察署

(1) 警戒区域の設定【警察署】

災害現場において、本部長（市長）若しくはその職権を行う市の職員が現

場にいないとき、又は、これらの者から要求があったときは、警戒区域を設

定するとともに、直ちにその旨を本部長（市長）に通知する。

(2) 市に対する協力【警察署】

ア 本部長（市長）から災害応急措置の必要により警察官の出動を求められ

た場合は、避難誘導、人命救助等の警備活動に支障のない限り警備部隊を

応援出動させる。

なお、要請がない場合においても、事態が急を要するときは積極的に災

害応急活動を実施する。

イ 市の災害応急対策従事車両については、優先通行等の便宜を供与し、災

害対策活動が迅速に行えるよう努める。

ウ 被災者等に対する救助業務については、災害の初期において可能な限り

これに協力することとし、状況に応じて逐次警察本来の活動に移行する。



第３部 災害応急・復旧計画：第４章 警備・交通規制

第２節 交通規制

風-108

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第２節 交通規制

応 急 対 策

１ 交通規制等 警察署

警察署は、交通の確保のため以下の処置を講じる。

ア 交通情報の収集と交通統制

イ 交通規制

ウ 車両検問

２ その他 市、防災関係機関

市及び防災関係機関は、交通の妨げとなっている倒壊樹木、漂流物、垂下電

線等の除去及び道路、橋等の応急補強並びに排水等については、関係機関に連

絡し、それらの復旧の促進を図る。
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風-109

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第５章 医療救護等対策

発災 3 ヶ月程度

市
 
市
災
害
対
策
本
部
 
 
市
災
害
医
療
コ
 
デ
 
ネ
 
タ
 
 

機関

1 ヶ月程度6 時間 72 時間 1 週間程度
フェーズ０
発災直後

市災害対策本部設置
職員参集、体制構築

医療救護所
立ち上げ

被害情報の収集・集約

応急的な医療救護
所の運営

（医療機関及び近接地、
駅周辺施設、小中学校等）

避難所のアセスメント

医療救護活動拠点の設置・EMIS による情報収集
（保谷保健福祉総合センター）

市連絡調整会議の開催
（医療救護班等の活動報告）

透析患者、人工呼吸器を要する在宅療養患者等への支援

都災害対策本部設置
職員参集、体制構築

医療救護対策会議
の開催

人的被害、医療機関情報の集約・一元化

東京ＤＭＡＴ待機要請、
被災現場への出場

陸上自衛隊等派遣要請

地域保健医療体
制の復旧・復興

計画の策定

都医療救護班等の被災地域への派遣

他県ＤＭＡＴ等の
効果的配分

傷病者、入院患者の
被災地域外への搬送

地域災害医療連携会議の開催
（中核病院等）

⇒地域災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰが招集

都医療救護班等の配分調整
災害医療
・薬事
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
の参集、
体制構築 他県の医療救護班等の効果的配分

・他県との調整（都庁）
・圏域内の市区町村への

配分調整(地域)

ＳＣＵの設置運営
他県への広域医療搬送の実施

フェーズ１
超急性期

フェーズ２
急性期

フェーズ３
亜急性期

フェーズ４
慢性期

フェーズ５
中長期

都
 
都
災
害
対
策
本
部
 
 
東
京
都
及
び
地
域
災
害
医
療
コ
 
デ
 
ネ
 
タ
 
 

市災害薬事センターの設置

避難所医療救護所の運営
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第１節 初動医療体制

風-110

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第１節 初動医療体制

応 急 対 策

１ 初動期の医療救護活動 市、都、市医師会、市歯科医師会、市薬剤師

会、柔道整復師会、医療機関、消防署、防災

関係機関

市は、市医師会、市歯科医師会、市薬剤師会、柔道整復師会、医療機関、各

防災関係機関との連携の下に、災害の状況に応じた迅速な医療活動を実施し、

負傷者等の救護に万全を期す。

【医療救護活動におけるフェーズ区分】

フェーズ区分 想定される状況

０
発災直後

（発災～６時間）

浸水や家屋流出等により傷病者が発生し、救

出救助活動が開始される状況

１
超急性期

（６～72 時間）

救助された傷病者が医療機関に搬送される

が、ライフラインや交通機関が途絶し、被災地

外からの人的・物的支援の受入れが少ない状況

２
急 性 期

（72 時間～１週間程度）

被害状況が少しずつ把握でき、ライフライン

等が復旧し始めて、人的・物的支援の受入体制

が確立されている状況

３
亜急性期

（１週間～１か月程度）

地域医療やライフライン機能、交通機関等が

徐々に復旧している状況

４
慢 性 期

（１～３か月程度）

避難生活が長期化しているが、ほぼ復旧して、

地域の医療機関や薬局が徐々に再開している状

況

５
中 長 期

（３か月以降）

避難所医療救護所がほぼ閉鎖されて、通常診

療がほぼ再開している状況
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第１節 初動医療体制

風-111

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

(1) 医療情報の収集・広報活動【救命救護健康班、広報班】

医療情報の

収集・報告

救命救護健康班は、市医師会、市歯科医師会、市薬剤

師会、柔道整復師会、消防署と協力して、人的被害及び

医療施設（診療所、歯科診療所、保険薬局及び病院）の

被害状況や活動状況等の迅速な把握に努め、圏域内の医

療対策拠点（北多摩北部保健医療圏医療対策拠点）に報

告する。

医療救護活動拠点では、広域災害救急医療情報シス

テム（ＥＭＩＳ）※等を使用し情報収集する。

市民への情報提供
広報班は、市内等の医療機関の稼動状況、医療救護所

の開設状況を市民へ広報する。

※広域災害救急医療情報システム（EMIS）

Emergency Medical Information System の略で、災害時に被災した都道府県

を越えて医療機関の稼動状況など災害医療に関わる情報を共有し、被災地域での

迅速かつ適切な医療・救護に関わる各種情報を集約・提供することを目的とする

システムをいう。

(2) 医療救護活動【救命救護健康班】

救命救護健康班は、市医師会及び市災害医療コーディネーター等の関係機

関と連携して、人的被害、診療所、歯科診療所及び薬局の被災状況や活動状

況等を把握するとともに、ＥＭＩＳ等を用いて北多摩北部地域災害医療コー

ディネーターに対して報告する。

また、市医師会等の協力を得て医療救護班の編成を行い、医療救護所等を

開設し、災害の程度により地域災害医療コーディネーター等に応援を要請す

る。医療救護所の設置状況や医療機関の活動状況については、地域住民に周

知する。医療に関する情報連絡については、各災害医療コーディネーターを

中心に行う。

医療救護班の実施内容は 、(5)医療救護班の体制に記載する。
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第１節 初動医療体制

風-112

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

【発災後の連携体制】

【緊急医療救護所・避難所医療救護所】

名称
緊急医療
救護所

避難所医療
救護所

近隣病院
浸水深
（ｍ）

1 保谷第一小学校 ○ ○ 保谷厚生病院 －

2 谷戸小学校 ○ ○ 田無病院 0.1～0.5

3 田無小学校 ○ ○ 佐々総合病院 0.1～0.5

4 田無第一中学校 ○ ○ 西東京中央総合病院 －

5 田無第四中学校 ○ ○ 武蔵野徳洲会病院 0.1～0.5

6 保谷中学校 ○ ○ － 0.1～0.5

※表内の浸水深は、時間最大雨量 153mm、総雨量 690mm の雨が降った場合に予想

される深さを記載したもので、東京都による「石神井川及び白子川流域浸水予

想区域図（令和元年５月改定）」「黒目川、落合川、柳瀬川、空掘川及び奈良橋

川流域浸水予想区域図（令和元年 12 月改定）」を基に作成した。

市災害対策本部

他県等（被災地外）

北多摩北部保健医療圏
医療対策拠点

(公立昭和病院に設置)

都災害対策本部

救命救護健康班
都保健医療局 関

係
機
関
等

市災害医療
コーディネーター

応援医療チーム 応援要請

地域災害医療
コーディネーター

東京都災害医療
コーディネーター

市災害薬事
コーディネーター

東京都災害時小児
周産期リエゾン

地域災害時小児
周産期リエゾン

東京
DMA
T

都立病院
都保健所

東京ＤＭＡＴ
指定病院

病院・市医師会等
災害拠点連携病院
災害医療支援病院

災害拠点病院
周産期母子医療ｾﾝﾀｰ

こども救急ｾﾝﾀｰ等
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第１節 初動医療体制

風-113

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

(3) 災害医療コーディネーターの活動【救命救護健康班、都（保健医療局）、

市医師会、医療機関】

災害医療コーディネーターの区分は、次のとおりである。

名称 説明

東京都災害医療

コーディネーター

都全域の医療救護活動等を統括・調整するために医学

的な助言を行う都が指定する医師

災害時には都庁に参集

東京都地域災害医療

コーディネーター

各二次保健医療圏域の医療救護活動等を統括・調整す

るために都が指定する医師

西東京市域は北多摩北部保健医療圏に位置し、公立昭

和病院の医療対策拠点に配置

市災害医療

コーディネーター

市内の医療救護活動等を統括・調整するために医学的

助言を行う、市が指定する医師

【医療救護の流れ】

※災害拠点病院は主に重症者を、災害拠点連携病院は主に中等症者を受け入れる。
災害医療支援病院は、専門医療や慢性疾患への対応、その他医療救護活動を行う。

※航空搬送拠点臨時医療施設（SCU）
広域搬送拠点に搬送された患者を被災地域外へ搬送するに当たり、長時間の搬送に要す
る処置等を行う臨時医療施設をいう。SCU は、Staging Care Unit の略。

負傷者
要配慮者
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第１節 初動医療体制

風-114

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

(4) 医療救護所等の開設【救命救護健康班】

超急性期には、災害現場近くの医療機関に多くの傷病者が集まることが考

えられるため、市が災害拠点病院等の近接地（病院開設者の同意がある場合

は、病院敷地内を含む。）にあらかじめ緊急医療救護所等を開設する。緊急医

療救護所等では、トリアージを実施し、災害拠点病院における中等症、重症

患者に対する診療体制を確保するなど、初期医療救護活動の混乱を最小限に

止める役割を担う。

また、急性期以降の巡回治療の実施場所として、避難所等に避難所医療救

護所を開設する。

種別
医療救護所

緊急医療救護所 避難所医療救護所

役割

市が、発災後速やかに、災害拠点

病院などの近接地等に設置する医

療救護所

市が、おおむね急性期以降に、

避難所内に設置する医療救護所

目的

発災直後は、傷病者に対する優

先順位が必要であるため、病院前

トリアージを実施し、中等症者等

に対する災害拠点病院などの診療

機能を確保すること。

地域医療が回復するまで医療

機能の確保が必要であるため、避

難生活の長期化による被災者の

健康管理をすること。

機能
トリアージ、軽症者（慢性疾患等

を含む。）に対する治療

巡回治療などを行う避難所医

療救護所

傷病者に対する治療、避難者等

に対する健康相談

期間

原則として、超急性期まで開設

（近接病院等の状況から閉鎖を判

断）

原則として、急性期から慢性期

まで開設（地域の医療機能や避難

所の状況から閉鎖を判断）
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第１節 初動医療体制

風-115

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

(5) 医療救護班の体制【救命救護健康班】

医療救護班の活動は、被災直後の超急性期においては、負傷者が集中する

病院等の近接地などに設置する緊急医療救護所や、避難所等における避難所

医療救護所を中心とする。

医療救護班

の活動拠点

医療救護班は、医療機関、避難所又は被災現場に医療救護所を

開設する。

班編成

医療救護班の編成は、医師と市職員を中心として、医療救護所

に集まった看護師、医療従事者及び薬剤師、その他のボランティ

アにて構成する。また、柔道整復師会は、医師の指示により応急

救護活動を実施する。

施設の安全確認が完了した後、市は避難所及び医療救護所の開

設準備を始める。同時に医療救護班は、ストレッチャーや車椅子

通行のスペースを確保するなど動線等にも配慮し、市職員等の設

営に助言を行う。また、備蓄医薬品を医療救護所備蓄庫から取り

出す。

(6) 医療救護班等の業務【救命救護健康班、市医師会、市歯科医師会、

市薬剤師会】

医療救護班は、市災害医療コーディネーターが一元化した医療情報とその

助言により、トリアージ後の災害負傷中の重傷者を、災害拠点病院への転送

ルートにのせるように努める。

救命救護健康班は、医療情報とその助言により、医療救護班の活動を統括・

調整する。

区分 活動内容

医療救護班

１ 傷病者に対するトリアージ

２ 傷病者に対する応急処置及び医療

３ 傷病者の収容医療機関への転送の要否及び搬送順位の決定

４ 死亡の確認及び検案への協力

５ 助産救護

６ その他、必要と認められる業務

歯科医療

救護班

１ 歯科医療を要する傷病者に対する応急処置

２ 災害拠点病院等への転送の要否及び転送順位の決定

３ 避難所内における転送の困難な患者、軽症患者等に対する

歯科治療、衛生指導

４ 検視・検案に際しての法歯学上の協力

薬剤師班

１ 医療救護所等における傷病者等に対する調剤、服薬指導

２ 医療救護所及び医薬品の集積場所等における医薬品等の仕

分け、管理及び受発注

３ 一般用医薬品を活用した被災者の健康管理支援

４ 避難所の衛生管理・防疫対策への協力

柔道整復師班 傷病者に対する応急措置等

※都「災害時医療救護活動マニュアル」、「災害時歯科医療救護活動マニュアル」

及び「災害時における薬剤師班活動マニュアル」等に基づき実施する。
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第１節 初動医療体制

風-116

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

(7) 応援要請【救命救護健康班、都（保健医療局）】

必要に応じ近隣市に応援を求めるほか、東京都地域災害医療コーディネー

ターに応援を求めるとともに都等に対し応援を求め、応急措置を実施する。

ア 医療救護応援要請

医療救護班が不足する場合は、市医師会に増班・派遣を要請する。不足

が改善されない場合には、更に東京都地域災害医療コーディネーター及び

都等の医療機関に応援派遣を要請する。

イ 災害医療派遣チーム（「東京ＤＭＡＴ」※）応援要請

多数傷病者の救命処置が必要な場合は、救助救出に伴う医療救護活動と

して東京都災害医療派遣チーム（「東京ＤＭＡＴ」）の派遣を、消防署が警

防本部を通じて都保健医療局へ要請する。

※東京ＤＭＡＴ（東京 Disaster Medical Assistance Team：ディーマット）

大規模事故などの都市型災害が発生した場合や大規模地震などの自然災害

時に出場し、災害現場で東京消防庁と連携して多数傷病者等に対する救命処置

等を行う災害医療派遣チーム

ウ 災害派遣精神医療チーム（「東京ＤＰＡＴ」※）応援要請

災害時の精神医療の支援が必要な場合は、市災害対策本部は医療対策拠

点にＤＰＡＴ派遣要請を行う。医療対策拠点からのＤＰＡＴ派遣要請に基

づき、東京都災害対策本部は東京ＤＰＡＴ登録機関に対して出動可否を確

認し、被災地域支援活動を要請する。必要に応じて市災害医療コーディネ

ーターに助言を求める。

※東京ＤＰＡＴ（東京 Disaster Psychiatric Assistance Team：ディーパット）

被災地域の精神保健医療ニーズの把握、他の保健医療体制との連携、各種関

係機関等とのマネジメント、専門性の高い精神医療の提供と精神保健活動の支

援を行うために、専門的な研修・訓練を受けた災害派遣精神医療チーム

エ 保健所との連携

保健所に医療機関の被災状況及び活動状況等の情報提供を行う。保健所

は、公衆衛生的見地から市を支援する。
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第１節 初動医療体制

風-117

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

２ 負傷者等の搬送体制 市、都、医療機関、消防署

救命救護健康班は、医療救護所及び市内医療機関での傷病者の収容と処置対

応が困難な場合は、都保健医療局と調整して被災地域外の東京都災害拠点病院

等医療施設に受入れを要請する。

【東京都災害拠点病院】

二次医療圏 名称 所在地
電話

番号

病床数

（床）
ヘリ 三次

北多摩北部

公立昭和病院
小平市花小金井

8-1-1

042-461

-0052
485 ○

東京都保健医療公社

多摩北部医療センター

東村山市青葉町

1-7-1

042-396

-3811
337

佐々総合病院
西東京市田無町

4-24-15

042-461

-1535
183

国立病院機構東京病院
清瀬市竹丘

3-1-1

042-491

-2111
522

※二次医療圏：二次保健医療圏

ヘ リ：ヘリポート設置病院

三 次：救命救急センター等の三次救急医療施設

(1) 負傷者の搬送【救命救護健康班、物資輸送班、救出支援班、医療機関、

消防署】

医療機関との密接な連携の下に、傷病者等の搬送を実施する。

搬送方法

の順位

搬送に当たっては、以下の搬送順位にしたがって、搬送先受入

態勢を確認し搬送する。

１ 物資輸送班による庁用車等での搬送

２ 救出支援班による庁用車等での搬送

３ 消防署へ搬送の要請（消防署は可能な範囲で搬送に協力）

傷病者の

搬送

消防署は、災害現場で傷病者の応急手当を実施するとともに、

救命救護健康班は市医師会等医療機関と連携し、市内の診療需要

情報を把握して、迅速に患者搬送を行う。

救護所か

らの傷病

者の搬送

緊急医療救護所からの救急搬送については、市内の病院への搬

送を優先とするが、医師の指示による場合は、収容医療機関を選

定し、傷病者の傷病状況に応じて医師を同乗の上、搬送する。

広域搬送

被災地以外の医療機関への搬送が必要な場合は、救急車による

搬送に加えて、ヘリコプター等を活用して搬送する。この場合、

危機管理班は、都にヘリコプター出動を要請する。

(2) 医療スタッフの搬送【救命救護健康班】

市が派遣する医療救護班等の医療スタッフの搬送は、原則として市が対応

する。
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第２節 保健衛生、防疫体制

風-118

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第２節 保健衛生、防疫体制

＜発災後の活動の流れ＞

応 急 対 策

１ 保健衛生活動 市、都、保健所、医療機関

被災者の心身両面での健康維持をはじめ、感染症、食中毒の予防のため、各

班と協力し、良好な衛生状態を保つように努めるとともに、健康状態を十分把

握し、必要な措置を講ずる。

(1) 被災者の健康維持活動【救命救護健康班、医療機関】

都及び市医師会等と協力して、被災者の健康状態、栄養状態を十分に把握

するとともに、助言、加療等の被災者の健康維持に必要な活動に努める。特

に避難所生活環境において、被災者が心身の健康に不調を来す可能性が高い

ため、被災者の健康管理を行う。

また、感染症等流行時においては、ゾーニングや衛生管理等必要な対応を

実施する。

(2) 保健活動【救命救護健康班、学校避難所班、福祉避難所班、保健所】

救命救護健康班は、保健師・管理栄養士その他必要な職種を避難所等に派

遣し、健康相談や指導等の健康対策を実施する。また、必要に応じて保健所

に支援を要請し、避難所内の個人スペースの確保や地域における巡回健康相

談、その他必要な保健活動を行う。

○避難所の衛生管理
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第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

避難所を管理運営する学校避難所班、福祉避難所班等は、避難所における

衛生管理を行い、感染症発生時には、避難所等の報告により保健所が疫学調

査及び感染拡大防止対策の指導・支援を行う。市単独では対応が困難な場合

は、保健活動班の派遣を保健所と検討し、都に応援要請を行う。

(3) 精神医療体制の確保【救命救護健康班、都（保健医療局）】

被災に関する急性ストレス障害（ＡＳＤ）、心的外傷後ストレス障害（ＰＴ

ＳＤ）及び長期の避難所生活のストレス等に対処するため、メンタルヘルス

ケア体制整備を図り、被災の状況に即して活動する。

救命救護健康班は、東京ＤＰＡＴ、保健師チーム等と連携し、被災市民に

対する相談体制を確立する。必要に応じて電話相談窓口や外来相談窓口を設

置するとともに、精神科病院・診療所の外来実施状況について、状況の把握・

提供ができるよう努める。

(4) 在宅難病患者への対応【救命救護健康班、保健所、医療機関】

在宅難病患者については、関係機関等が安否確認を行い在宅療養が困難な

場合には保健所、医療機関と連携を図りながら、市災害医療コーディネータ

ーと相談し、後方医療機関へ搬送するなど、医療施設での救護を図る等の対

応を行う。

(5) 在宅人工呼吸器使用者への対応【救命救護健康班、都（保健医療局）】

災害時個別支援計画で定めた安否確認を行う機関は、「在宅人工呼吸器使用

者災害対策リスト」を基に、災害時個別支援計画で定めた方法により、人工

呼吸器使用者及び家族の安否を確認し、市に報告する。

救命救護健康班は被害状況、医療機関の開設状況等の情報を提供するとと

もに、できるだけ在宅療養が継続できるよう関係機関と協力し支援する。

なお、在宅療養の継続や避難等に際し災害時個別支援計画による支援が困

難な場合は、都へ支援を要請する。

(6) 透析患者等への対応【救命救護健康班、都（保健医療局）】

救命救護健康班は、透析医療機関の稼働状況等の情報を、都保健医療局か

ら収集し、透析医療機関及び患者からの問い合わせに対して情報提供できる

態勢をとる。

(7) 食品の衛生管理【学校避難所班、福祉避難所班、救命救護健康班、保健所】

学校避難所班及び福祉避難所班は、衛生管理の徹底を推進するなど、救命

救護健康班や都と連携し、避難住民に対する食品の衛生的な取扱いの指導を

する。



第３部 災害応急・復旧計画：第５章 医療救護等対策

第２節 保健衛生、防疫体制

風-120

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

ア 食中毒の防止

保健所が主となって都が編成する食品衛生指導班と必要に応じて連携し

食品の安全確保を図る。

(ｱ) 炊飯所、弁当・給食調理場等の衛生確保

(ｲ) 食品集積所の衛生確保

(ｳ) 避難所の食品衛生指導

(ｴ) その他食料品に起因する危害発生の防止

(ｵ) 食中毒発生時の対応

イ 食中毒発生時の対応方法

食中毒患者が発生した場合、都が編成する食品衛生指導班と連携し原因

究明及び被害の拡大防止に努める。

都が編成する食品衛生指導班は、保健所長の指揮の下に、食品の安全を

確保するとともに、市と連携して避難住民に対する食品の衛生的な取扱い

の指導等を行う。その後、学校避難所班、福祉避難所班は防疫活動を実施

する。

(8) 避難所の衛生管理【学校避難所班、福祉避難所班】

学校避難所班及び福祉避難所班は、必要に応じ、都保健医療局等と協力し、

次のとおり避難所の衛生管理指導を実施する。

ア 市民の避難所への適正誘導及び受入れ並びに過密状況を把握する。

イ 土足禁止区域を設定する。

ウ 避難した市民の生活環境上必要な物品を確保する。

エ 避難した市民間のプライバシーを確保する。

オ ごみの適切な排出方法、トイレの使用方法など、避難した市民への衛生

管理上の留意事項を周知する。

カ 感染症対策等の保健衛生対策に留意する。感染症流行時においては、「西

東京市避難施設・管理運営ガイドライン別冊（感染症流行時版）」に基づき

感染拡大防止を図る。

(9) 公衆浴場等の確保【物資輸送班、広報班】

物資輸送班は、公衆浴場の営業状況、仮設浴場、シャワー施設の設置状況

を把握し、浴場等の確保に努め、避難所の衛生管理を支援する。

広報班は、その情報を市民へ提供する。

(10) 放射線使用施設の応急措置【救命救護健康班・環境班】

医療施設の管理者から、放射線障害の発生又は発生のおそれについて通報

があった場合は、都（保健医療局）、保健所、警察署及び消防署と連携して危

険拡大の防止に努める。
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第２節 保健衛生、防疫体制

風-121

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

(11) 毒劇物対策 【環境班】

環境班は、建物倒壊等により毒物・劇物の飛散、漏えい等が発生した場合

に、保健所が警察署、消防署、関係機関等と連携して行う事業者への指導、

中和剤による除毒作業（除外作業）の指示及び被災住民等への立入禁止措置

に係る情報提供等の安全管理に協力する。

(12) 被災動物の保護【環境班】

環境班は、関係機関と連携して被災動物の保護に当たる。



第３部 災害応急・復旧計画：第５章 医療救護等対策

第２節 保健衛生、防疫体制

風-122

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

復 旧 対 策

１ 防疫活動 市、都

健康課、環境保全課は、庁内各課と協力し、保健所及び都保健医療局と緊密

な連携を図りながら、防疫活動を実施する。

(1) 防疫活動【健康課、環境保全課】

災害により防疫活動を必要とする場合、それぞれ次の業務を迅速かつ適確

に行う。

市の要請により保健所は防疫活動等の支援・指導を行う。

また、避難所等における感染症発生時の疫学調査及び感染拡大防止対策の

実施等を行う。

防疫チーム

１ 健康調査及び健康相談

２ 避難所等の防疫指導、感染症発生状況の把握

３ 感染症予防のための広報及び健康指導

４ 避難所におけるトイレ・ごみ保管場所の適正管理

消毒チーム
１ 患者発生時の消毒及び指導

２ 避難所の消毒の実施及び指導

保健活動チーム
１ 健康調査及び健康相談の実施

２ 広報及び健康指導

(2) 都への連絡【健康課、環境保全課】

健康課及び環境保全課は、防疫活動が必要な被災戸数及び防疫活動の実施

状況について、保健所及び都保健医療局に対し、迅速に連絡する。

(3) 協力要請【健康課、環境保全課】

健康課及び環境保全課は、防疫活動の実施に当たって、市の対応能力が十

分でない場合は、都保健医療局又は市医師会、市薬剤師会等に協力を要請す

る。

(4) 飲料水等の安全確保【環境保全課、健康課、都（保健医療局）】

環境保全課及び健康課は、災害の種類、程度に即応した防疫活動として、

都が編成する「環境衛生指導班」と連携し、飲用しようとする水が塩素剤等

で消毒されているか、確認を行う。それ以降は、住民が自主的に消毒を行え

るように環境衛生指導班が住民に消毒薬を配布し、消毒方法及び消毒の確認

方法を指導する。

(5) 健康調査【健康課】

健康課は、医療救護班等と緊密に連携を図りながら、被災市民の健康調査

を行い、患者の早期発見に努める。



第３部 災害応急・復旧計画：第５章 医療救護等対策

第２節 保健衛生、防疫体制

風-123

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

(6) 感染症対策【健康課、各課】

健康課は、被災地の感染症発生状況を把握するとともに、必要に応じて応

急治療等の感染拡大防止に向けた注意喚起を実施する。

(7) 避難所の防疫・指導【健康課、環境保全課】

健康課及び環境保全課は、避難所のトイレ、ごみ保管場所等の消毒を行う

とともに、施設の管理者を通じて、うがい・手洗いの励行等の徹底を促す。



第３部 災害応急・復旧計画：第５章 医療救護等対策

第３節 医薬品・医療資器材の供給

風-124

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第３節 医薬品・医療資器材の供給

応 急 対 策

１ 医薬品・医療資器材の備蓄・供給 市、都、市薬剤師会、医療機関

(1) 医薬品等の調達・確保【救命救護健康班】

救命救護健康班は、休日診療所や市内医療機関、市薬剤師会の協力を得て

医療救護活動に必要な医薬品、医療用資器材、輸血用血液等の調達・確保を

行う。

【市が使用する医薬品等の調達手順】

災害発生時には市の備蓄を優先的に使用する。備蓄だけで対応ができない場

合は、市災害薬事センターや薬局等へ提供を依頼する。

市は卸売販売業者へ医薬品等を

発注する（発注は市災害薬事センタ

ーがとりまとめて行う。）。

市は都に対し調達を要請する。

都は、災害時協力協定締結団体

へ調達を依頼し、団体が会員卸売

販売業者へ依頼する。

市での調達が不可能な場合

卸売販売業者は、市災害薬事センターへ納品する。（原則、医療救護所で使用

する医薬品は各医療救護所へ納品する。）

供給

東京都地域災害医療

コーディネーター
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第３節 医薬品・医療資器材の供給

風-125

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

(2) 供給の要請【救命救護健康班、医療機関】

ア 医薬品等が不足する場合、医薬品等の卸売販売業者から調達をする。市

は、あらかじめ医薬品卸売販売業者と災害時の調達協力協定を締結し、発

災後円滑に購入できるよう備える。

イ 速やかに市内に市災害薬事センターを設置し、市内各医療救護所等への

供給体制を整える。

ウ 市災害薬事センター長である市災害薬事コーディネーターは、市災害医

療コーディネーター、東京都地域災害医療コーディネーター及び東京都災

害医療コーディネーターの業務に協力する。

(3) 市災害薬事コーディネーターの業務【救命救護健康班、都（保健医療局）、

市薬剤師会、医療機関】

市災害薬事コーディネーターの業務は以下のとおりとする。市災害医療コ

ーディネーター及び災害拠点病院薬剤部等に協力し、地域の災害医療が円滑

に進むよう薬事に関する調整を行う。

【市災害薬事コーディネーターの業務】

① 医薬品等の管理に関する調整業務：救護所等で必要になる医薬品等の

需要と供給状況の把握、卸売販売業者への発注、在庫管理等

② 薬剤師班に関する調整業務：薬剤師班の差配、支援要請等

③ 薬事関係者の調整業務：病院薬剤部、薬局、卸売販売業者等地域の薬事

関係者の復旧状況や医薬品過不足状況の把握。薬事関係者の調整等
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第３節 医薬品・医療資器材の供給

風-126

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

２ 血液製剤の確保 都、医療機関

都は、市から血液製剤の供給要請があった場合、又は血液製剤の供給につい

て必要があると認めた場合は、「災害時における血液製剤の供給事業に関する協

定書」に基づき、東京赤十字血液センター（日赤東京都支部）及び献血供給事

業団に供給要請を行う。

【血液製剤の供給体制】

第４節 医療施設の確保

救命救護健康班は、必要に応じて、医療機関の空床利用や収容能力の臨時拡大

等を要請する。

血液製剤要請の流れ

血液製剤供給の流れ

市

（災害対策本部）

都

（災害対策本部）

保健医療局

他道府県

東京都赤十字

血液センター

（日赤東京都支部）

他道府県血液センター

（他道府県日赤支部）

献血供給事業団各医療機関

国民

献血



第３部 災害応急・復旧計画：第５章 医療救護等対策

第５節 行方不明者の捜索と遺体の取扱い

風-127

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第５節 行方不明者の捜索と遺体の取扱い

行方不明者の捜索、遺体の検視・検案には、多くの遺体を一時的に安置する場

所が必要となるため、都と連携して遺体収容所の確保を図り、火葬手続を迅速に

実施する。

＜発災後の活動の流れ＞

発災

警
察
署

1週間以降

都
 
保
健
医
療
局
 

市
 
市
災
害
対
策
本
部
 

機関 1時間 1日 3日

○行方不明者捜索の要請
○遺体収容所

の開設
○市医師会等への検視・検案への協力要請

○遺体の
引き取り、

収容
○行方不明者名簿の作成

○遺体対策の手配
○死亡者に関する広報の実施

〇火葬の実施

○検案班の派遣
○遺体の検案の実施

○行方不明者の捜索
○検視班の派遣
○身元確認、検視等の措置の実施



第３部 災害応急・復旧計画：第５章 医療救護等対策

第５節 行方不明者の捜索と遺体の取扱い

風-128

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

応 急 対 策

１ 行方不明者の捜索 市

行方不明者の捜索については、災害の規模等の状況を勘案して、警察署、消

防署、自衛隊等に市及び都が協力して行う。

救出支援班は、防災関係機関と密接に連絡をとり、行方不明者名簿を作成す

る。捜索期間は災害発生日から 10日以内とする。この期間を超えて捜索を要す

る場合には、本部長（市長）の指示によって継続して実施し、都知事に所定の

申請をする。

２ 遺体の収容及び検視・検案 市、都、警察署、市医師会、市歯科医師会

遺体の収容及び検視・検案については、警察署等に市及び都が協力して行う。

(1) 遺体を発見した場合の措置【警察署】

遺体を発見した場合、発見者は速やかに警察署に連絡する。

(2) 遺体の搬送【救出支援班、都（総務局）】

遺族等による搬送が困難な遺体は、速やかに遺体収容所へ搬送し収容する。

搬送の際は、状況に応じて、都総務局及び関係機関への協力依頼等を行う。

(3) 遺体の収容【救出支援班、都（保健医療局）】

ア 遺体収容所

遺体の収容所は、総合体育館に開設するとともに、都保健医療局及び警

察署へ開設状況を報告する。遺体収容所には管理責任者を配置し、都等と

連絡調整を実施する。

遺体収容所が不足した際は、被災地最寄りの寺院等から選定・協議し、

開設する。

イ 遺体の一時安置

遺体の引き渡しまでの間、遺体収容所において遺体の腐敗防止の対策を

徹底する。



第３部 災害応急・復旧計画：第５章 医療救護等対策

第５節 行方不明者の捜索と遺体の取扱い

風-129

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

(4) 遺体取扱の流れ【救出支援班】

(5) 検視・検案【救出支援班、都（保健医療局）、警察署】

検視とは、検視官（警察官）が犯罪性の有無の視点から死亡の状況や死因調

査を行うことをいう。検案とは、監察医（医師）が死亡原因を調べることをい

う。

医療活動との秩序ある分担の下に、円滑な検視・検案活動が行えるように関

係機関と連携を図る。検視・検案は原則として同一場所で集中的に実施するこ

ととし、市、都及び警察署等は、必要な態勢を確立する。

ア 都保健医療局は、検案班を編成させ、遺体収容所等に派遣し、速やかに遺

体の検案を行う。検視・検案に必要な資器材が不足する場合、関係団体に要

請する。

イ 警察署は、検視班を遺体収容所に派遣する。検視班は、検視規則及び死体

取扱規則並びに「大震災発生時における多数死体取扱要綱」等に基づき、遺

体の検視及びこれに必要な措置を講じる。

ウ 市は、市医師会・市歯科医師会に対し、必要に応じ遺体の検視・検案の協

力を要請する。

被災現場 医療機関
(医療救護所)

遺体収容所

○検視・検案
○一時保存
○洗浄等

遺体引渡所
○遺体の引渡し
○検案書の交付
○火葬許可書の交付等

身元不明遺体安置所
○身元確認調査
○火葬許可証等の交付等

火 葬 場
○火葬

遺 族
○遺骨の引き取り

遺骨遺留品保管所
○市が管理

都営納骨堂等
その他別に定める場所

負傷者

遺体
遺体

身元判明遺体 身元不明遺体

身元不明遺体

身元不明遺骨引渡し

1年以内に引取人
が判明しない場合



第３部 災害応急・復旧計画：第５章 医療救護等対策

第５節 行方不明者の捜索と遺体の取扱い

風-130

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

(6) 遺体の身元確認【警察署】

警察署は、身元確認作業を行い、身元が判明したときは、着衣・所持金品と

共に市に引き継ぐ。おおむね２日間身元確認調査を行っても身元が判明しない

場合は、所持金品と共に遺体を市に引き継ぐ。警察署は、市に引き継いだ後も

身元調査は継続する。

３ 遺体の引渡し及び火葬等 市

遺体の引渡し及び火葬等については、市が警察署、都、関係機関等の協力を得

て行う。

(1) 遺体の引渡し【救出支援班】

救出支援班は、都、関係機関及び葬祭業者等との協力・連携により、遺体対

策を実施する。遺体対策としては、遺体の洗浄・消毒等の処置、遺体の一時安

置、搬送車両を含む資器材等の調達を行う。

なお、遺体対策から遺体の引渡しまでは次に示す方法で行う。

遺体対策の期間
原則として風水害発生から10日間とするが、必要に応じ

て、都知事に期間延長の申請手続きをとる。

遺体対策のため

の書類

遺体対策に当たっては、次の書類を整理する。

１ 遺体処理台帳

２ 遺体送付票等

遺体の身元確認

１ 市は、遺体の身元を確認し、遺体処理票及び遺留品処

理票を作成した上で納棺し、氏名等を記載した「氏名

札」を棺に貼付する。

２ 警察署の協力を得て、身元引受人の発見に努めるが、

一定期間（おおむね１週間）経過後も身元不明の場合は

安否確認班により火葬し、身元が判明次第引き渡す。

遺体の引渡し

１ 検視・検案を終えた遺体は、警察署の指示にしたがっ

て速やかに遺族に引き渡し、死亡届の受理、火葬許可証

又は特例許可証を発行する。

２ 遺体の引取りがあった場合は、遺体処理台帳に必要事

項を記載する。

(2) 死亡者に関する広報【広報班、救出支援班】

遺体の引渡し等を円滑に実施するため、市は、死亡者に関する広報に関して

都及び警察署と連携を保ち、市庁舎・遺体収容所等への掲示、報道機関への情

報提供、問合せ窓口の開設等、地域住民等への情報提供を行う。



第３部 災害応急・復旧計画：第５章 医療救護等対策

第５節 行方不明者の捜索と遺体の取扱い

風-131

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

(3) 火葬【救出支援班、安否確認班】

遺体を迅速かつ適正に火葬するために必要な措置をとる。

特例許可証の

発行

通常の手続きが困難な場合には、緊急時の対応とし

て、迅速かつ的確な処理を期すため、通常使用される

火葬許可証に代わる証明書として「特例許可証」を必

要に応じて発行する。

広域火葬の

実施

１ 火葬場の被災状況を把握し、火葬を行うことが困

難と判断した場合は、「東京都広域火葬実施計画」

に基づき、都に広域火葬の応援・協力を要請する。

２ 市民に対し、都内全域が広域火葬体制にあること

を周知し、理解と協力を求める。

３ 都の調整により割り振られた火葬場に、火葬に必

要な事項を確認する。

４ 遺体の搬送に必要な車両を確保する。交通規制が行

われている場合には、緊急通行車両により行う。

また、受入火葬場まで遺体搬送ができない状況とな

った場合には、都に対して遺体搬送手段の確保を要請

する。

身元が判明

しない遺体

火葬台帳、火葬関係書類を作成する。

なお、安否確認班は、遺骨を遺留品とともに保管し、

１年以内に引取り手が判明しない場合は、身元不明者

扱いとし、都営納骨堂等に保管する。



第３部 災害応急・復旧計画：第６章 避難者対策

風-132

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第６章 避難者対策

風水害に備えて、被災者の生命、身体の安全確保等について適切な避難対策や、

集中豪雨に関する情報提供や注意喚起を講じる。

市は避難情報を発令した際は、速やかに避難所を開設し、避難者を受け入れる。

＜発災前後の活動の流れ＞

時
間
の

目
安

5 日前

～

4 日前

４日前～

２日前

３日前～

１日前

24～８

時間前

12～３

時間前
発災直前 発災直後

２日目

以降

市
 
災
害
対
策
本
部
 

警
察
署

〇土砂災害警戒区域住民への注意喚起

○避難行動要支援者への早期準備

○自主避難所の開設準備

○避難情報発信準備

○指定避難所の開設の準備

○福祉避難所の開設の準備

○自主避難所の開設

〇土砂災害専用避難所の開設

○避難所の開設

○高齢者等避難の発令

○庁舎利用者への安全措置

○避難行動要支援者の避難の実施

○避難所での飼育動物受入準備

○避難指示の発令

○避難所の運営

○一時滞在施設での避難者受け入れ

○住民避難の撤退

○防災対応要員の退避

○避難所の運営

○福祉避難

所の運営

○避難誘導
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第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第１節 避難誘導

応 急 対 策

１ 避難誘導 市、都、警察署、消防署、教育委員会

(1) 自主避難

機関 内容

市

災害時に事前避難を必要とする地域をあらかじめ定めておき、その

地域の市民に対しては、避難所、避難経路、避難の方法等を事前に周

知徹底させ、災害時には積極的に自主避難するよう指導する。

警察署

災害が発生するおそれがある場合、市に協力して早期に避難の指導

を行い、要配慮者等は、自主的に避難させるほか、安全地域の親戚、

知人宅へ自主的に避難するよう指導する。

市民 自主避難を基本とし、安全な場所へ避難する。

(2) 避難情報の発令

機関 内容

市

１ 管轄区域内において危険が切迫した場合、本部長（市長）は警察

署長及び消防署長と協議の上、地域、避難先を定めて避難情報を発

令する。この場合、本部長（市長）は直ちに都知事に報告する。

２ 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合、市民の生

命、身体に対する危険を防止するため、特に必要があると認めると

き、本部長（市長）は警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する

者以外に対し当該区域への立入を制限し、若しくは禁止し、又は当

該区域からの退去を命じる。

３ 大雨による土砂災害発生の危険度が高まり、都及び気象庁から土

砂災害警戒情報等が発表された場合、本部長（市長）は、必要に応

じて気象防災アドバイザー等の専門家の技術的な助言等を活用し，

適切に判断を行ったうえで、市内の土砂災害警戒区域等に警戒区域

を設定し、当該箇所の市民に対し避難指示を発令する。

警察署

現場において、著しく危険が切迫しており、本部長（市長）が避難

指示を発するいとまがないと認められるとき又は本部長（市長）から

要請があった場合、警察官が直接市民に避難を指示する。この場合、

警察官は直ちに本部長（市長）に通知する。
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第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

(3) 避難誘導

機関 内容

市

１ 避難情報を発令した場合、市は警察署及び消防署の協力を得て、

なるべく地域又は自治会・町内会単位に、避難所等に誘導する。

２ この場合、市は避難先となる施設に職員を派遣するか、又は避

難先となる施設の運営代表者と連絡を密にし、連絡内容に間違い

が生じないようにする。

警察署

１ 避難情報が発令された場合、市等に協力し、避難所等に市民等

を誘導収容する。

２ 誘導する場合、危険箇所に立入禁止措置を講ずるほか、要点に

誘導員を配置し、各種の事故防止に努める。

また、夜間の照明資材はもとより、各種資器材を活用して適切

かつ迅速な誘導を行う。

３ 浸水地区においては、必要に応じて舟艇、ロープ等の資材を活

用し、安全を期する。

４ 避難指示に従わない者については極力説得に努めながら確実

に、避難させる。

消防署

避難情報が発令された場合、災害の規模、気象状況、災害の拡大

の経路及び部隊の運用状況を勘案し、避難に関する必要な情報を防

災関係機関に通報する。

教育

委員会

避難所、避難経路及び保護者への引渡し場所は、防災関係機関と

連絡を密にし本計画に即して選定する。

【避難誘導】

住 民

市
避難情報

の伝達

警察署

消防署

協
力

要請

支援

要配慮者

避難誘導

都
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第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第２節 避難所等の指定、開設・管理運営

応 急 対 策

１ 避難所等の開設時期 市

避難所等は下表の開設時期に基づいて、開設される。

種別 開設時期

避難所 避難情報を発令する際に開設する。

福祉避難所
一般の避難所での生活が困難な要配慮者に対し、災害対

策本部の要請に基づき、開設する。

土砂災害警戒区

域専用避難所

各種気象情報等から土砂災害の発生が懸念される場合等

において、開設する。

自主避難所
各種気象情報等から風雨が強まることが懸念される場合

等において、開設する。

一時滞在施設
公共交通機関が運航停止し、帰宅困難者が発生した場合

等において、開設する。

＜避難所＞ （令和６年１月現在）

番
号

施設名 所在地
収容人数※2

（人）

浸水深※3

（ｍ）

１ 田 無 小 学 校 田無町 4-5-21 1,558 0.1―0.5

２ 保 谷 小 学 校 保谷町 1-3-35 966 0.1―0.5

３ 保 谷 第 一 小 学 校 下保谷 1-4-4 987 -

４ 保 谷 第 二 小 学 校 柳沢 4-2-11 1,053 0.1―0.5

５ 谷 戸 小 学 校 緑町 3-1-1 949 0.1―0.5

６ 東 伏 見 小 学 校 東伏見 6-1-28 966 1.0―2.0※１

７ 中 原 小 学 校 ひばりが丘 2-6-25 1,532 0.1―0.5

８ 向 台 小 学 校 向台町 2-1-1 1,133 0.1―0.5

９ 碧 山 小 学 校 中町 5-11-4 975 0.5―1.0※１

10 芝 久 保 小 学 校 芝久保町 3-7-1 864 0.1―0.5

11 栄 小 学 校 栄町 2-10-9 1,060 -

12 谷 戸 第 二 小 学 校 谷戸町 1-17-27 1,042 -

13 東 小 学 校 東町 6-2-33 1,024 0.1―0.5

14 柳 沢 小 学 校 南町 2-12-37 1,041 0.1―0.5

15 上 向 台 小 学 校 向台町 6-7-28 1,315 -

16 本 町 小 学 校 保谷町 1-14-23 840 0.1―0.5

17 住 吉 小 学 校 住吉町 5-2-1 838 -

18 け や き 小 学 校 芝久保町 5-7-1 1,483 1.0―2.0※１
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第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

番
号

施設名 所在地
収容人数※2

（人）

浸水深※3

（ｍ）

19 田 無 第 一 中 学 校 南町 6-9-37 1,166 -

20 保 谷 中 学 校 保谷町 1-17-4 1,377 0.1―0.5

21 田 無 第 二 中 学 校 北原町 2-9-1 959 0.1―0.5

22 ひ ば り が 丘 中 学 校 ひばりが丘 3-2-42 1,515 0.1―0.5

23 田 無 第 三 中 学 校 西原町 3-4-1 978 0.1―0.5

24 青 嵐 中 学 校 北町 2-13-17 1,742 -

25 柳 沢 中 学 校 柳沢 3-8-22 970 0.1―0.5

26 田 無 第 四 中 学 校 向台町 2-14-9 1,063 0.1―0.5

27 明 保 中 学 校 東町 1-1-24 1,005 0.1―0.5

28 東京都立田無 高等学 校 向台町 5-4-34 995 0.1―0.5

29 東京都立保谷 高等学 校 住吉町 5-8-23 986 1.0―2.0※１

30 東京都立田無工科高等学校 向台町 1-9-1 920 0.1―0.5

31 武 蔵 野 大 学 新町 1-1-20 1,985 3.0―5.0※１

32 日 本 文 華 学 園 西原町 4-5-85 168 0.5―1.0※１

合計（32 箇所） 35,455 -

※１ 原則、水害時は使用しない。
※２ 収容人員は有効面積（小・中学校は体育館と普通教室面積、高校は体育館面積、そ

の他の施設は延べ面積の１／３）に対し、3.3 ㎡当たり２人で算定した。
※３ 浸水深は、時間最大雨量 153mm、総雨量 690mm の雨が降った場合に予想される深さ

を記載したもので、東京都による「石神井川及び白子川流域浸水予想区域図（令和
元年５月改定）」「黒目川、落合川、柳瀬川、空掘川及び奈良橋川流域浸水予想区域図
（令和元年 12 月改定）」を基に作成した。

＜一時滞在施設＞ （令和６年１月現在）

番号 施設名 所在地
収容人数
（人）

１ コ ー ル 田 無 田無町 3-7-2 343

２
南町スポーツ・文化交流セ

ン タ ー 「 き ら っ と 」
南町 5-6-5 608

３ 谷 戸 公 民 館 ・ 図 書 館 谷戸町 1-17-2 247

４ 芝久保公民館・図書館 芝久保町 5-4-48 246

５ 柳 沢 公 民 館 ・ 図 書 館 柳沢 1-15-1 323

６ 保谷駅前公民館・図書館 東町 3-14-30 371

７ ひ ば り が 丘 図 書 館 ひばりが丘 1-2-1 50

８ ひ ば り が 丘 公 民 館 ひばりが丘 2-3-4 181

合計（８箇所） 2,369

※有効面積は各施設の延べ面積の１／３とした。収容人員は有効面積に対し、3.3 ㎡当
たり２人で算定した（「一時滞在施設の確保及び運営のガイドライン」（首都直下地震
帰宅困難者等対策協議会）を参考）。なお、図書館は 3.3 ㎡当たり１人とした。

※一時滞在施設は、施設の安全性や利用状況、被害状況等を確認した上で開設可否を決
定するため、全ての施設が開設されない場合がある。
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第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

＜福祉避難所＞ （令和６年４月現在）

番号 施設名 所在地 浸水深(ｍ)※2

1
田 無 総 合 福 祉
セ ン タ ー

田無町 5-5-12 -

2
谷 戸 高 齢 者 在 宅
サ ー ビ ス セ ン タ ー ※ ３ 谷戸町 3-23-8 -

3 保 谷 障 害 者 福 祉 セ ン タ ー 保谷町 1-6-20 -

4 老 人 憩 い の 家 ｢ お あ し す ｣ 南町 3-18-40 -

5 東京都立田無特別支援学校 南町 5-15-5 0.1―0.5

6 住 吉 会 館 ( ル ピ ナ ス ) 住吉町 6-15-6 0.5―1.0※１

7 下 保 谷 福 祉 会 館 下保谷 4-3-20 0.1―0.5

8 新 町 福 祉 会 館 新町 5-2-7 -

9 富 士 町 福 祉 会 館 富士町 6-6-13 0.1―0.5

10 ひ ば り が 丘 福 祉 会 館 ひばりが丘 2-8-27 -

11 田 無 保 育 園 緑町 1-2-26 -

12 そ よ か ぜ 保 育 園 ひばりが丘 3-1-25 0.1―0.5

13 は こ べ ら 保 育 園 富士町 1-7-2 -

14 向 台 保 育 園 南町 3-23-1 0.5―1.0※１

15 西 原 保 育 園 芝久保町 5-4-2 0.5―1.0※１

16
社会福祉法人たつの子の会
西 東 京 み ど り 保 育 園

緑町 2-15-12 -

17 芝 久 保 保 育 園 芝久保町 1-14-32 -

18 す み よ し 保 育 園 住吉町 3-14-14 -

19 な か ま ち 保 育 園 中町 4-4-16 -

20 ひ が し 保 育 園 東町 2-4-13 -

21
社 会 福 祉 法 人 至 誠 学 舎
東 京 し も ほ う や 保 育 園

下保谷 3-8-15 0.5―1.0※１

22 や ぎ さ わ 保 育 園 柳沢 5-8-2 -

23 け や き 保 育 園 西原町 4-5-96 -

24
社 会 福 祉 法 人 ナ オ ミ の 会
ほ う や ち ょ う 保 育 園

保谷町 3-13-1 -

25 ひ ば り が 丘 保 育 園 ひばりが丘 2-3-5 -

26
社 会 福 祉 法 人 青 柳 保 育 会
東 伏 見 え に し だ 保 育 園

東伏見 2-11-11 0.5―1.0※１

27 こ ま ど り 保 育 園 下保谷 2-4-2 0.5―1.0※１

28 高 齢 者 セ ン タ ー ｢ き ら ら ｣ 富士町 1-7-69 0.1―0.5

29
障 害 者 総 合 支 援 セ ン タ ー
｢ フ レ ン ド リ ー ｣

田無町 4-17-14 0.1―0.5

合 計(29 箇所)

※１ 原則、水害時は使用しない。
※２ 浸水深は、時間最大雨量 153mm、総雨量 690mm の雨が降った場合に予想される深さを記載し

たもので、東京都による「石神井川及び白子川流域浸水予想区域図（令和元年５月改定）」「黒
目川、落合川、柳瀬川、空掘川及び奈良橋川流域浸水予想区域図（令和元年 12 月改定）」を基
に作成した。

※３ 令和６年９月 30 日で事業終了予定。
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第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

２ 土砂災害警戒区域専用避難所の開設・運営 市

土砂災害警戒区域専用避難所の開設、運営及び管理については、別に定める。

ただし、柳沢中学校については、自主避難所としても開設するため、開設、運

営及び管理については、「３ 自主避難所の開設・運営」に準拠する。

＜土砂災害警戒区域専用避難所＞

（令和６年１月現在）

施設名 所在地

東伏見コミュニティセンター 東伏見 5-10−22 

柳沢中学校 柳沢 3-8−22 

３ 自主避難所の開設・運営 市

初動要員は、自主避難所の開設が決定された場合には、速やかに施設の安全

を確認し、受入態勢を整える。

(1) 自主避難所の開設【危機管理班、学校避難所班、学校連絡調整班】

初動要員は、あらかじめ指定される学校へ参集し、施設管理者と協力し、

自主避難所を開設する。

(2) 自主避難所の運営【危機管理班、学校避難所班、学校連絡調整班】

避難所配置職員は、初動要員により開設された避難所を引き継ぎ、施設管

理者と連携し、自主避難所を運営する。

(3) 避難者の把握・誘導【学校避難所班】

初動要員及び避難所配置職員は、避難者数の把握、負傷者等への対応、要

配慮者用エリアの確保等を実施するとともに、避難者が教室等の立入禁止場

所に立ち入ることの無いよう適切な規制措置を講じ、施設内に誘導する。

(4) 避難者の受入れが困難な場合【学校避難所班】

初動要員及び避難所配置職員は、開設した自主避難所だけでは避難者の受

入れが困難な場合、学校避難所班に報告する。

(5) 防災関係機関への通知【危機管理班】

危機管理班は、自主避難所の開設状況を直ちに防災関係機関に通知する。

(6) 広報の実施【広報班】

広報班は、市民に対して自主避難所の開設状況の広報を実施する。
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第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

(7) 自主避難所の閉鎖

指定避難所の開設が決定した場合、自主避難所は避難所に移行する。また、

本部長（市長）が自主避難所の開設の必要がなくなったと判断した場合には、

これを閉鎖する。

＜自主避難所＞

施設名 所在地 備考

保谷小学校 保谷町 1-3-35

保谷第一小学校 下保谷 1-4-4

谷戸小学校 緑町 3-1-1

向台小学校 向台町 2-1-1

芝久保小学校 芝久保町 3-7-1

柳沢中学校 柳沢 3-8-22

エコプラザ西東京 泉町 3-12-35 ペット同伴のみ

※ 施設の状況により自主避難所の開設が困難な場合は、危機管理班に報告し、代替施設

を調整する。

４ 避難所の開設 市

市は、災害等の状況により開設済みの自主避難所に加え、開設する避難所を

選定するとともに、避難所運営協議会等と連携を図り、速やかに施設の安全を

確認し受入態勢を整える。

(1) 避難所の開設方法【危機管理班、学校避難所班、学校連絡調整班】

初動要員は、あらかじめ指定される学校へ参集し、施設管理者や避難所運

営協議会と協力し、各避難所を開設する。

(2) 安全点検・施設稼動状況の確認【学校避難所班】

避難所内の安全点検、電気・水・トイレ等の施設点検、情報収集手段の確

保等を行う。

(3) 避難者の把握・誘導【学校避難所班】

初動要員及び避難所配置職員は、避難者数の把握、負傷者等への対応、要

配慮者用エリアの確保等を実施するとともに、避難者が教室等の立入禁止場

所に立ち入ることの無いよう適切な規制措置を講じ、施設内に誘導する。

(4) 指定された避難所だけでは不足する場合【学校避難所班】

指定された避難所だけでは避難者の受入れが困難な場合には、他の公共及

び民間の施設管理者に対し、避難所として施設の提供を要請する。
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第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

(5) 広報の実施【広報班】

広報班は、市民に対して避難所の開設状況の広報を実施する。

(6) 指定された避難所以外の施設に避難者が集結した場合【危機管理班】

施設管理者の同意を得た上で、避難所として開設するよう努める。

(7) 関係機関への通知【危機管理班】

危機管理班は、避難所の開設状況を関係機関に通知する。

５ 避難所の運営 市、市民

避難所は、市と避難してきた市民等の避難者との協働により運営を行う。以

下に避難所における役割を示す。

避難所

運営組織

（避 難 者）

運営代

表者、

運営主

体

１ 避難所運営組織は、防災市民組織の構成員、自治

会・町内会長等の地域住民など平時に学校に設置さ

れ、主に市民により構成される避難所運営協議会と

避難者からなる組織をいう。

２ 避難所の運営代表者は、実際に避難所を運営する

避難所運営組織構成員（市の職員以外の者をいう。）

から選出する。

３ 避難所の運営代表者は、避難所の管理運営に際し

て積極的に女性を要職に登用し、年齢や性別、障害の

有無等、多様な視点に配慮する。さらに、避難所運営

組織の中に、避難所運営に必要な役割体制を構築す

るとともに、衛生管理担当者・防火担当責任者を設置

する。

学校避難所

班

運営

支援
食料や生活必需品の調達等を行う。

ボランティ

ア従事者

運営

補助

避難所の運営代表者及び避難者の代表と協議しなが

ら、避難所の運営を補助する。

(1) 避難所の運営【市民、学校避難所班】

ア 避難者収容記録簿の作成

運営代表者は、避難者名簿（カード）を配布・回収の上、これを基に避

難者収容記録簿をできる限り早期に作成する。

イ 食料、生活必需品の調達・供給

学校避難所班は、避難所全体で集約された食料、生活必需品、衛生用品

その他物資の必要数を物資調整班に報告し、必要物資を調達する。
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第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

ウ 清掃・衛生対策

運営代表者は、避難者との協力によりトイレ、ゴミ置き場等の清掃体制

を確立する。

エ 飲料水の安全確保

都が編成する「環境衛生指導班」の協力を得て、飲用しようとする水が

塩素剤等で消毒されているか、確認を行う。それ以降は、避難者が自主的

に消毒を行えるように環境衛生指導班が避難者に消毒薬を配布し、消毒方

法及び消毒の確認方法を指導する。

オ 食品の安全確保

都が編成する「食品衛生指導班」と連携し、避難者に対する食品の衛生

的な取扱いの指導等を行う。

(ｱ) 避難所における食品取扱管理者の設置促進等、食品衛生管理体制確立

(ｲ) 食品の衛生確保、日付管理等の徹底

(ｳ) 手洗いの励行

(ｴ) 調理器具の洗浄殺菌と使い分けの徹底

(ｵ) 残飯、廃棄物等の適正処理の徹底

(ｶ) 情報提供

(ｷ) 殺菌、消毒剤の適切な使用

(ｸ) 乳幼児、高齢者などの食事の特性に応じた衛生指導

カ トイレ機能の確保

被災後、断水した場合には、学校のプール、震災用井戸等で確保した水

を使用し、機能の回復を図る。

キ プライバシーの保護

運営代表者は、避難所生活の長期化に対応して、避難者の性別等も踏ま

え、更衣室や授乳室等の確保などプライバシー確保に留意する。

ク 情報の提供

避難所に避難した避難者に対し、正確かつ迅速な情報提供を行うため、

テレビ・ラジオ等の設置、臨時広報紙の発行、特設公衆電話、インターネ

ット、ファクシミリ等の整備を行う。被災者の特性に応じた情報提供手段

をとるものとする。

ケ 避難者の把握

避難所ごとに収容されている避難者に係る情報の早期把握及び避難所で
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第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

生活せず食事のみ受け取りに来ている被災者等（在宅避難者）に係る情報

の把握に努め、必要な措置について配慮する。

コ 安否情報の提供

被災者の安否について市民等から照会があったときは、被災者等の権利

利益を不当に侵害することのないよう配慮しつつ、消防、救助等人命に関

わるような災害発生直後の緊急性の高い応急措置に支障を及ぼさない範囲

で、可能な限り安否情報を回答するよう努めるものとする。

サ ボランティアの受け入れ

市災害ボランティアセンター等を通じて、避難所で活動するボランティ

アを受け入れる。

シ 避難者の移動

災害の規模、被災者の避難状況、避難の長期化等に鑑み、必要に応じて、

旅館、ホテル、都立施設、国施設や民間施設等の活用を検討し、それらへの

移動を避難者に促す。

ス 避難所の設置・維持の適否の検討

避難所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や、道路

の途絶による孤立が続くと見込まれる場合は、当該地域に避難所を設置・

維持することの適否を検討する。

(2) 要配慮者への配慮【学校避難所班、市民】

要配慮者に対し以下の点に留意し、配慮に努める。

ア 障害者の意思疎通が行えるよう、手話や文字・音声など障害者等に配慮

した情報伝達方法を確立するよう努める。

イ 市は、避難所を開設した場合、ボランティア等の協力を得て要配慮者を

把握し、健康状態等について聞き取り調査を行う。

ウ 市は、調査の結果に基づき、必要とする食料、生活必需品等の調達をす

るほか、避難所内でも比較的落ち着いた場所を提供するなどの配慮を行う。

また、必要に応じて、避難所から福祉避難所への移送を検討する。

エ 市は、上記調査等を実施する場合、運営代表者等と協議を行う。

(3) 開設が長期化する場合の避難所の運営【学校避難所班、救命救護健康班、

市民】

避難所の開設が長期化する場合、以下の点に留意する。

ア 避難者が落ち着きを取り戻すまでの避難所の運営

(ｱ) グループ分けの実施

(ｲ) 情報提供体制の整備



第３部 災害応急・復旧計画 第６章 避難者対策

第２節 避難所等の指定、開設・管理運営

風-143

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

(ｳ) 避難所運営ルールの徹底

(ｴ) 避難所のパトロール等

イ 避難者が落ち着きを取り戻した後の避難所の運営

(ｱ) 自主運営体制等の整備（女性や要配慮者の参画を推進し、男女等のニー

ズの違いなどの視点に配慮）

(ｲ) 暑さ寒さ対策、入浴及び洗濯の機会の確保、生活環境等の改善対策

(ｳ) 避難所の運営に関する役割分担の明確化と、避難者に過度の負担がかか

らないよう配慮

(ｴ) 学校授業再開に向けた対策

(ｵ) 避難所の閉鎖を考慮した運営

ウ 保健・衛生対策

(ｱ) 救護所の設置

(ｲ) 巡回健康相談、栄養相談の実施

(ｳ) 入浴、洗濯対策

(ｴ) 食品衛生対策

(ｵ) 西東京市避難施設管理運営ガイドライン別冊（感染症流行時版）に基づ

いた感染症予防対策

(ｶ) 子どものメンタルヘルス対策

(ｷ) 集団生活が難しい人への対応（福祉避難所への移送検討や避難所内に個

別スペースを設置）

エ 避難所の移転等

施設の本来機能を回復するため、災害の復旧状況や避難者の状況を勘案

しつつ、避難所の統廃合や避難者の移転先を検討する。また、状況によっ

て公共施設等を避難所として開設することを検討する。

(ｱ) 運営代表者は、本部長（市長）から統廃合の連絡があった場合、その旨

を避難者等に伝える。

(ｲ) 運営代表者は、避難所を閉鎖した旨を学校避難所班に連絡するとともに、

施設管理者（学校長等）にも報告する。

６ 福祉避難所の開設 市

(1) 福祉避難所の開設【福祉避難所班、保育班、子ども家庭支援班】

福祉避難所班、保育班、子ども家庭支援班は避難所で生活している要配慮

者、乳幼児又は妊婦に対し、介護等必要なサービスを提供するため、社会福

祉施設や保育園等を福祉避難所として災害対策本部の指示に基づき必要に応
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第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

じて開設する。

(2) 福祉避難所の開設方法【福祉避難所班、保育班、子ども家庭支援班】

福祉避難所班、保育班、子ども家庭支援班は、施設管理者と協力し、施設

利用者の安全を確保するとともに、相談員と避難スペースが確保できた時点

で福祉避難所を開設する。

(3) 安全点検・施設稼動状況の確認・保健衛生対策【福祉避難所班、保育班、

子ども家庭支援班、救命救護健康班】

福祉避難所内の安全点検、電気・水・トイレ等の施設点検、情報収集手段

の確保等を行う。

(4) 介護・福祉サービス提供【福祉避難所班、安否確認班、子育て支援班】

介護・福祉サービス提供事業者と協力し、介護・福祉サービスを提供する。

(5) 関係機関への通知【危機管理班】

危機管理班は、福祉避難所を開設したとき、開設の日時、場所、避難者の

数及び開設予定期間等を、速やかに所定の様式により、都福祉局及び警察署、

消防署等、関係機関に連絡する。

７ 福祉避難所の運営 市

福祉避難所の運営は、福祉避難所の施設職員、市職員、ボランティア及び介

護を行う親族等により行う。運営手順については、「５ 避難所の運営」に準拠

する。

８ 動物救護 市、都、関係機関

災害時における飼育動物については、飼い主の責任の下に飼育・管理をする

こととなる。

市は、危害防止及び動物愛護の観点から、負傷又は放し飼い状態の動物の保

護や適正な飼養に関し、都・市獣医師会、ボランティア等との協力体制を確立

する。

※飼育動物とは、飼育されている犬・猫等の動物とする（「動物の愛護及び管理

に関する法律施行令（昭和50年政令第107号）」別表に規定する動物を除く。）。

(1) 動物の保護【都（保健医療局）、関係機関】

都は、都や都獣医師会等関係団体が協働して設置する「動物救援本部」を

中心として、「動物保護班」及び「動物医療班」を編成し、被災動物の保護等

を行う。「動物保護班」では、市区町村、都獣医師会、動物愛護ボランティア

等の協力による飼い主不明の被災動物の保護及び動物保護施設への搬送を行
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第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

う。「動物医療班」では、市区町村等からの要請により、避難所等における獣

医療提供等の支援を行う。

また、「動物救援本部」が実施する動物救護活動の一時的な拠点として、動

物愛護相談センター等の動物保護施設を提供する。

(2) 避難所における動物の適正な飼養【環境班、学校避難所班、都（保健医療局）】

市は、開設した避難所の敷地内又は隣接地等に同行避難動物の飼養場所を

設置する。環境班は、動物の飼養状況を把握し、都や関係団体へ情報提供を

行う。

また、避難所での飼育動物の対策は以下に基づき、各避難所で詳細を定め

る。環境班は、市獣医師会と協力し、飼い主とともに避難した飼育動物の適

正管理・環境衛生についての必要な指導・助言を行う。

ア 避難所の飼育動物の管理は、飼い主の責任で行う。

イ 飼料、水、ケージ、医薬品等の生活用品は、飼い主が準備する。

ウ 動物の愛護及び管理に関する法律施行令（昭和 50 年政令第 107 号）の別

表に定める特定動物は、避難所への同行はできないものとする。

エ 飼育場所は、居住スペースとは別とする。ただし、身体障害者補助犬法

（平成 14 年法律第 49 号）に規定する身体障害者補助犬（盲導犬、介助犬

及び聴導犬）についてはこの限りでない。

オ 飼育動物の避難所での飼育スペース・清掃等の詳細な飼育ルールは、事

前に避難所運営協議会で定めた飼育ルールに基づき運用する。

９ ボランティアの受入れ 市

(1) ボランティアの派遣要請【学校避難所班、福祉避難所班、保育班、

子ども家庭支援班】

市災害ボランティアセンターを通じて、避難所で活動するボランティアの

派遣要請を行う。

(2) ボランティアの受入れ【学校避難所班、福祉避難所班、保育班、

子ども家庭支援班】

「避難所管理運営の指針（区市町村向け）」に基づいたマニュアル等の業務

手順により、避難所で活動するボランティアを受け入れる。
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風-146

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第３節 被災者の他地区への移送・受入れ

応 急 対 策

１ 避難者の移送等 市、本部長（市長）、都

(1) 移送の実施【物資輸送班】

物資輸送班は、次のような避難者の移送が必要な場合、庁用車等の利用及

び協定先等への協力を要請し人員輸送を実施する。

ア 市街地大規模被害・危険物二次災害等の緊急事態において、避難所等か

ら多数の避難者を他地区等へ迅速に輸送する必要がある場合

イ 避難所から要配慮者等を福祉避難所等へ移送する必要がある場合

(2) 市外への移送【本部長（市長）、物資輸送班、危機管理班】

ア 本部長（市長）は、市内の避難所に被災者を受け入れることが困難なと

き、他地区（近隣の非被災地区若しくは小被災地区又は隣接県）への移送

について、都知事（都福祉局）に要請する。なお、隣接協定都市の長に協

議した場合、その旨を都知事に報告する。

イ 被災者の他地区への移送を要請した本部長（市長）は、移送先における

避難所管理者（市職員）を定め、移送先の市区町村に派遣するよう努める。

(3) 市外からの受入れ【本部長（市長）、危機管理班】

ア 都又は隣接協定都市から被災者の受入れを指示又は要請された場合、本

部長（市長）は直ちに避難所を開設し、受入態勢を整備する。

イ 移送された被災者の避難所の運営は、移送元の他市区町村が行い、市は

その運営に協力する。

ウ 都内又は隣接協定都市以外の遠方からの避難者の受入れ（広域一時滞在）

についても同様とする。

【移送先の決定】

福祉局

西東京市

①移送要請

非（小）被災市区町村

②被災者の受入れを照会・調整

④避難所の開設を指示要請

警視庁

③移送経路等について

警視庁と協議

協議も可能

都本部

道府県・九都県市

調整
②被災者の受入協議

（都県境を越える避難の場合）
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風-147

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第４節 要配慮者の安全確保

市は要配慮者への避難支援対策と対応した避難情報を発令するとともに、迅

速・確実な伝達体制を整備する。

＜発災前の活動の流れ＞

時
間
の

目
安

5 日前～

4 日前

４日前～

２日前

３日前～

１日前

24～８

時間前

12～３

時間前
発災直前 発災直後

市
 
災
害
対
策
本
部
 

＜発災後の活動の流れ＞

発災

市
 

市
災
害
対
策
本
部
 

機関 1 時間 1 日

○要配慮者の安否確認及び被災状況の把握
○福祉ニーズの把握

○在宅福祉サービスの継続的提供
○福祉避難所の活用
○要配慮者の施設への緊急入所
○特殊な医療等を必要とする

在宅要配慮者の支援
○在宅介護の実施

○福祉サービスの情報提供
○福祉避難所の応急対策の実施

○外国人支援対策の実施

3 日 1 週間以降

○避難行動要支援者名簿の用意

○土砂災害警戒区域等危険区域

に居住する要支援者の抽出

○避難支援者の調整

○避難車両の準備

○避難の準備状況の集約

〇避難の呼びかけ広報

○早期避難（自主避難）

○避難支援の実施

○避難状況の集約

○外国人支援対策の実施
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第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

応 急 対 策

１ 要配慮者の安全確保 市、避難支援等関係者

高齢者や障害のある方、外国人等の要配慮者については、障害の特性や住環

境、言語の違いなどを踏まえ、避難方法に配慮して、地域住民、防災市民組織

等の協力を得ながら適切に避難誘導し、安否確認を行う。また、被災した要配

慮者に対し、被災状況やニーズの把握に努めるとともに、継続した支援活動を

進める。

社会福祉施設における福祉サービスを継続実施するため、代替施設、必要物

資、要員等の早期確保を支援する。

(1) 要配慮者への避難情報の伝達【安否確認班、福祉避難所班、子育て支援班】

ア 情報伝達ルート

イ 情報伝達手段

情報の伝達手段は、障害等の状況に応じて、次の手段の活用を検討する。

(ｱ) 聴覚障害者

市ホームページ、インターネット（電子メール・市ＳＮＳ等）、安全・安

心いーなメール、ケーブルテレビ放送（Ｊ－ＣＯＭ）等

(ｲ) 視覚障害者

ＦＭ西東京、受信メールを読み上げる携帯電話、戸別受信機等

(ｳ) 肢体不自由者

フリーハンド用機器を備えた携帯電話、戸別受信機等

市

警察署

消防署

消防団

防災市民組織

福祉関係者

要配慮者



第３部 災害応急・復旧計画：第６章 避難者対策

第４節 要配慮者の安全確保

風-149

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

(2) 避難行動要支援者の避難支援【避難支援等関係者】

避難支援等関係者は、避難行動要支援者個別避難計画に基づき、避難行動

要支援者の避難支援を行う。

また、避難行動要支援者の生命や身体を緊急に保護する必要が認められる

場合、市は、本人の同意を得ずして、避難行動要支援者名簿を自治会・町内

会、防災市民組織、民生委員・児童委員、福祉関係者等に対して提供し、円

滑な避難支援に努める。

(3) 要配慮者の被災状況の把握【安否確認班、子育て支援班】

ア 要配慮者の安否確認及び被災状況の把握

市は、地域包括支援センター、民生委員・児童委員、市社会福祉協議会、

介護サービス提供事業者、ケアマネジャー等の協力を得ながら、速やかに

要配慮者に対応する窓口となる安否確認班を組織し、安否確認を含む被災

状況の把握に努める。

また、保護者を失う等の要保護園児・児童の早期発見、保護に努める。

イ 福祉ニーズの把握

被災した要配慮者等の福祉ニーズの把握に努める。

(4) 被災した要配慮者への支援活動【福祉避難所班、安否確認班、子育て支援班】

ア 在宅福祉サービスの継続的提供

(ｱ) 被災した要配慮者等に対し、居宅、避難所、応急仮設住宅等において、

事業者と協力し、補装具や日常生活用具の支給、ホームヘルパーの派遣等、

在宅福祉サービスの継続的な提供に努める。

(ｲ) デイサービス、ショートステイ等の早期再開を支援し、要配慮者等に対

する福祉サービスの継続的な提供に努める。

(ｳ) 心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）等に対応するため、心のケア対策

に努める。

イ 福祉避難所等の活用

健康福祉部・子育て支援部の各班は、福祉避難所等を活用し、避難所で

の生活が困難である要配慮者等への医療や介護など必要なサービス提供に

努める。

ウ 東京都災害福祉広域調整センターへの福祉専門職員の派遣要請

福祉避難所等において運営に支障を来している場合、東京都災害福祉広

域調整センターへ福祉専門職員の派遣を要請する。
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第４節 要配慮者の安全確保

風-150

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

エ 要配慮者の施設への緊急入所

居宅、避難所等では生活が困難な要配慮者等については、本人の意思の

下、事業者等の協力を得て、社会福祉施設への緊急入所の手続きを迅速に

実施する。

オ 特殊な医療等を必要とする在宅要配慮者の支援

特殊な医療を必要とする難病患者や人工透析患者等、またはその家族が、

機器の故障や電気、水、電話等の断絶により生命の危機に陥ることを防ぐ

ため、日頃からの備えに関する啓発とともに、発災直後からの支援に努め

る。

カ 在宅介護の実施

介護サービス提供事業者、ケアマネジャー、地域包括支援センター等と

連携し、ホームヘルプサービス、入浴サービス、介護方法の訪問指導など

を必要に応じて実施する。

キ 情報提供

健康福祉部・子育て支援部の各班は、関係団体やボランティア等の協力

を得て、要配慮者等に対して居宅、避難所及び応急仮設住宅等における福

祉サービスの情報提供を行う。

(5) 医療等の体制【救命救護健康班、都（保健医療局）】

透析患者や在宅難病等専門医療を必要とする患者への対応として、市は、

情報の収集や提供を行い、都、関係機関及び近県等との連携による医療体制

の強化に努める。

都は、東京ＤＰＡＴによるメンタルヘルスケア体制の確保を図ることによ

り、被災地における心身の健康維持や在宅療養者等への対応を行う。

(6) 食料等の確保【物資調整班】

物資調整班は、アレルギー対応食等を確保し、要配慮者のニーズに対応し

た食料の供給を図る。

(7) 避難所の整備【学校避難所班、福祉避難所班】

市は、避難所における要配慮者の視点を踏まえた施設・設備の整備に努め

るほか、要配慮者の特性に応じて必要となる物品を確保する。

(8) 応急仮設住宅【都市計画班】

市は、入居者の選定に当たっては、都が策定する選定基準に基づき、要配

慮者の優先入居に努める。



第３部 災害応急・復旧計画：第６章 避難者対策

第４節 要配慮者の安全確保

風-151

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

２ 社会福祉施設等との連携 市、消防署

(1) 福祉避難所の活用【福祉避難所班】

市は、社会福祉施設等を福祉避難所として活用し、避難所での生活が困難

である要配慮者等を避難させ、物資の提供、医療や介護など必要なサービス

を提供する。

(2) 社会福祉施設等と地域の連携【消防署】

消防署は、事業所、町会、自治会等との間及び施設相互間で災害時応援協

定を締結するようその促進を図る。

(3) 福祉避難所の応急対策【福祉避難所班、保育班、子ども家庭支援班】

速やかに福祉活動が実施できるよう、被災状況の把握、施設設備の応急復

旧及び代替建物の確保など必要な支援を図る。

ア 福祉避難所として指定されている施設の管理者は、通所者、利用者、職

員の安否及び所在を確認し、福祉避難所班、保育班又は子ども家庭支援班

に報告する。

イ 施設利用に支障を来す場合は、仮設間仕切り、仮設トイレ等の必要設備

を設置する。

ウ 被害が甚大で応急修理では使用できない場合は、一時的に施設を閉鎖し、

社会福祉施設以外の公共建築物のほか、協力の得られる民間施設を利用す

る。

３ 外国人支援対策 市、都

物資輸送班、ボランティア班は、ＮＰＯ法人西東京市多文化共生センター及

び市災害ボランティアセンター等と協力し的確な情報提供に努める。

また、都（生活文化スポーツ局）が開設する外国人災害時情報センター、東

京都防災（語学）ボランティア等との協力も併せて行う。

【外国人災害時情報センターの主な業務】

① 外国人が必要とする情報の収集・提供

② 市区町村等が行う外国人への情報提供に対する支援

③ 東京都防災（語学）ボランティアシステムを活用した東京都防災（語学）

ボランティアの派遣
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第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

【外国人災害時情報センター】

市区町村又は
市区町村災害ボランティアセンター

東京都防災(語学)
ボランティアシステム

派
遣
要
請

派
遣
要
請
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第１節 飲料水の供給

風-153

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第７章 物流・備蓄・輸送対策

被災者に対し、生命維持に最低限必要な食料・水・生活必需品等を供給する。

輸送車両、輸送拠点等を確保し、災害時の緊急輸送を円滑に行う。

＜発災後の活動の流れ＞

第１節 飲料水の供給

応 急 対 策

１ 給水基準 市

(1) 対象【上下水道班】

上下水道班は、災害の発生に伴い水道の供給が不可能となり、水を得るこ

とができない者に飲料水の供給を行う。

(2) 給水量【上下水道班】

市及び都は、所管の地域についてそれぞれ給水計画を確立し、一体となっ

て被災住民に対し飲料水の供給を行う。

給水量は、必要最小限として１日一人３Ｌを確保するものとし、状況に応

じて増量する。
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第１節 飲料水の供給

風-154

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

活動時期 経過日数

１日１人当たり

の目標水量

（用途）

主な給水

方法

住民の

運搬距離

初動活動期 発災直後

（３日後ま

で）

３Ｌ

（飲料水）

・拠点給水

・車両輸送

おおむね

２km
応急活動期

復旧活動期

復旧初期

（おおむね

10 日後まで）

３～20Ｌ

（炊事・洗濯等の

最低生活用水）

・拠点給水

・車両輸送

・仮設給水栓

等

250ｍ

～２km

復旧中期

（おおむね

20 日後まで）

20～100Ｌ

（３日に１回の

風呂・洗濯・トイ

レ１日１回）
・拠点給水

・車両輸送

・仮設給水栓

等

100～250ｍ

復旧後期

（おおむね

30 日後まで）

100

～250Ｌ

（震災前のレベ

ルまで限りなく

近づける）

宅地内設置

の仮設給水

栓～100ｍ

※３Ｌ／人・日とは、生命維持に必要な最低水量

２ 給水態勢 市、都

(1) 給水活動【上下水道班、都水道局（給水管理事務所）】

給水活動は、市と都水道局とがそれぞれの役割分担に従い、協力して実施

する。なお、市内３箇所（西東京栄町配水所、保谷町給水所、芝久保給水所）

の給水拠点は、水道局職員の参集を待たずに応急給水を行うことができる。

項目 内容

都水道局(給水管

理事務所)の役割

１ 水道施設の被害調査及び復旧作業を行う。

２ １次給水拠点である市内３箇所の給水拠点（西東京栄

町配水所、保谷町給水所、芝久保給水所）において、応急

給水資器材の設置を行う。

３ 市内の１次給水拠点施設において、市へ引き継ぐまで、

応急給水を行う。

市の役割

１ 市内の断水状況等の情報を集約し、応急給水の必要地

区を把握する。

２ 西東京市水友会に対し、給水タンク車等による運搬給

水を要請する。

３ 災害対策用受水槽や市施設の受水槽である２次給水拠

点施設、避難所の３次給水拠点施設における応急給水資
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第１節 飲料水の供給
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第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

器材の設置を行う。

４ 市内の給水拠点施設（１～３次すべて）において、応

急給水を行う。

(2) 応急給水方法【上下水道班、都水道局（給水管理事務所）】

上下水道班は、都水道局等と連携し、被害状況等を踏まえ、被災者へ以下

の方法で給水活動を行う。なお、給水活動では、(3)給水留意点に基づき、優

先順位の検討や要配慮者への配慮、広報を実施し、市民が混乱なく動けるよ

う努める。

方法 備考

１
備蓄ペットボトル飲

料水の配布

即応的に、市立小・中学校に備蓄しているペット

ボトル飲料水を利用する。

２

西東京栄町配水所、

保谷町給水所、芝久

保給水所から直接給

水（１次給水拠点）

給水拠点に整備された常設給水栓を利用する。

３
受水槽の利用

（２次給水拠点）
災害対策用受水槽・市施設の受水槽を利用する。

４ 仮設給水栓

避難所付近のあらかじめ指定した消火栓等及び避難

所に設置した応急給水栓に応急給水装置を設置し給水

する。復旧工事後の消火栓についても、同様とする。

５ 臨時給水栓 仮設管による臨時給水栓を設置し給水する。

６ 運搬給水

運搬給水は、水源地及び配水池等貯水施設（１次給

水拠点）において給水を実施し、その後２次給水拠点

（震災用井戸を除く。）を経由して、第３次給水拠点

（避難所に簡易貯水槽を設置）まで、水を運搬する。

市は、西東京市水友会へ、積込み、運搬先、運搬回

数の指示等の応急給水に係る活動の統制を実施する。

１次給水拠点
西東京栄町配水所、

保谷町給水所、芝久保給水所

２次給水拠点
災害対策用受水槽、市施設の受

水槽

３次給水拠点 避難所

７ ろ過給水
上記給水が困難な場合は、震災用井戸水をろ水機で

ろ過し、給水する等飲料水の確保に努める。※

８

震災用井戸、

プール水、

防火水槽の活用

トイレ又は洗濯などの生活用水として利用する。

※ろ水機でろ過した水は、水質検査及び消毒が必要である。また、水質検査は、

専門機関に委託し、飲み水用の消毒薬の配布及び消毒方法の指導等について

都に要請する。可能な限り、飲料水には１から６を利用する。
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第１節 飲料水の供給

風-156

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

(3) 給水留意点【上下水道班、都水道局（給水管理事務所）】

応急給水実施

の優先順位

病院等の緊急に水を要する施設や、要配慮者の施設、避

難所、飲食店・公衆浴場等には優先的に供給する。

要配慮者への

配慮

自力で給水を受けることが困難な要配慮者を支援するた

め、ボランティア等との連携を図る。

広報

給水場所、給水方法、給水時間等について、きめ細かく

広報する。報道機関に対しては、定期的に情報を提供する。

また、飲用井戸等を使用する市民に対しては、水質検査を

指導する。

(4) 水の安全確保【上下水道班、都水道局（給水管理事務所）、都（保健医療

局）】

市は都が編成する「環境衛生指導班」の協力を得て、飲料水の消毒や消毒

効果の確認などの指導を行う。

環境衛生指導班は、飲用しようとする水が塩素剤等で消毒されているか、

確認を行う。それ以後は、市民が自主的に消毒を行えるように、環境衛生指

導班が市民に消毒薬を配布し、消毒方法及び消毒の確認方法を指導する。

ライフライン復旧後は、市民が環境衛生指導班の協力を得て給水設備の点

検及び残留塩素濃度を確認し、飲用の可否等について、適正に周知する。
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第２節 食料・生活必需品等の供給

風-157

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第２節 食料・生活必需品等の供給

＜発災後の活動の流れ＞

応 急 対 策

１ 食料・生活必需品等の確保体制の構築 市

(1) 調達体制の整備【物資調整班】

被災者に食品等の給与を実施する場合、給食の順位、給食の範囲、献立、

炊き出し方法等について検討するとともに、炊き出しに必要な人員、調理器

具、熱源等を確保する。

被災者に対する炊き出しその他による食品等の給与の実施が困難な場合は、

都に応援を要請する。

市は、国・都及び協定業者等の協力の下、迅速に食料及び必要最小限の生

活必需品の調達に努める。
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第２節 食料・生活必需品等の供給

風-158

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

(2) 食料の調達【物資調整班】

炊き出し等の体制が整うまでの間、市及び都の備蓄又は調達する食料等を

供給する。

市は、道路啓開が本格化し、輸送が可能と考えられる４日目以降は、原則

として米飯による炊き出しを行うとともに、高齢者等の多様な食料需要に対

応するため、協定に基づく米穀等の調達、事業者の協力を得て弁当・おにぎ

りなどを調達する。

米殻等の

調達

１ 発災後およそ４日目以降、避難所等の体制が整い、米の炊

き出しによる食料提供が可能となった段階で、本部長（市長）

は「災害時における米穀調達に関する協力協定」に基づき、

西東京市米穀小売商組合から米穀を調達する。

２ 「災害時における麺類等の供給に関する協力協定」に基づ

き、保谷麺業協会から麺類等を調達する。

３ 生鮮食料品は、ＪＡ等から調達する。

国・都

への

調達要請

１ 米穀卸売業者の在庫で不足した場合、又は不足するおそれ

がある場合、物資調達・輸送調整等支援システムへの入力等

により、都福祉局に備蓄物資の放出及び不足物資の調達を要

請し、地域内輸送拠点で受領する。

２ 災害救助法適用後、食品の給与の必要が生じた場合、状況

により、物資調達・輸送調整等支援システムへの入力等によ

り、都福祉局に備蓄物資の放出を要請し、地域内輸送拠点で

受領する。

調整粉乳

等の備蓄

被災乳幼児（２歳未満）用として必要な調整粉乳は、市（３

日分）及び都（４日分）で確保する。

(3) 生活必需品の調達【物資調整班】

生活必需

品の調達

１ 「災害における生活必需品の供給に関する協定」に基づき、

大規模小売店など協定業者から調達する。

２ 流通状況に応じ、その他の卸売及び小売販売業者からも調

達する。

３ 災害救助法適用後、生活必需品等の調達数量に不足が生じ

たときは、状況により、物資調達・輸送調整等支援システム

への入力等により、都福祉局に備蓄物資の放出を要請し、地

域内輸送拠点で受領する。

４ 調達品については、原則として協定業者等によって避難所

等へ直接輸送する。
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第２節 食料・生活必需品等の供給

風-159

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

２ 食料・生活必需品等の供給・貸与 市、都

被災者に対する炊き出しその他による食品給与の配布基準は、原則として、

災害救助法施行細則に定めるところによる。食料・生活必需品等の配分方法に

ついては、給食の順位、給食の範囲、献立、炊き出し方法等を検討する。

炊き出し等の態勢が整うまでの間は、市及び都の備蓄又は調達する食料等を

支給する。被災者に対する炊き出しその他による食品等の給与の実施が困難な

場合は、炊き出し等について都に要請する。

(1) 食料の供給・輸送【物資調整班、物資輸送班、学校避難所班】

供給計画
物資調整班は、食料供給の対象者数から必要な数量を把握

し、調達・供給計画の作成を行う。

食料の輸送

物資輸送班は、関係部と連携を図りながら食料等を輸送す

る。

１ 備蓄食料の輸送：備蓄倉庫から搬出して避難所等へ輸送す

る。

２ 地域内輸送拠点からの輸送：保谷庁舎・田無庁舎から避難

所等へ輸送する。

３ 調達食料の輸送：調達食料については、原則として、協定

事業者等によって避難所等へ直接輸送する。

炊き出し

方法

１ 炊き出しは、避難者が主体となり、自治会・町内会、民間

協力団体・ボランティア等の協力を得て円滑に実施するよう

努める。

２ 市職員は、避難所等において避難者等が行う炊き出しを支

援する。

食料供給の

対象者

１ 避難者

２ 自宅残留者（炊事が不可能な者）

３ 救助作業・その他ボランティア等に従事する者

４ 帰宅困難者等で食料が必要な者

供給留意点

１ 食料の供給・配布は、避難所等において、災害救助法及

び災害救助法施行細則に定める基準にしたがって行う。

２ 食料の供給に当たっては、市民への事前周知等による公平

な供給、要配慮者への優先供給、衛生管理体制の確保に留意

する。

３ 炊き出しを行う際は、感染症対策を十分に講じながら実施

する。
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第２節 食料・生活必需品等の供給

風-160

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

(2) 生活必需品の供給・輸送【物資調整班、物資輸送班、学校避難所班】

供給計画

物資調整班は、被害の状況や避難者数又は、避難所からの

要請に基づき、必要数量を把握し、調達・供給計画の作成を

行う。

生活必需品

の輸送

物資輸送班は、備蓄の毛布等を備蓄倉庫から搬出して避難

所等へ輸送する。

生活必需品

供給の

対象者

住家に被害を受け、生活必需品を失い、必要最小限の日常

生活を営むことが困難な者（自宅に残留している被災者を含

む。）とする。

生活必需品

の内容

被災者の実情に応じて次に掲げる品目等を供給する。

寝具（タオルケット、毛布、布団等）、外衣（洋服、作業

着、子ども服等）、肌着（シャツ、パンツ等の下着）、身廻

品（タオル、手ぬぐい、くつ下、サンダル、かさ等の類）、

炊事用具（鍋、炊飯器、包丁、ガス器具等の類）、食器（茶

碗、皿、はし等の類）、日用品（石けん、ティッシュペーパ

ー、歯ブラシ、歯磨き粉）

供給留意点

１ 被災世帯に対する生活必需品の供給・配布は、原則とし

て災害救助法及び災害救助法施行細則に定める基準にした

がって行う。

２ 供給計画に基づき、民間協力団体等と協力して被災者に

公平に供給する。

３ 被災者に救助物資を供給したときは、原則として被災者

から受領書を徴する。

３ 燃料の供給要請等 市

施設・車両班は、給油の必要が生じた場合、最初に平時の取引先に給油を依

頼する。平時の取引先での給油調達が不可能な場合、協定先の石油関係団体等

に給油を要請する。石油燃料の供給を行う期間は、災害発生から都内全ての交

通規制が解除されるまでの期間とする。

また、協定先の被災などにより燃料の調達が困難な場合、都に燃料調達の協

力を仰ぐ。

４ 輸送拠点 市

物資調整班は、調達(都からの調達分を含む。)する食料、生活必需品等の輸

送及び配分の方法について定める。

物資輸送班は、地域内輸送拠点で受け入れた物資を避難所等へ輸送する。
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第３節 輸送車両等の確保

風-161

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第３節 輸送車両等の確保

応 急 対 策

１ 車両の確保 市

施設・車両班は、独自に調達計画を立てる。使用車両が調達不能になった場

合は、都財務局へ調達あっせんを要請する。

市が所有する全ての車両は、施設・車両班が集中管理を行う。

また、車両が不足する場合は、東京都トラック協会等に協力を要請する。

２ 緊急通行車両等の確認 市、警察署

(1) 緊急通行車両等の種類【施設・車両班】

緊急通行車両とは、以下の災害応急対策に従事する者又は同対策に必要と

される物資の緊急輸送を行う車両をいう。

ア 災害発生の警報の発令及び伝達並びに避難の指示に使用されるもの

イ 消防、水防その他応急措置に使用されるもの

ウ 被災者の救難、救助その他の保護に使用されるもの

エ 災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に使用されるもの

オ 施設及び設備の点検、応急復旧に使用されるもの

カ 清掃、防疫その他保健衛生に使用されるもの

キ 犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持に使用さ

れるもの

ク 緊急輸送の確保に使用されるもの

ケ その他災害発生の防御又は拡大の防止並びに軽減を図るための措置に使

用されるもの

(2) 緊急通行車両等の確認【施設・車両班、警察署】

ア 届出済証の交付を受けている車両の確認手続

施設・車両班は、警察に届出済証を提示するとともに、「緊急通行車両確

認申出書」を提出し、標章及び証明書の交付を受ける。

イ 届出済証の交付を受けていない緊急通行車両等の確認手続

施設・車両班は、警察に対して、緊急通行車両等確認申出書その他添付

書類を提出する。

ウ 地震発生後の届出

災害時の協定・契約締結している車両については、緊急通行車両等確認

申出書、協定書・契約書の写しのほか添付書類を警察署に持参し、緊急通

行車両としての申請を行う。



第３部 災害応急・復旧計画：第７章 物流・備蓄・輸送対策

第３節 輸送車両等の確保

風-162

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

(3) 輸送体制の確立【物資輸送班】

災害応急対策の実施に必要な人材や資器材等を輸送するため、市の所有す

る車両を活用するほか、運送業者等の車両を調達し、緊急物資や災害復旧資

器材等の緊急輸送体制を確立する。

(4) 車両の運用【施設・車両班】

車両の運用は施設・車両班が行い、各部の要請に基づき使用目的に合わせ

た適正配車を行う。通行禁止道路通行許可証は、車両前面の見やすい位置に

掲示し、標章は、車両に備え付ける。

３ 緊急輸送活動の実施 市

物資輸送班は、備蓄倉庫、地域内輸送拠点等から災害応急対策に必要な資器

材等を輸送する。この際、民間事業者のノウハウや能力の活用を検討する。

① 備蓄倉庫、地域内輸送拠点から避難所への輸送ルートの確保

② 緊急物資・支援物資の集積場所（保谷庁舎駐車場）からの物資輸送

③ 緊急物資・支援物資の集積場所への輸送ルートの確保

④ 避難所用発電機等のための燃料の搬送

⑤ 避難所等への災害時用生活用品等の物資搬送

４ 航空輸送の確保 市

(1) 輸送活動の確立【危機管理班】

危機管理班は、都と連携するとともに、警察署、消防署、自衛隊等の協力

を得て航空機による緊急輸送活動の確立を図る。

(2) 輸送基地の確保【危機管理班】

あらかじめ設定している緊急離着陸場（ヘリポート）のほか、臨時にヘリ

ポートが必要な場合には、警察署、消防署、自衛隊等と協議し、開設するヘ

リポートを選定する。

また、選定した当該災害時用臨時ヘリポートにおける障害物の有無等、利

用可能状況を都へ報告する。



第３部 災害応急・復旧計画：第８章 ごみ処理・トイレの確保及びし尿処理・障害物の

除去・災害廃棄物処理 第１節 ごみ処理

風-163

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第８章 ごみ処理・トイレの確保及びし尿

処理・障害物の除去・災害廃棄物

処理

災害時のごみ、障害物の処理を迅速に行うとともに、トイレの確保及びし尿の

収集・運搬を行い、市民の生活環境の保持を図る。

＜発災後の活動の流れ＞

第１節 ごみ処理

応 急 対 策

１ ごみ処理 市、都、柳泉園組合

大量に発生するごみの処理は、被災状況や要請を踏まえ、必要に応じて都が

収集・運搬機材等の確保を支援するなど、迅速な処理体制を整備・実施する。

また、被災地の衛生環境の確保を図る。

(1) ごみ収集処理計画の策定【環境班、関係機関】

市内の被災状況やボランティアの活動予定を踏まえ、ごみの発生推定量を

算出、一次集積場所の決定など、ごみ収集処理計画を速やかに策定する。

(2) ごみ処理対策【環境班、都（環境局、総務局）、柳泉園組合】

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）に基づき、

〇災害廃棄物処理実⾏計画の策定
〇災害廃棄物の除去・処理の実施

〇災害廃棄物処理実⾏計画の策定
〇災害廃棄物
の除去・処
理の実施



第３部 災害応急・復旧計画：第８章 ごみ処理・トイレの確保及びし尿処理・障害物の

除去・災害廃棄物処理 第１節 ごみ処理

風-164

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

災害に伴い発生したごみを、委託事業者とも協議の上、なるべく早く収集・

運搬し、処理する。

また、柳泉園組合（処理施設）は速やかに点検を行い、稼働できるよう措

置をとるとともに、市は必要に応じて調整・支援を都へ要請する。

さらに、市は必要に応じて、地方公共団体等の関係者によって組織する地

域ブロック協議会、災害廃棄物処理支援ネットワーク（D.Waste-Net）及び関

係業界団体、自衛隊、災害廃棄物処理支援員制度（人材バンク）等による調

整・支援を都へ要請する。

ア 一般廃棄物の収集及び処理

(ｱ) 防疫上、早期の収集が必要な生ごみ等腐敗性の高い可燃ごみは、最優先

で収集し、処理施設等へ運搬する。

(ｲ) ごみは可能な限り分別するよう市民に呼びかける。

イ 廃棄物の仮置き

粗大ごみ及び不燃性廃棄物等は柳泉園での中間処理を基本とするが、処

理能力を上回る場合、環境保全に支障のない公有地等を臨時集積地として

利用し、一時的にストックする。

ウ 公共空間のごみ

道路・河川等に堆積したごみは、原則として管理者が収集し仮置場へ搬

入後、極力減量化を図り最終処分場で処理する。



第３部 災害応急・復旧計画：第８章 ごみ処理・トイレの確保及びし尿処理・障害物の

除去・災害廃棄物処理 第２節 トイレの確保及びし尿処理

風-165

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第２節 トイレの確保及びし尿処理

応 急 対 策

１ トイレの確保及びし尿処理 市、事業所、事業者、市民

(1) 初期対応【環境班、上下水道班】

生活用水を用いて、下水道機能を確保するほか、仮設トイレ等を使用する。

なお、貯留分のし尿は原則として下水道施設への投入により処理する。

各避難所等の避難人数、災害用トイレ、し尿収集車台数等を把握した上で、

し尿処理計画を策定し、都下水道局と連携した下水道施設（清瀬水再生セン

ター）への搬入や、し尿処理施設などへの搬入を実施する。

確保できるし尿収集車のみでは対応できない場合、都に応援を要請する。

都は、市からの要請に基づき、被災していない他の自治体や事業者団体など

に対して、し尿収集車の確保についての広域的な調整･応援要請を行う。

(2) 避難所等における対応【環境班、上下水道班、事業所、市民】

ア 避難所等

(ｱ) 被災後、断水した場合には、学校のプール、井戸、雨水貯留槽等で確保

した水を使用し、下水道機能の活用を図る。それでもなお、水洗トイレが

不足する場合は、便槽付きの仮設トイレ等を用意する。

(ｲ) 発災後３日目までは、し尿収集車によるし尿の収集・運搬が困難な状況

が予想されることから、市は、可能な限りし尿収集車による収集を要しな

い災害用トイレを活用し、対応する。

(ｳ) 発災後４日目からは、市は、し尿収集車の確保状況に合わせ、し尿収集

車による収集が可能な災害用トイレを含めて確保し、対応する。

(ｴ) 備蓄分が不足した場合には、市は都に対して要請し、都は広域応援等に

より必要数を確保する。

イ 事業所・家庭等

(ｱ) ライフラインの供給停止により従来の生活ができなくなった地域におい

て、井戸等によって水を確保して下水道機能の活用を図る。

(ｲ) 上水機能に支障が発生している場合には、汲み置き、井戸、河川水等に

よって水を確保し、可能な限り既設水洗トイレを使用する。

(ｳ) 下水機能に支障が発生している場合には、事業所・家庭における備蓄を

活用する。



第３部 災害応急・復旧計画：第８章 ごみ処理・トイレの確保及びし尿処理・障害物の

除去・災害廃棄物処理 第２節 トイレの確保及びし尿処理

風-166

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

(3) 仮設トイレの設置【環境班、上下水道班、学校避難所班、福祉避難所班】

ア 仮設トイレの設置

(ｱ) 環境班は、上・下水道等ライフラインの被害状況と復旧見込みを勘案し、

避難所をはじめ被災地域における、仮設トイレの必要数及びし尿の収集処

理見込み量を把握する。

(ｲ) 上下水道班は、清瀬水再生センターの被害状況と復旧見込みを把握する。

(ｳ) 被災者の生活に支障が生じることのないよう、高齢者、障害のある方、

女性、子ども等に配慮するとともに、速やかに仮設トイレを設置する。

(ｴ) また、仮設トイレ等を設置する際には、高齢者、障害のある方、女性、

子ども等の安全性の確保等に配慮して、設置場所の選定等を行う。

イ 設置の基準

仮設トイレは災害発生当初は、避難者約 50 人当たり１基、その後、避難

が長期化する場合には約 20 人当たり１基を基準として設置する。

ウ 仮設トイレの調達

市備蓄の仮設トイレに不足が生じる場合、必要数を確保するために都に

協力を要請する。

また、トイレットペーパー、清掃用品、消毒薬、屋外設置時の照明施設

を手配する。

(4) 仮設トイレの管理・し尿処理【環境班、上下水道班、学校避難所班、

福祉避難所班、事業者】

ア 仮設トイレの管理

関係業者等と協力し、仮設トイレの管理を行う。

(ｱ) し尿収集業者、浄化槽清掃業者及び防疫対策業者に委託し、消毒を行う。

(ｲ) 設置場所の管理者及び防災市民組織等の市民に対して、日常の清掃等の

管理を要請する。

イ 処理

清瀬水再生センターの被害状況に応じてし尿の収集・処理の体制を確保

する。

ウ 要請

市は、必要に応じて調整・支援を都へ要請する。



第３部 災害応急・復旧計画：第８章 ごみ処理・トイレの確保及びし尿処理・障害物の

除去・災害廃棄物処理 第３節 災害廃棄物処理

風-167

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第３節 災害廃棄物処理

災害廃棄物処理は、市の被災状況を踏まえ、処理体制を確立し、再利用又は

適正処理を基本とした迅速な処理を実施する。

応 急 対 策

１ 災害廃棄物の処理代行 市

本部長（市長）は、廃棄物処理の特例措置が適用された場合、災害対策基本

法第 86 条の５第９項に基づき、国（環境大臣）に対して災害廃棄物の収集、運

搬及び処分の代行を要請することができる。

２ ボランティア等との連携による廃棄物処理 市

環境班は、市社会福祉協議会、ボランティア、関係機関等の支援を得て災害

廃棄物等の処理を進める場合には、作業実施地区や作業内容を調整・分担する

などして、効率的に災害廃棄物等の搬出を行う。

また、市が収集・運搬機材の不足や人員不足等の要請を行った場合、都は地

域ブロック協議会、災害廃棄物処理支援ネットワーク（D.Waste-Net）等への応

援要請及び調整を行う。市が対応できない場合に市の支援要請に応じて、自衛

隊の支援を求める。

３ 災害廃棄物処理 市、都、都建設事務所、関係機関

(1) 初期対応【環境班、都（環境局）、関係機関】

最終処分量の削減を図るため、風水害による建物の倒壊・流出により発生

する廃木材及びコンクリートがら等の再利用、適正処理を図る。

関係各部は、関係機関と協力し、災害廃棄物処理に必要となる情報を把握

し、災害廃棄物処理実行計画を策定する。

策定した災害廃棄物処理マニュアル及び災害廃棄物処理実行計画に準じて

災害廃棄物処理を実施する。

ア 臨時集積地への仮置き

多量の災害廃棄物が発生した場合は、公園等の仮置場候補地から臨時集

積地を選定し、仮置きするとともに、災害廃棄物の最終処分までの処理ル

ートの確保を図る。

イ 災害廃棄物処理対象範囲

災害廃棄物の撤去は、個人住宅や一部の中小事業所等に限り実施するが、



第３部 災害応急・復旧計画：第８章 ごみ処理・トイレの確保及びし尿処理・障害物の

除去・災害廃棄物処理 第３節 災害廃棄物処理

風-168

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

国・都等の倒壊建物の解体処理など特例措置も含め、公費負担による災害

廃棄物処理の対象となる範囲を定め、公表する。

ウ 都への報告

都が設置する「災害廃棄物処理部会」へ被害状況（廃棄物処理施設、家

屋等）及び災害廃棄物発生量の報告をする。必要に応じて応援を要請する。

(2) 災害廃棄物の除去・処理【環境班、道路班、上下水道班、

都（環境局）、都建設事務所、関係機関】

関係各班は、関係機関・市建災防協会と協力し、災害廃棄物除去、道路啓

開、倒壊建物の解体、仮置き、中間処理、最終処分を実施する。

災害救助法適用前は、市が除去の必要を認めたものを対象として実施する。

災害救助法適用後は、除去対象戸数及び所在を調査し、都に報告するととも

に、関係機関と協力して実施する。

ア 災害廃棄物除去

(ｱ) 危険なもの、道路通行上支障のあるもの等を優先的に収集・運搬する。

(ｲ) 住家及びその周辺に発生した災害廃棄物を、速やかに除去する。

(ｳ) 河川、公共下水道・排水路等の巡視を行うとともに、橋脚、暗きょ流入

口等に堆積した災害廃棄物を除去する。

イ 災害廃棄物処理

(ｱ) 臨時集積地に、災害廃棄物の選別等の処理設備を設置し、最終処分の円

滑化を図る。

(ｲ) 流失家屋等については、臨時集積地へ直接搬送し不燃、可燃等に分別し、

可能な限り木材やコンクリート等のリサイクルに努める。

(ｳ) アスベスト等有害な災害廃棄物については、専門業者に処理を委託し、

環境汚染に十分配慮する。

(ｴ) 建築物の解体作業現場におけるアスベスト飛散防止対策を含む粉塵飛散

防止対策を指導する。

(ｵ) 再利用が不可能なものに限り焼却処分するなど、できるだけ減容減量化

した上で、環境汚染防止に十分配慮しつつ最終処分場に搬入する。



第３部 災害応急・復旧計画：第８章 ごみ処理・トイレの確保及びし尿処理・障害物の

除去・災害廃棄物処理 第３節 災害廃棄物処理

風-169

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

【災害廃棄物処理の基本的流れ】



第３部 災害応急・復旧計画：第９章 ライフライン施設の応急・復旧対策

第１節 水道施設

風-170

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第９章 ライフライン施設の応急・復旧対策

上下水道、電気、ガス、通信などのライフライン関係機関における活動態勢を

確立する。

ライフライン関係機関が相互に連携を保ちながら応急対策、危険防止のための

諸活動を迅速に実施する。

第１節 水道施設

＜発災前後の活動の流れ＞

時
間
の

目
安

5～4

日前

４～２

日前

３～１

日前

24～

８時間

前

12～

３時間

前

発災

直前

発災

直後
２日目以降

市
 
災
害
対
策
本
部
 

都
 
水
道
局
 

〇ライフライン事業者 ○被害状況の把握

との連絡調整 ○人員、資器材等の確保

○西東京市水遊会への応援

要請

○応急措置の実施

○被害状況の把握

○点検の実施

○人員、資器材等の確保

○応急措置の実施

○広報の実施



第３部 災害応急・復旧計画：第９章 ライフライン施設の応急・復旧対策

第１節 水道施設

風-171

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

応 急 対 策

１ 活動態勢 市、都

(1) 都職員の活動態勢【都（水道局）】

職員は、発災時にはその所属する部署において、あらかじめ指定された応

急対策に従事することを原則とし、状況に応じて、必要な職員を確保する。

(2) 市職員の活動態勢【上下水道班】

上下水道班は、必要な人員、不足する車両及び資器材等について、西東京

市水友会へ応援を要請する。

電話の不通や混乱が考えられるため、市防災行政無線を活用し、応急連絡

態勢の確立を図る。

(3) 復旧活動に従事する民間事業者の確保【都（水道局）】

復旧活動に従事する民間事業者について、関係団体との協定、工事請負契

約における協力条項等により、あらかじめ必要な協力態勢を確保する。

２ 水道施設の応急対策 都、各事業者

(1) 被害状況の把握【都（水道局）】

災害発生後、速やかに浄水場、給水所等のポンプ運転状況、管路テレメー

タ記録等から異常箇所の情報を把握するとともに、水道施設及び工事現場等

を点検し、被害状況を把握する。

(2) 各事業者における対応【各事業者】

施設 内容

取水施設

１ 本流の流量増加の際は、内部規程に基づき、堰
せき

の操作を行う。

２ 洪水時の砂れきの流入による堆積の防止を図るとともに、流木

の激突による破壊を防止するため、所要の資器材を使用し、必要

な応急措置を行う。

３ じんかい、流木等の流入による取水低下を防止するため、所要

の資器材を使用し、必要な応急措置を行う。

貯水施設

１ 出水時の連絡、通報及び操作は、内部規程に基づき行う。

２ 原水の濁度増加に対処するため、凝集剤等を使用し必要な応急

措置を行う。

導水施設
災害時は監視を厳重にするとともに、亀裂等が発生した場合、木

樋、板棚、支保工等により必要な応急措置を行う。



第３部 災害応急・復旧計画：第９章 ライフライン施設の応急・復旧対策

第１節 水道施設

風-172

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

施設 内容

浄水施設

１ 濁度が上昇した原水に対しては、浄水薬品を適切に使用し、沈

殿処理を行う。

２ 沈殿池、ろ過池、配水池等に被害を生じたときは、速やかに応

急復旧を行う。

送水施設

破損箇所からの出水による二次災害を防止しながら、状況に応じ

て送水系統の変更等を行い、給水所への送水を確保するよう応急措

置を行う。

配水施設

１ 配水本管の破損は、制水弁を操作して二次災害を防止し、系統

変更、配水ポンプ運転の調整等により、断水が生じないよう応急

措置を行う。

２ 配水小管の破損は、制水弁を操作して、極力断水区間を少なく

するよう措置する。

３ 首都中枢機関等の重要施設の供給ルート確保を実施する。



第３部 災害応急・復旧計画：第９章 ライフライン施設の応急・復旧対策

第１節 水道施設

風-173

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

復 旧 対 策

１ 水道施設の復旧対策 市、都

(1) 取水・導水施設の復旧活動【都（水道局）】

取水・導水施設の被害は、浄水機能に大きな支障を及ぼすため、その復旧

は、最優先で行う。

(2) 浄水施設の復旧活動【都（水道局）】

浄水施設及び配水施設の被害のうち、施設の機能に重要な影響を及ぼすも

のについては、速やかに復旧活動を行う。

(3) 管路の復旧計画【都（水道局）】

ア 管路の復旧に当たっては、随時、配水系統などの変更等を行いながら、

あらかじめ定めた順位をもとに、被害の程度、被害箇所の重要度、浄水場・

給水所・配水所の運用状況等を考慮して給水拡大のために最も有効な管路

から順次行う。

なお、資器材の調達、復旧態勢及び復旧の緊急度等を勘案し、必要に応

じて仮配管、路上配管等の仮復旧を実施する。

イ 給水装置の復旧は、第一止水栓上流部について、配水管の復旧及び通水

と並行して実施する。

なお、第一止水栓以降メータ上流部においては、多量の漏水等がある場

合には、申込みの有無にかかわらず都水道局が修繕する。

ウ メータ下流部の本復旧（修繕）は、所有者等（給水装置の所有者又は使

用者）が指定給水装置工事事業者に依頼するよう説明する。一般住宅等の

給水装置の復旧は、その所有者等から修繕申込みがあったものについて応

急措置を行う。

なお、配水に支障を及ぼす給水装置の破損等については、申込みの有無

にかかわらず応急措置を実施する。

エ 都水道局では、必要に応じて市への技術支援を実施する。

(4) 広報の実施【秘書広報課、危機管理課】

秘書広報課は、市民に対して被害状況、復旧状況等についての広報活動に

努める。



第３部 災害応急・復旧計画：第９章 ライフライン施設の応急・復旧対策

第２節 下水道施設

風-174

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第２節 下水道施設

災害時における下水道施設の被害については、汚水、雨水の疎通に支障のない

ように応急復旧を行う。

＜発災前後の活動の流れ＞

時
間
の

目
安

5～4

日前

４～２

日前

３～１

日前

24～

８時間

前

12～

３時間

前

発災

直前

発災

直後
２日目以降

市
 
災
害
対
策
本
部
 

応 急 対 策

１ 下水道施設の応急対策 市

上下水道班は、発災後速やかに初動体制を確立し、市内の下水道施設の被害

状況を把握するとともに、下水道施設において汚水の滞留による公衆衛生被害

の発生等の二次災害が発生するおそれがある場合、又は拡大が予想される場合

は直ちに施設の稼働の停止又は制限を行う。

また、被災状況に応じ、東京都下水道局等と応急対策に係る調整を行う。

〇ライフライン事業者 ○被害状況の把握

との連絡調整 ○人員、資器材等の確保

○施設の点検の実施

○緊急措置の実施

○被害程度に応じて応急

復旧計画を迅速に策定

し対処

○関係機関に被害状況、

応急復旧見込み等の提供

○広報の実施

○下水道管理施設の確認



第３部 災害応急・復旧計画：第９章 ライフライン施設の応急・復旧対策

第２節 下水道施設

風-175

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

復 旧 対 策

１ 下水道施設の復旧計画 市

下水道課は、下水道施設の被害に対して迅速に以下の応急措置活動を行う。

ア 応急復旧に必要な人材、資器材等を確保する。

イ 下水道施設の被害に対し、各施設の調査、点検を行い、緊急措置をとる

とともに、下水道管の被害に対しては、箇所、程度に応じて応急復旧計画

を迅速に策定し対処する。

ウ 工事施工中の箇所は、受注者に被害を最小限にとどめるよう指揮監督す

るとともに、状況に応じて現場要員、資器材の補給を行わせる。

エ 下水道施設に破損や流下機能の低下等の被害が発生した場合、迅速かつ

的確な対応で応急措置に必要な資器材を駆使し復旧に努める。

オ 下水道施設については、主要施設から順次復旧を図る。特に、重要な幹

線下水道管等の主要施設の復旧に努め、その後枝線下水道管、桝・取付管

の復旧を行う。

カ 被災状況に応じ、東京都下水道局等と復旧対策に係る調整を行う。

また、危機管理課、秘書広報課に下水道施設の被害状況、応急復旧見込

み等を提供する。秘書広報課は、市民に対して被害状況、復旧状況等につ

いての広報活動に努める。

都は、市の要請に応じて、相互支援の調整を行う。また、被害状況に応

じ、都下水道局による支援を行うほか、関東ブロック各県等への支援要請

を行う。

２ 都との役割分担 市、都

下水道課は、必要に応じて、公共下水道の復旧活動等について、都下水道局

に技術支援を要請する。



第３部 災害応急・復旧計画：第９章 ライフライン施設の応急・復旧対策

第３節 電気・ガス・通信施設

風-176

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第３節 電気・ガス・通信施設

＜発災前後の活動の流れ＞

時
間
の

目
安

5～4

日前

４～2

日前

3～1

日前

24～

8 時

間前

12～

3 時

間前

発災

直前

発災

直後
２日目以降

市(

災
害
対
策
本
部)

東
京
電
力

東
京
ガ
ス
グ
ル
 
プ

N
T
T

東
日
本

○施設及び道路、家屋等の被害状況

の把握

○対策本部の設置

○市への情報提供の実施

○危険防止措置等緊急措置の

検討・実施

○広報の実施

○復旧活動の実施

〇被害状況、復旧状況の把握

〇警戒体制の構築

○浸水防止対策

○情報収集

○被害推定の実施

○対策本部の設置

○応急措置の実施

○広報の実施

○復旧活動の実施

〇警戒体制の構築

○浸水防止対策

○情報収集

〇警戒体制の構築

○浸水防止対策

○情報収集
○施設及び道路、家屋等の被害状況

の把握

○対策本部の設置

○応急措置の実施

○広報の実施

○復旧活動の実施

〇ライフライン事業者

との連絡調整



第３部 災害応急・復旧計画：第９章 ライフライン施設の応急・復旧対策

第３節 電気・ガス・通信施設

風-177

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

応 急 対 策

１ 活動態勢 東京電力、東京ガスグループ、

ＮＴＴ東日本

機関名 対策内容

電力供給

施設（東

京電力）

１ 非常災害対策本(支)部の設置

災害が発生したとき、東京電力グループは非常災害対策本(支)部

を設置する。

本部は、本社、総支社、電力所、原子力発電所及び建設所に設置

する。また、支部は、支社、火力発電所その他店所が指定した第一

線機関等に設置する。

夜間休日等の緊急呼集及び交通機関、通信の途絶に対応できるよ

う、要員の選抜、呼集方法、出動方法等につき検討し、適切な活動

組織を編成する。

施設・設備等の応急復旧のため被災地に派遣された関係機関のリ

エゾンは、相互に連携し活動する。

２ 要員の確保

災害が発生したとき、非常災害対策本(支)部長は、情勢に応じた

非常態勢を発令する。

非常災害対策本(支)部長は、当該本(支)部編成のため必要とする

要員について、その出動を指示する。その他の社員は、非常災害に

対する安全対策を実施し、可能な限り通常の業務に従事する。

非常態勢が発令された場合、非常災害対策本(支)部は請負会社に

対し、その旨を連絡し、必要があれば直ちに応援を求める。

３ 情報連絡活動

本社本部は、定期的に諸情報を被害店所本部から収集する。

被害店所本部は、現地の実態を速やかに把握するため、第一線機

関の動員などにより、確実な被害状況の収集に努める。

ガス

供給施設

（東京ガ

スグルー

プ）

東京ガスグループは本社に非常事態対策本部を設置するととも

に、各事業所に支部を設置し、全社的な応急活動組織を編成する。

東京ガスグループ以外のグループ各社も、グループ各社の規定に

基づき態勢をとる。

施設・設備等の応急復旧のため被災地に派遣された関係機関のリ

エゾンは、相互に連携し活動する。

通信施設

（ＮＴＴ

東日本）

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、各社の規定

に基づき災害対策本部を設置する。

施設・設備等の応急復旧のため被災地に派遣された関係機関のリ



第３部 災害応急・復旧計画：第９章 ライフライン施設の応急・復旧対策

第３節 電気・ガス・通信施設

風-178

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

エゾンは、相互に連携し活動する。

各社の災害対策本部は、被害状況、通信施設の疎通状況等の情報

収集を行い、重要通信を確保し応急復旧対策、広報活動その他の業

務を行う。また、都本部ならびに国等の防災関係機関との連絡・調

整を行う。

２ 電気・ガス・通信施設等の応急対策 東京電力、東京ガスグループ、

ＮＴＴ東日本

(1) 資材の調達・輸送【東京電力】

ア 資材の調達

第一線機関等においては、予備品、貯蔵品等の在庫品を常に把握し、調

達を必要とする資材は、次のいずれかの方法により速やかに確保する。

(ｱ) 第一線機関等相互の流用

(ｲ) 本社本部に対する応急資材の請求

イ 資器材の輸送

非常災害対策用資器材の輸送は、あらかじめ調達契約をしている輸送会

社の車両、船艇等により行う。

輸送力が不足する場合には、他の輸送会社から車両、船艇等の調達を対

策本部において適宜行い、輸送力の確保を図る。

(2) 災害時における危険予防措置【東京電力】

水害及び火災の拡大等に伴い円滑な防災活動のため、警察、消防機関等か

ら送電停止の要請があった場合には、送電停止等の適切な危険予防措置を講

ずる。

(3) 災害時における応援の組織・運営【東京電力】

本社本部及び総支社本部は、被害が多大な被災地の総支社本部及び第一線

機関支部のみの災害活動では早期復旧が困難であると判断した場合には、他

総支社本部、支部及び請負会社に復旧応援隊の編成を要請し、被害、復旧状

況を勘案した上、必要な応援隊を出動させる。

(4) 応急工事【東京電力】

応急工事の実施に当たっては、原則的に人命に関わる箇所、復旧対策の中

枢となる官公庁(署)、民心の安定に寄与する報道機関、避難所等を優先する

ことを原則とするが、各設備の復旧は、災害状況、各施設の被害復旧の難易

等を勘案して、供給上、復旧効果の最も大きいものからあらかじめ定めた手

順により行う。



第３部 災害応急・復旧計画：第９章 ライフライン施設の応急・復旧対策

第３節 電気・ガス・通信施設

風-179

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

(5) 災害時における電力の融通【東京電力】

各電力会社と締結した「全国融通契約」及び電力広域的運営推進機関の指

示に基づき、緊急災害時においてもこれに準じて実施する。

(6) 応援要請【東京電力】

災害が極めて大きく、工事力に余力のない場合、又は工事力を動員しても

なお応援隊を必要と判断される場合には、本社対策本部は自衛隊の派遣を要

請する。なお、この場合の要請は都本部を経由して行う。

(7) 災害時の初動措置【東京ガスグループ】

ア 官公庁、報道機関及び社内事業所等からの被害情報収集

イ 事業所設備等の点検

ウ 製造所、整圧所等における供給操作

エ その他、状況に応じた措置

(8) 災害時の応急措置【東京ガスグループ】

非常事態対策本部の指示に基づき、各事業所は連携を保ちつつ施設の応急

措置に当たる。施設を点検し、機能及び安全性を確認するとともに、必要に

応じて調整修理する。その他現場の状況により適切な措置を行う。

(9) 資材の調達【東京ガスグループ】

復旧用の資器材を確認し、調達を必要とする資器材は、次のいずれかの方

法により確保する。

ア 取引先やメーカー等からの調達

イ 各支部間の流用

ウ 他ガス事業者からの融通

(10) 車両の確保【東京ガスグループ】

本社地区に、緊急車及び工作車を配備しており、平時稼動可能な態勢にあ

る。

(11) 通信施設の応急対策【ＮＴＴ東日本】

非常招集された対策要員が、災害対策本部の指示のもと災害対策用機材、

車両等を確保し、各社の規定に基づき対策組織を編成し、通信回線の確保や

通信の途絶防止などの応急対策を行う。



第３部 災害応急・復旧計画：第９章 ライフライン施設の応急・復旧対策

第３節 電気・ガス・通信施設

風-180

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

復 旧 対 策

１ 電気・ガス・通信施設等の復旧対策 東京電力、東京ガスグループ、

ＮＴＴ東日本

(1) 電気の復旧対策【東京電力】

災害復旧を原則とするが、災害の規模、設備の重要度、被害の状況等によ

りやむを得ないものについては、仮復旧工事を施す。各設備の復旧は、災害

状況、被害状況、被害復旧の難易度を勘案して、電力供給上復旧効果の大き

いものから、あらかじめ定めた復旧順位により実施する。

停電による社会不安の除去のため、電力施設被害状況及び復旧状況につい

て広報する。また、電気火災を防止するため、屋外に避難するときは安全器

又はブレーカーを必ず切ることなどについても広報する。

(2) ガスの復旧対策【東京ガスグループ】

ガスの供給を停止した場合の復旧作業については、被災した地域施設又は

設備の復旧を可能な限り迅速に行うとともに、二次災害を防止するため、あ

らかじめ定めた手順により実施する。

社会的優先度の高い病院などには、『移動式ガス発生設備』を用いて、スポ

ット的にガスを臨時供給する。

(3) 通信の復旧対策【ＮＴＴ東日本】

各社の災害対策本部の計画に基づき、通信の確保を重点として応急復旧工

事、現状復旧工事、本復旧工事の順で復旧工事を実施する。

被災した電気通信設備等の応急復旧工事は、災害復旧に直接関係のない工

事に優先して、復旧工事に要する要員・資材及び輸送の手当てを行うなど、

早期復旧に努める。

応急復旧工事終了後、速やかに被害の原因を調査分析し、この結果に基づ

き必要な改良事項を組み入れて災害復旧工事を計画、設計する。



第３部 災害応急・復旧計画：第１０章 公共施設等の応急・復旧対策

風-181

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第１０章 公共施設等の応急・復旧対策

公共土木施設及びその他の公共施設等の機能回復のため、迅速に応急・復旧

措置を行う。

＜発災前後の活動の流れ＞

時
間
の

目
安

5～4

日前

４～2

日前

3～1

日前

24～

8

時間前

12～

3 時間

前

発災

直前

発災

直後
２日目以降

市(

災
害
対
策
本
部)

〇被災情報の収集、都に報告

○応急復旧作業

の実施

○警察署等関係機関に連絡

のうえ、通行止め等の措

置の実施

○道路占用施設の被害状況

を各管理者へ通報または

応急措置をとり事後連絡

○緊急輸送ネットワーク拠点

の指定

○緊急輸送道路の確保

○道路・橋梁の応急

復旧対策

○河川施設等の応急

復旧対策

○広報の実施

〇公共施設の事前点検

○公共施設等の休所の準備

○公共施設の閉鎖

○施設の運営



第３部 災害応急・復旧計画：第１０章 公共施設等の応急・復旧対策

第１節 道路・橋梁施設等

風-182

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第１節 道路・橋梁施設等

応 急 対 策

１ 道路・橋梁等の応急対策 市、都建設事務所、警察署

消火・救助・救急、医療活動、緊急物資の供給を迅速に実施するため、緊急

輸送体制の確保に努める。

(1) 道路・橋梁の応急対策【道路班、都建設事務所、警察署】

各道路管理者等は、管理する道路、橋梁について、被害状況を速やかに把

握し、道路交通の確保を図るため、交通規制等の措置あるいは迂回道路の選

定など、通行者の安全策を講ずる。

機関名 内容

市

１ 区域内の道路が被害を受けた場合、直ちに被害状況に応じた

応急復旧作業を行い、交通路の確保に努めるとともに、速やか

に都（災害対策本部及び建設局）に報告する。

また、被害状況により応急修理ができない場合は、警察署等

関係機関に連絡の上、通行止め等必要な措置を講ずる。

２ 上・下水道、電気、ガス、電話等道路占用施設に被害が生じ

た場合、当該施設の管理者及び道路管理者へ通報する。緊急の

ため、通報するいとまがない場合、現場付近の立入禁止、避難

の誘導、周知措置等市民の安全確保のための応急措置をとり、

事後連絡する。

都建設局
道路の被害状況を把握し、状況に応じ直ちに応急・復旧を行

い、交通路を確保する。

警察署

１ 発災時における、被災状況に応じた交通規制等の措置など、

通行者の安全対策を実施する。

２ パトロール等を兼ねた広報を実施する。



第３部 災害応急・復旧計画：第１０章 公共施設等の応急・復旧対策

第１節 道路・橋梁施設等

風-183

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

(2) 緊急輸送道路の確保等【道路班、広報班】

市は、関係機関とともに緊急輸送道路の確保を図る。

【市が実施する事項】

道路施設の

点検

道路班は、あらかじめ指定されている緊急輸送道路の被害

状況及び安全性の点検を行い、道路施設点検の結果を国及び

都に報告するとともに、都が行う緊急輸送道路の決定に関し

ての協力を行う。

市民への周知

広報班は、緊急輸送道路への一般車両の進入を防止し、緊

急輸送道路の機能を発揮させるため、都が行う市民への周知

に協力する。

緊急道路

障害物除去

道路班は、緊急輸送道路を確保するため、都及び市建災防

協会の協力を得て障害物除去作業を行う。障害物除去に必要

な重機（ショベル、ブルドーザー等）についても協定業者等

から調達する。

(3) 緊急道路障害物除去作業の分担【道路班、都建設事務所、警察署】

市は、次の道路の障害物除去作業を行う。

ア 緊急輸送道路のうち市道部分

イ 市が指定している緊急啓開道路

都が指定している市域における緊急道路障害物除去路線（青梅街道・新青

梅街道等）や緊急輸送道路（都道）は、都建設局（都建設事務所）が担当し、

都の要請があった場合には優先的に協力する。

なお、被害の規模や状況によっては各関係機関と連携し、自衛隊に支援を

要請する。

【役割分担】

市

道路上の障害物の状況を把握し、速やかに都災害対策本部に報告す

るとともに、所管する道路上の障害物を除去する。

また、各関係機関と相互に密接な連絡をとり協力するものとする。

都建設

事務所

災害対策基本法第 76 条の６に基づく区間指定が行われた場合、道路上

の障害物の状況報告に基づき、必要な指導及び調整を行いながら、所

管の路上障害物を除去する。

警察署

緊急交通路の確保のため、警察署に放置車両対策班を編成し、緊急

通行車両等の通行妨害となっている放置車両の排除に当たる。

また、倒壊建物、倒木、電線等の道路障害物については、道路管理者

及び関係機関と連絡を密にし、協力して除去する。

道路

管理者

道路管理者は、車両の移動命令に従わない場合、運転者等不在の場

合、その他何らかの理由で移動できない場合に車両を移動させること

ができる。その場合には、車両等の所有者との連絡や損失補償を行う

際に必要になるため、移動の前後の状態を写真等により記録するもの

とする。
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第１節 道路・橋梁施設等

風-184

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

＜緊急輸送ネットワーク及び緊急道路障害物除去路線＞

凡 例

緊急輸送道路（都指定）

緊急啓開道路（市指定）

必要に応じ緊急交通路とし

て指定される路線
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第１節 道路・橋梁施設等

風-185

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

復 旧 対 策

１ 道路・橋梁等の復旧対策 市、都、警察署、関東地方整備局

(1) 活動態勢【道路課】

道路課は、被災した道路について、優先順位の高い道路から順に道路機能

の早期復旧を図る。

(2) 応急復旧対策【道路課、危機管理課、都建設事務所、警察署、

関東地方整備局】

道路課及び都建設事務所等は、以下の応急復旧対策を実施する。

機関名 内容

市

（道路課）

１ 道路・橋梁等の被災状況の把握を行い、道路・橋梁等の応急

復旧方法を検討する。

２ 復旧範囲を決定した上で、補修・補強等の応急復旧工事を早

急に実施する。

３ 緊急自動車等の通行及び応急活動に支障を来す道路上の障

害物を除去し適切な処理を行う。

４ 災害時の道路交通の確保及び緊急輸送に関する総合的な調

整を実施するため、危機管理課や関係機関と相互に情報収集・

交換を行う。

都建設局

（都建設

事務所）

１ 都道や緊急障害物除去路線に指定された市道については、あ

らかじめ緊急時の作業協力承諾を得た建設業者や、東京都建設

防災ボランティア等と連携して調査・点検を行う。

２ 応急復旧作業は、緊急道路障害物除去を最優先に行うことと

し、「災害時における応急対策業務に関する協定」及び「協力

承諾書」に基づき協力業者が実施する。

３ 逐次道路の被災箇所で、放置すると二次被害を生ずるおそれ

がある箇所の応急復旧や、一般道路の障害物除去作業及び障害

物の搬出を行う。

４ 災害時の道路交通の確保及び緊急輸送に関する総合的な調整

を実施するため、関係機関と相互に情報収集・交換を行う。

関東地方整備

局、警察署

災害時の道路交通の確保及び緊急輸送に関する総合的な調整

を実施するため、相互に情報収集・交換を行う。

(3) 広報【道路課、秘書広報課】

道路課は、災害対策本部に道路の被害状況、応急復旧見込み等を報告する。

秘書広報課は災害対策本部で得た情報を、市民に対して被害状況、復旧状況

等について広報活動に努める。
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第２節 河川施設等

風-186

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第２節 河川施設等

応 急 対 策

１ 河川施設等の応急対策 市、都建設事務所

上下水道班及び危機管理班は、水防活動と並行して管内の施設、特に工事中

の箇所及び危険箇所を重点的に巡視し、被害箇所については直ちに都に報告す

るとともに、必要な措置を実施する。

都建設事務所は、災害が発生した場合、河川管理施設及び工事箇所の被災状

況を確認し、都が管理する河川管理施設について、応急復旧対策を全般的に実

施する。また、市の実施する応急措置に関し、必要に応じて備蓄資器材の提供、

技術的助言及び総合調整を行うほか、応急・復旧対策を総合的判断の下に実施

する。

復 旧 対 策

１ 河川施設等の復旧対策 都建設事務所

河川及び内水排除施設の管理者は、管理する施設が被害を受けた場合、被害

状況を速やかに調査し、被害を受けた施設を復旧する。

特に、公共の安全確保上、緊急に復旧を行う必要のある対象は、次のとおり

である。

ア 護岸の決壊で住民の日常生活に重大な影響を与えているもの

イ 河川の埋塞で流水の疎通を著しく阻害するもの

ウ 護岸等が破損し、これを放置すると著しい被害を生ずるおそれがあるも

の



第３部 災害応急・復旧計画：第１０章 公共施設等の応急・復旧対策

第３節 社会公共施設等

風-187

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第３節 社会公共施設等

応 急 対 策

１ 社会公共施設等の応急対策 市、医療機関、社会福祉施設等、学校長、

教育委員会

(1) 社会福祉施設等【都市計画班、救出支援班、医療機関、社会福祉施設等】

医療機関、社会福祉施設等の責任者は被災後速やかに施設内外を点検し、

落下・倒壊等の危険箇所の有無を確認する。必要に応じて応急修理を行い、

安全を確保する。また、利用者の状況、職員の状況、施設建物の被害状況を

把握し、必要に応じ施設の応急計画を策定する。

なお、施設独自での復旧が困難である場合は､市及び防災関係機関に連絡し

支援を要請する｡風水害の被害を受けなかった施設の責任者は、援助を必要と

する施設の責任者に積極的に協力し、入所者の安全を確保する。

(2) 文化財施設【一時滞在施設班】

文化財に被害が発生した場合は、一時滞在施設班は、直ちに消防署等の防

災関係機関に通報するとともに被害の拡大防止に努め、被災状況を速やかに

調査し、都教育委員会を経由して、その結果を文化庁長官に報告する。

防災関係機関は被災文化財の被害拡大を防ぐため、協力して応急措置を講

じる。

(3) 学校施設【学校長、教育委員会】

学校施設が避難所になった場合は、避難者の健康と安全の確保に努めると

ともに、火災予防について十分な措置をとり、学校施設の応急修理を迅速に

実施する。

被害を受けた施設のうち緊急に復旧を必要とするものについては、計画を

立て、速やかに復旧を行う。

(4) 避難所の安全確保【学校避難所班、福祉避難所班、一時滞在施設班】

学校避難所班、福祉避難所班、一時滞在施設班は、避難所、福祉避難所及

び一時滞在施設となる施設の被害状況等の確認など安全確保を推進する。



第３部 災害応急・復旧計画：第１０章 公共施設等の応急・復旧対策

第３節 社会公共施設等

風-188

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

復 旧 対 策

１ 社会公共施設等の復旧対策 市

(1) 公共施設等の復旧対策【総務課、建築営繕課、建築指導課、社会教育課、

教育指導課】

総務課、建築営繕課、建築指導課は、優先順位に基づき市内の公共施設等

の復旧を実施する。被災施設の復旧に当たっては原状復旧を徹底する。

また、社会教育課は、被災した文化財等の廃棄、散逸を防止するため、被

害状況と文化財等の重要度に応じて、都教育委員会、教育委員会及び文化財

管理者等と修復等について協議を行う。

学校は、公立学校の施設が甚大な被害を受け､教育活動ができないと判断し

た場合に、教育委員会の助言を受け、応急教育計画等を作成する。児童・生

徒等の不安を解消するため、教育活動に中断がないように努める。



第３部 災害応急・復旧計画：第１１章 応急生活対策

第１節 被災宅地の危険度判定等

風-189

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第１１章 応急生活対策

第１節 被災宅地の危険度判定等

<発災後の活動の流れ＞

発災 1週間以降

都

市

 
市
災
害
対
策
本
部

 

機関 1日 3日

○応急仮設住宅の供給

○応急危険度判定等の実施

○住家の被害認定の実施

○被災住宅の
応急修理の実施

○応急仮設住宅の供給

○市営住宅の
応急修理の
実施

1時間



第３部 災害応急・復旧計画：第１１章 応急生活対策

第１節 被災宅地の危険度判定等

風-190

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

応 急 対 策

１ 危険度判定の実施 市、都

宅地の被災等により生じる二次災害を防止するため、都と協力して被災宅

地の危険度判定の実施に努める。

(1) 被災宅地の危険度判定【都市計画班、救出支援班、都（都市整備局）】

都市計画班及び救出支援班は、がけ崩れ等の危険がある場合、都の協力を

得て被災宅地危険度判定士による危険度判定を実施する。

危険度判

定作業の

準備

被災宅地危険度判定作業に必要なものを準備する。

１ 住宅地図等の準備、割当区域の計画

２ 危険度判定員受入れと判定チームの編成

３ 判定実施マニュアル、調査票、判定標識、備品等の交付

４ 危険度判定員の宿泊場所、食事、車両の手配

調査の

体制

被災宅地危険度判定員を中心に危険度判定実施本部を設置

する。

応援要請

（宅地）

市単独で被災宅地危険度判定を実施することが困難である

と判断した場合、都知事に被災宅地危険度判定士の出動要請

等を行う。

判定結果

の表示

調査結果は「危険」「要注意」「調査済」の張り紙により、

居住者・歩行者に周知を図る。当該宅地の使用者・居住者だ

けでなく、宅地の付近を通行する歩行者にも安全であるか否

かを容易に識別できるようにする。

２ 住家被害認定調査の実施 市

住家の被害認定は、災害救助法の適用の根拠となり、罹災証明書の交付や各

種の被災者援護対策の基礎となるため、救出支援班は適正な判定を実施する。

また、住家被害認定調査について、市は公益社団法人東京都不動産鑑定士協会

等の関係機関の協力を得て行う。

(1) 現地調査の実施【救出支援班、都市計画班】

救出支援班及び都市計画班は、被災宅地危険度判定の結果を参考に、住家

被害認定調査の調査方針、調査体制、業務日程などを含む調査計画を策定し、

調査員及び庁内外の関係部署と共有したうえで、内閣府が策定している「災

害に係る住家の被害認定基準運用指針」等を参考に、住家被害認定調査を実

施する。なお、住家等の被害の程度を調査する際は、必要に応じて、航空写

真、被災者が撮影した住家の写真、被災宅地の危険度判定の判定結果等を活

用するなど、適切な手法により実施する。



第３部 災害応急・復旧計画：第１１章 応急生活対策

第１節 被災宅地の危険度判定等

風-191

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第一次

調査

風害については、外観目視調査により外観の損傷状況の目視

による把握、住家の傾斜の計測及び住家の主要な構成要素ごと

の損傷程度等の目視による把握を行う。

水害については、戸建て（木造・プレハブ）の１～２階建て

の場合、第一次、第二次調査の２段階で実施し、外観の損傷状

況及び浸水深の目視による把握を行う。

第二次

調査

（水害）

水害における第二次調査は、第一次調査を実施した住家の被

災者から申請があった場合又は第一次調査の対象に該当しない

場合に実施する。

再調査

調査実施後、被災者から判定結果に関する再調査の依頼があ

った場合、再調査が必要と考えられる点があれば、その点につ

いて再調査を実施する。
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第１節 被災宅地の危険度判定等

風-192

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

【災害に係る住家の被害認定基準運用指針（内閣府）による調査フロー】



第３部 災害応急・復旧計画：第１１章 応急生活対策

第１節 被災宅地の危険度判定等

風-193

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害



第３部 災害応急・復旧計画：第１１章 応急生活対策

第１節 被災宅地の危険度判定等

風-194

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

(2) 調査方法【救出支援班】

ア 住家被害認定調査実施前に、市民に対し、住家被害認定調査の実施意図

や実施する日程等の広報を行う。

イ 第二次調査時は、外観から一見して全壊と判定できる場合を除き、原則

として被災者の立合いの下で内部立入調査を行う必要がある。ただし、倒

壊の危険がある等の理由がある場合は、外観目視調査のみ実施する。



第３部 災害応急・復旧計画：第１１章 応急生活対策

第１節 被災宅地の危険度判定等

風-195

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

復 旧 対 策

１ 被災住宅の応急修理 市、都

市に災害救助法が適用され、住宅が半壊、半焼又はこれらに準ずる程度の損

傷を受けた場合、居住に必要な最小限の応急修理を行い、被災した住宅の居住

性を維持する。また、取り壊しに伴うがれきの発生や応急仮設住宅需要の低減

を図る。

応急修理

の対象者

床上浸水等により損傷を受け、自らの資力では応急修理がで

きない者及び大規模な補修を行わなければ居住することが困難

である程度に住家が半壊した者とする。

修理方法

修理は、都が、応急修理に関する協定締結団体と調整のう

え、応急修理を行う業者のリストを作成し、市が、そのリスト

から業者を指定する。

また、応急修理を実施した場合、都住宅政策本部及び住宅課

は、必要な帳票を整備する。

修理の

範囲

災害救助法の基準に基づき都が定める基準により、居室、炊

事場、トイレ等日常生活上欠くことのできない部分を対象とす

る。

修理の

期間

災害救助法適用による応急修理は、原則として災害発生の日

から３か月（国の災害対策本部が設置された災害においては６

ヶ月）以内に完了する。

経費 １世帯当たりの限度額は、国の定める基準による。

２ 市営住宅の応急修理 市

住宅課、建築指導課、建築営繕課は、危険防止等のため応急的な修理が必要

な市営住宅等について、応急修理を行う。



第３部 災害応急・復旧計画：第１１章 応急生活対策

第２節 応急仮設住宅の供給

風-196

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第２節 応急仮設住宅の供給

復 旧 対 策

１ 応急仮設住宅の供給 市、都

市に災害救助法が適用された場合、住宅を失い自己の資力では住宅を確保で

きない被災者に応急仮設住宅を供給する。

都の提供要請等により、被害状況に応じて仮設住宅の建設、民間賃貸住宅の

借上げ及び市営住宅等の公的住宅の活用を行い、応急仮設住宅を迅速かつ的確

に供給する。

(1) 建設型応急住宅【危機管理課、都（都市整備局）】

ア 建設候補地の確保

(ｱ) 接道及び用地の整備状況

(ｲ) ライフラインの状況（埋設配管）

(ｳ) 避難場所などの利用の有無

イ 建設地

(ｱ) 都は市から報告を受けた建設候補地の中から建設地を選定する。建設

に当たっては、二次災害の危険がないよう配慮する。

(ｲ) 選定に当たり、市の行政区域内の用地だけでは必要戸数の確保が困難

な場合には、都との調整を踏まえ、市区町村相互間で戸数を融通し割り

当てる。

ウ 構造及び規模等

(ｱ) 平屋建て・２階建ての軽量鉄骨系プレハブ、木質系プレハブ、木造又

はユニットを標準とし、必要に応じ、その他構造を選定する。

(ｲ) 必要に応じ、バリアフリー対応など、被災者コミュニティや高齢者や

障害者世帯に配慮した設備・構造の住宅とする。

(ｳ) １戸当たりの規模は、国の定めに基づき、地域の実情、世帯構成等に

応じて、都が設定する。

(ｴ) １戸当たりの設置に係る費用については、国の定めによる。

(ｵ) 国の基準や災害関連死対策の観点を踏まえ、入居者の孤立防止や団地・地

域住民との交流に配慮し、規模に応じた集会室や談話室等の設置について検

討する。

エ 建設工事

(ｱ) 災害発生の日から 20 日以内に着工する。



第３部 災害応急・復旧計画：第１１章 応急生活対策

第２節 応急仮設住宅の供給

風-197

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

(ｲ) 都は、（一社）東京建設業協会及び（一社）プレハブ建築協会があっせ

んする建設業者に建設工事を発注する。

(ｳ) 必要に応じ、他の建設業者にも発注する。

(ｴ) 都は、必要に応じて、工事の監督を市に委任する。

オ その他

市は東京消防庁が策定する防火安全対策について、入居者に対し指導する。

(2) 公的住宅の活用による一時提供型住宅【住宅課、都（都市整備局）】

都は都営住宅等の空き住戸を確保するとともに、独立行政法人都市再生機

構、東京都住宅供給公社及び市等に空き住戸の提供を求め、被災者に供給す

る。

(3) 民間賃貸住宅を活用した賃貸型応急住宅【住宅課、都（都市整備局）】

都は、関係団体と協力し、借上げにより民間賃貸住宅を被災者に提供する。

(4) 入居資格【都（都市整備局）】

次の各号の全てに該当するもののほか、都知事が必要と認める者とする。

ア 住家が全焼、全壊又は流失した者

イ 居住する住家がない者

ウ 自らの資力では住家を確保できない者

なお、使用申込みは１世帯１箇所限りとする。

(5) 入居者の募集・選定【住宅課、都（都市整備局）】

ア 入居者の募集計画は、被災状況に応じて都が策定し、市に割り当てる。

住宅の割り当てを受けた市は、市内被災者に対し入居者の募集及び選定を

行う。

イ 割当てに際しては、原則として市の行政区域内の住宅を割り当てるが、

必要戸数の確保が困難な場合には、市区町村間で融通し合う。

ウ 入居者の選定基準は都が策定し、それに基づき、当該応急仮設住宅等が

存する市区町村が入居者の選定を行う。

エ 応急仮設住宅等の管理・運営にあたり、市区町村が適宜入居者に対して

防火安全対策について指導する。

(6) 応急仮設住宅の管理及び入居期間【住宅課、都（都市整備局）】

ア 応急仮設住宅等の管理は原則として、供給主体が行う。

イ 市は、入居者の管理を行うとともに、必要な帳票を整備する。

ウ 応急仮設住宅の入居期間は、内閣総理大臣が定める基準に従い、２年以

内であらかじめ都知事が定める。
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第３節 被災者の生活再建対策

風-198

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第３節 被災者の生活再建対策

＜発災後の活動の流れ＞

罹災証明書の

〇中小企業への
融資の広報

〇中小企業への融資



第３部 災害応急・復旧計画：第１１章 応急生活対策

第３節 被災者の生活再建対策

風-199

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

応 急 対 策

１ 罹災証明書の交付準備 市、消防署

救出支援班は、住家被害認定調査の結果に基づき、速やかに罹災証明書の交

付手続を実施する。

罹災証明書の交付に向けて、庁内連携及び応援職員の確保も含めて体制を構

築する。

被災者生活再建支援システムに最新の住民情報や家屋情報を登録するなど、

システム稼働に向けた準備や資器材の確保を行う。

① 住家被害認定調査を実施するとともに調査結果をデータ化し、罹災証明

書の交付に備える。

② 住家被害認定調査の進捗状況や仮設住宅入居などの日程を確認しなが

ら、交付日程について庁内調整するとともに、交付場所や資器材を確保す

る。また、都や市区町村と交付日程の足並みを揃えるなど調整をしたのち、

交付日程等について被災者に広報する。

③ 住家被害認定調査の結果を被災者に説明しながら罹災証明書を交付し、

被災者から同意が得られない場合には第２次調査を実施する。

④ 罹災証明書交付時に確定した情報等を基に被災者台帳を作成し、被災者

の生活再建支援の進捗状況を管理する。

⑤ 風水害が原因で発生した火災による被害状況調査及び罹災証明書の交

付について、消防署と連携を図る。



第３部 災害応急・復旧計画：第１１章 応急生活対策

第３節 被災者の生活再建対策

風-200

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

市 都 市民

罹災証明書の交付手続準備

・被災家屋等の現地調査の調査態勢の準

備、現地情報の収集

・被害状況調査を実施（火災による被害

状況調査は、消防署と調整し実施）

・消防署と交付窓口の開設時期・場所及び

必要な人員等について連携、調整し、罹

災証明書の交付手続の窓口を開設

・要員の確保

罹災証明書の交付窓口の開設

・窓口開設の市民への広報等

・窓口受付時間内の要員確保

【罹災証明書の交付手続】

現地被災家屋調査

↓

罹災証明書申請書提出

↓

証明書交付

被災状況
の報告

・要員の確保
・東京消防庁
との連携

罹災証明書の

申請手続準備

・申請書、印鑑、身

分証明書等必要な

資料の準備

・被災住宅の写真撮

影（全景、表札等

が見えるよう）

マイナポータルや

窓口において罹災

証明書申請

↓

判定に不服の場合

第２次調査の実施

↓

証明書交付
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第３節 被災者の生活再建対策

風-201

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

復 旧 対 策

１ 被災者の生活相談等の支援 市、都、警察署、消防署、市社会福祉協議会、

日赤東京都支部

災害により被害を受けた市民が、速やかに再起するよう、相談窓口を設置し、

被災者の生活再建にかかる活動に必要な情報提供、生活相談、弔慰金等の支給、

生活援護資金、住宅資金等の貸付、職業のあっせん等を行う。市、都及び関係

機関は、被災者の自立的生活再建を支援するため、被災者が自らに適した支援

制度を活用して生活再建に取り組むことができるよう、災害ケースマネジメン

トの実施や被災者が容易に支援制度を知ることができる環境の整備などの積極

的な措置をとる。支援状況等は被災者台帳に記録する。

(1) 生活相談【各課、警察署、消防署】

機関名 相談の取扱い

市

市は、被災者のための相談所を設け、苦情又は要望を聴取し、

その解決を図るほか、その内容を関係機関に連絡し、強力な広聴

活動を実施する。

警察署
警察署、交番その他必要な場所に、臨時相談所を開設して、

各種相談業務に当たる。

消防署
災害の規模に応じて、消防庁舎その他必要な場所で各種相談

等に応じる。

(2) 災害弔慰金【地域共生課、生活福祉課】

西東京市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、自然災害により死亡

した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行う。

対象

災害
自然災害

１ 住家が５世帯以上滅失した災害

２ 災害救助法が適用された災害

３ 上記と同等と認められる特別の事情がある

場合の災害

支給額
生計維持者 500 万円

その他の者 250 万円

遺族の範囲

配偶者、子、父母、孫、祖父母

上記のいずれも存在しない場合は、兄弟姉妹

（死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくし

ていた者に限る。）
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第３節 被災者の生活再建対策

風-202

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

(3) 災害障害見舞金【地域共生課、生活福祉課】

西東京市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、自然災害により精神

又は身体に著しい障害を受けた市民に災害障害見舞金の支給を行う。

対象

災害
自然災害

１ 住家が５世帯以上滅失した災害

２ 災害救助法が適用された災害

３ 上記と同等と認められる特別の事情がある

場合の災害

支給額
生計維持者 250 万円

その他の者 125 万円

対象の範囲

１ 両眼が失明したもの

２ そしゃく及び言語の機能を廃したもの

３ 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残

し、常に介護を要するもの

４ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に

介護を要するもの

５ 両上肢をひじ関節以上で失つたもの

６ 両上肢の用を全廃したもの

７ 両下肢をひざ関節以上で失つたもの

８ 両下肢の用を全廃したもの

９ 精神又は身体の障害が重複する場合におけ

る当該重複する障害の程度が前各号と同程度

以上と認められるもの

(4) 日赤東京都支部の災害救援物資【地域共生課、生活福祉課】

支給対象者 支給内容（物資） 配布基準

風水害等により、住家が床

上浸水または流失し、避難

所等に避難した市民また

はその他避難所等に避難

した被災者

毛布

１人あたり１枚（組）

バスタオル

安眠セット

安眠マット

緊急セット

１世帯（４人）あたり１組

（５～８人は２組、

９～12 人は３組）

(5) 災害援護資金【地域共生課、生活福祉課】

市は、災害援護資金の貸付について広く周知するとともに、これらの事務

を西東京市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、適切かつ速やかに実

施する。
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第２部 災害予防
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第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建
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第２章 情報収集
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第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

ア 貸付対象世帯と所得制限

次に掲げる被害を受けた世帯を対象とし、下表の所得制限により貸付を

行う。

【貸付対象世帯】

① 世帯主が療養に要する期間がおおむね１か月以上である負傷を負

った場合

② 住居又は家財の被害金額が当該住居又は家財の価値のおおむね３分

の１以上の損害であると認められる場合

【所得制限】

世帯人員 市町村民税における総所得金額

１人 220 万円

２人 430 万円

３人 620 万円

４人 730 万円

５人以上 １人を増すごとに 730 万円に 30 万円を加えた額

ただし、世帯の住居が滅失した場合は 1,270 万円に緩和

イ 貸付限度金額

世帯主の１

か月以上の

負傷の場合

家財等の損害の

場合

世帯主の１か月以上

の負傷と家財等の

損害が重複の場合

被災した住宅を建

て直す等特別な事

情がある場合

150 万円

家財の１／３以上

損害：150 万円
250 万円

住居半壊:170 万円 270 万円

250 万円

350 万円（世帯主

１か月以上の負傷

が重複した場合）

住居全壊:250 万円 350 万円 350 万円

住居全体の滅失又

は流出：350 万円

ウ 貸付条件等

貸付条件

償還期間：10年（うち据置期間３年）

利子：無利子（保証人を立てる場合）

年１％（保証人を立てない場合。措置期間中は無利子）

償還方法 年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。
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(6) 罹災証明書の交付【市民課、市民税課、資産税課】

市は、次により災害発生後早期に体制を確立し、速やかに罹災証明書を交

付する。罹災証明書交付時に確定した情報を基に、被災者台帳を構築する。

① 罹災証明書交付窓口の開設場所は、被災状況に応じて特設会場を設置

する。なお、市民の利便性を考慮し、窓口は複数設ける。

② 窓口の開設期間については、災害規模等を勘案し、罹災証明書が遅滞

なく交付ができるよう設定する。なお、風水害が原因で発生した火災の罹

災証明書の交付期間については、消防署と調整する。

③ 窓口人員は、市民課、市民税課及び資産税課を中心として他課の応援

を得ながら配置する。なお、風水害が原因で発生した火災がある場合は、

必要に応じて消防署の職員が市民への説明等の支援を行う。

また、他自治体からの派遣職員等の支援を受け、１窓口につき原則とし

て２名以上を配置する。

２ 被災者生活再建支援金 市

地域共生課及び生活福祉課は、自然災害により生活基盤に著しい被害を受け

た者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生

活再建支援金を支給し、その生活の再建を支援する｡支給申請は市に行い、市は

申請書等の確認を行い取りまとめの上、都へ提出する（根拠法：被災者生活再

建支援法（平成 10 年法律第 66 号））。

基礎支援金

全壊：100 万円

解体：100 万円

長期避難：100 万円

大規模半壊：50万円

加算支援金

建設・購入：200 万円

補修：100 万円

公営住宅を除く賃貸：50 万円

※賃貸住宅の場合、借家人も受給可能
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３ 雇用対策 市

産業振興課は、被災者の雇用の維持及び被災求職者の雇用を促進するため、

公共職業安定所長に要望するとともに、市内中小企業に被災者の優先雇用を要

請する。

職員課は、可能な限り被災者の働く場の確保に努めるとともに、発災後の応

急対策、復旧・復興のため、退職者の活用や民間の人材の任期付き雇用等の人

材確保方策の整備を行う。

４ 税等負担の軽減 市

市は、必要に応じ、市都民税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険料、

利用者負担（保育料）等の徴収猶予、減額及び免除を行い、被災者の負担軽減

を図る。

５ その他の生活確保 関係機関

(1) 日本郵便株式会社

ア 被災者に対する郵便葉書等の無償交付

イ 被災者が差し出す郵便物の料金免除

ウ 被災地あて救助用郵便物の料金免除

(2) 日本放送協会

ア 日本放送協会放送受信料免除基準に基づき、被災者の受信料を免除する。

イ 状況により避難所へ受信機を貸与

(3) ＮＴＴ東日本、ＮＴＴコミュニケーションズ(株)、(株)ＮＴＴドコモ

ア ＮＴＴの規定に該当する被災者又は避難者の基本料金の減免及び仮住居

への移転工事費の無料化を実施

イ 災害救助法適用地域のお客様の電話料金の支払期限の延長

ウ 料金等の減免を行ったときは、ホームページ等に掲示する他、報道発表

等で、関係の支店等に掲示する等の方法により、その旨を周知する。
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６ 住宅支援 市、都、関係機関

(1) 住宅に関する支援制度【地域共生課、子育て支援課、住宅課、都、

関係機関】

市は、以下の支援制度の広報を行う。

ア 生活福祉資金制度による貸付（市）

イ 母子寡婦福祉資金の住宅資金貸付（市福祉事務所）

ウ 公営住宅への入居（市・都）

エ 特定優良賃貸住宅等への入居（市・都）

オ 登記事項証明書等の交付手数料免除（法務局）

カ 災害復興住宅融資（独立行政法人住宅金融支援機構）

キ 災害復興宅地融資（独立行政法人住宅金融支援機構）

ク 宅地防災工事資金融資（独立行政法人住宅金融支援機構）

(2) 民間賃貸住宅の情報提供【住宅課】

住宅課は、不動産関係団体と協力して民間賃貸住宅の空き住戸情報を収集

し、市民への情報提供に努める。

７ 中小企業への融資 市、都等

都（産業労働局）等は、災害等により、被害を受けた中小企業者及びその組

合に対し、事業継続や経営の安定を図るために必要な資金の融資を行う。

産業振興課は、被災中小企業等に対する援助及び助成制度に関する広報を行

う。

８ 農林漁業関係者への融資 都、関係機関

都産業労働局は、農林水産物の被害が一定規模以上である場合においては、

国の天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法（昭

和 30 年法律第 136 号）の適用を受けて、被害農林漁業者等に対する経営資金等

の融通等の措置を講ずる。

株式会社日本政策金融公庫は、農林水産業施設等の災害復旧資金及び被災農

林漁業者等の経営維持安定に必要な資金の貸付を行う。
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第４節 ボランティアとの連携

＜発災後の活動の流れ＞

市
 
市
災
害
対
策
本
部
 

市
社
会
福
祉
協
議
会

1 週間以降機関 1 日

○市と連携して市災害ボランティアセンター
を設置
○ボランティアコーディネーターの確保
○ボランティアの受付・

登録、配置、活動内容の指示
○ボランティア活動の連絡、調整
○ボランティア保険加入手続き
○ボランティアの宿泊先の紹介

○被災地・避難所等における
ボランティア要望の把握等の情報収集

○都災害ボランティアセンターとの連絡、
調整

○市社会福祉協議会と連携して
市災害ボランティアセンターを設置

○ボランティアセンターとの
連携

発災 1 時間 3 日
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応 急 対 策

１ ボランティアセンターとの連携 市、都

ボランティア班は、市社会福祉協議会による市災害ボランティアセンターの

設置を支援するとともに、都・関係機関・都災害ボランティアセンターと連携

して、一般のボランティアが被災地のニーズに即した円滑な活動ができるよう

支援する。

ボランティア活動の支援に当たっては、地域に精通した市災害ボランティア

センターが中心となって必要な情報や資器材等を提供し、ボランティア等を直

接的に支援する。

【市災害ボランティアセンターの主な役割】

① ボランティアコーディネーターの確保
② ボランティアの受付・登録、配置、活動内容の指示
③ ボランティア活動の連絡、調整
④ ボランティア保険加入手続き
⑤ ボランティアの宿泊先の紹介
⑥ 被災地・避難所等におけるボランティア要望の把握等の情報収集
⑦ 都災害ボランティアセンターとの連絡、調整

都の専門性を有する防災ボランティア等の活動内容を以下に示す。

【東京都防災ボランティア等の活動内容】

ボランティア名 出動要件及び活動内容

防災（語学）

ボランティア

外国人災害時情報センターからの要請を受け、都の

災害情報の翻訳や被災者臨時相談窓口における外国人

からの問合せ対応、市区町村が設置する避難所等での

通訳・翻訳を実施し、被災外国人等を支援

被災宅地危険度

判定士

都都市整備局からの協力依頼を受け、宅地への被害

の発生状況を把握し、危険度判定を実施

建設防災

ボランティア

都建設局からの出動要請を受け、建設局所管施設の

被災状況の点検業務支援及び都立公園等における建設

局所管施設の管理業務支援等を実施

東京消防庁災害時

支援ボランティア

東京消防庁からの協力依頼を受け、東京消防庁が管

下で行う消防署内での後方支援活動や応急救護活動な

どの支援を実施



第３部 災害応急・復旧計画：第１１章 応急生活対策

第４節 ボランティアとの連携

風-209

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

東京都災害ボランティアセンター

運営：東京ボランティア市民活動センター・市民活動団体等

（設置：東京ボランティア市民活動センター・東京都生活文化局）

東
京
都
（
災
害
対
策
本
部
）

区市町村災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

（社会福祉協議会等が運営）

避難所及び在宅の避難者等

情報発信

国・地方公共団体

区
市
町
村
（
災
害
対
策
本
部
）

情報発信

市民活動

団体等

現地の被害（支援）

状況の把握

現地の被害（支援）

状況の把握

支援

現地の要請

ニーズ把握

現地の要請

ニーズ把握

支援

情報提供

及び支援

一般ボランティア・

市民活動団体等

支援

情報提供

及び支援

運営：東京ボランティア市民活動センター・市民活動団体等

（設置：東京ボランティア市民活動センター・東京都生活文化スポーツ局）



第３部 災害応急・復旧計画：第１１章 応急生活対策

第５節 義援金の取扱い

風-210

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第５節 義援金の取扱い

応 急 対 策

１ 義援金の受入れ・管理 市、都、日赤東京都支部

風水害時には、国内、国外から多くの義援金が送られてくることが予想され

るため、これらの受入体制を確立し、迅速かつ適切に被災者へ配分するものと

する。

(1) 受入窓口の決定【調整班、ボランティア班、都（総務局、福祉局）、

日赤東京都支部】

市は、都、日赤東京都支部等と義援金の受入窓口等について協議、決定し、

報道機関等を通じて広く周知を図る。

(2) 受入れ及び管理【調整班、ボランティア班】

義援金募集前に直接市に義援金が贈られた場合、市は贈られた義援金を受

領し、配分が決定するまで保管する。

復 旧 対 策

１ 義援金の取扱い 市、都、日赤東京都支部

(1) 東京都義援金配分委員会の設置【地域共生課、生活福祉課、都（総務局、

福祉局）、日赤東京都支部】

都は、義援金の募集を決定次第、都本部に都、市区町村、日赤東京都支部

及び関係機関の代表者で構成される「東京都義援金配分委員会」（以下「都委

員会」という。）を設置する。

(2) 市による義援金の募集・受付【地域共生課、生活福祉課】

市は、義援金の募集を行う場合は事前に定めた内容により、適切に取り扱

う。

また、都の義援金募集に協力して受け付けた義援金については、都委員会

に報告するものとし、都委員会の指定する口座に送金する。

なお、送金するまでの間は「預り金」として銀行口座で一時保管する。

(3) 市義援金品募集配分委員会の設置【地域共生課、生活福祉課】

市は、市に対して寄せられた義援金について、義援金の受入団体の代表者

からなる「義援金品募集配分委員会」を設置し、義援金の配分について協議、

決定する。



第３部 災害応急・復旧計画：第１１章 応急生活対策

第５節 義援金の取扱い

風-211

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

(4) 市に寄せられた義援金の配分【地域共生課、生活福祉課】

市が直接募集し寄せられた義援金について、次のとおり配分を行う。

ア 義援金品募集配分委員会は、義援金総額、被災状況等を考慮した配分基

準を定め、適切かつ速やかな配分を行う。義援金の被災者に対する交付は、

原則として市が行う。

イ 義援金の使途については、義援金募集・配分の事務や防災ボランティア

活動に要する経費などの使途分野についても勘案の上、関係機関等と十分

協議し、国民的同意が得られるよう努める。

(5) 義援金の配分【都（総務局、福祉局）】

都は、義援金の募集開始後、都委員会を開催し、以下の事項を審議、決定

し、配分計画に基づき義援金を市区町村に送金する。

ア 被災市区町村への義援金の配分計画の策定

イ 義援金の受付・配分に係る広報活動

ウ その他義援金の受付・配分等に関して必要な事項

(6) 義援金の広報【都（総務局、福祉局）】

都は、義援金の募集方法、寄せられた義援金額や配分状況について、ホー

ムページに掲載する等により、広く周知を図る。

(7) 義援金の支給【地域共生課、生活福祉課】

市は、都委員会から送金された義援金を配分計画に基づき、速やかに被災

者に支給する。

また、被災者への義援金の支給状況について、都委員会に報告する。



第３部 災害応急・復旧計画：第１１章 応急生活対策

第６節 教育・保育の安全対策

風-212

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第６節 教育・保育の安全対策

＜発災前の活動の流れ＞

時
間
の

目
安

5 日前～

4 日前

４日前～

２日前

３日前～

１日前

24～８

時間前

12～３

時間前
発災直前 発災直後

市
 
災
害
対
策
本
部
 

＜発災後の活動の流れ＞

〇事前点検

（保育園・小・中学校・学童クラブ・児童館）

○今後の対応の伝達（保護者）

○施設閉鎖の可能性・

今後の対応の伝達（広報）

○施設の閉鎖

（教育委員会との連絡、応急教育計画・復旧計画の作成等）



第３部 災害応急・復旧計画：第１１章 応急生活対策

第６節 教育・保育の安全対策

風-213

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

応 急 対 策

１ 学校の応急対策 市、学校長

学校長、学校連絡調整班、学校避難所班は、以下の対策を行う。

(1) 学校長は、児童・生徒等が学校管理下にあるときに災害が発生した場合、

安全確認ができるまでの間、児童・生徒等を適切な場所に保護する。その後、

安全確認ができた場合又は確実に保護者等への引渡しができる場合、保護者

に対して児童・生徒等の安全な引渡しを図り、児童・生徒等を帰宅させる。

なお、保護者に引渡しが出来ない場合、時間がかかっても保護者と連絡が

取れるまで、児童・生徒等は学校に留め置く。

(2) 学校長は、災害の規模並びに児童・生徒等や教職員及び施設設備の被害状

況を速やかに把握し、学校連絡調整班へ報告しなければならない。

(3) 学校長は、状況に応じて学校連絡調整班と連絡の上、臨時休校等の適切な

措置をとる。

(4) 学校長は、応急教育計画に基づき、災害状況に即した応急の指導を行う。

また、学校が避難所となる場合、教育活動再開のための場所の確保を図る

ほか、避難所として開放できる部分と開放できない部分を指定し、市民の協

力を得るように努める。

(5) 避難所等として学校を提供したことにより、長期間学校が使用不可能とな

る場合には、隣接校等との協議により教室を確保するなど、他の公共施設の

確保を図る。

(6) 被害が甚大で応急修理では使用できない場合は、仮設校舎を建設する。

(7) 学校長は、応急教育計画を作成したとき学校連絡調整班に報告するととも

に、決定次第速やかに保護者及び児童・生徒等に周知徹底を図る。

(8) 学校避難所班は、学校長からの校舎等の被害報告に基づき復旧計画を作成

し、速やかに復旧に努める。



第３部 災害応急・復旧計画：第１１章 応急生活対策

第６節 教育・保育の安全対策

風-214

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

２ 応急教育の実施 市、都教育委員会、学校長

施設の応急復旧の状況、教職員、児童・生徒及びその家族の被災程度、避難

者の受入れ状況、道路の復旧状況その他を勘案の上、応急教育を実施する。

(1) 応急教育の実施【学校連絡調整班、都教育委員会、学校長】

ア 学校長は、教職員を掌握するとともに、児童・生徒等の安否や被災状況

を調査し、学校連絡調整班に連絡する。

イ 学校連絡調整班は、被災学校ごとに担当職員及び指導主事を定め、情報

及び指令の伝達について万全を期する。

また、担当指導主事は、被災学校の運営について助言と指導に当たる。

ウ 教育活動の再開に当たっては、通学路及び通学経路の安全確認を行い、

学校連絡調整班に報告する。

エ 学校長は、災害の推移を把握し、学校連絡調整班と緊密な連絡を図ると

ともに、平常授業に戻すよう努める。

また、平常授業に戻す時期については、早急に保護者に連絡する。

オ 学校の施設が台風等で教育活動ができない状態にあると判断した場合に

は、市教育委員会は、緊急に校長及び都教育庁と連絡を密にして、応急教

育計画などを作成する。

カ 学校長は、応急教育計画に基づき、学校に受入れ可能な児童・生徒等を

保護し、指導する。指導に当たっては、健康、安全教育及び生活指導に重

点を置き、心のケア対策にも十分留意する。

キ 他の地区に避難した児童・生徒等については、教職員の分担を定め、地

域ごとに実情の把握に努め、避難先を訪問するなどして、前記に準じた指

導を行うように努める。

ク 児童・生徒の実態を十分把握し、生活環境の急激な変化による心理的な

不安や動揺を早急に解消するためにも教育活動の中断がないように努める。

ケ 学校連絡調整班は、学校間の教職員の応援体制について都教育委員会と

必要な調整を行う。

(2) 健康管理等【学校連絡調整班、学校避難所班、都教育委員会】

被災した児童・生徒等の身体と心の健康管理を図るため、都教育委員会、

保健所等と連携して健康診断、カウンセリング、電話相談を実施する。

(3) 学校給食の措置【学校避難所班】

学校再開に併せ速やかに学校給食が実施できるよう措置をとる。

なお、次の場合は、学校給食は一時中止する。

ア 避難所として学校給食施設で炊き出しを実施する場合

イ 給食施設が被害を受け、給食実施が不可能となった場合



第３部 災害応急・復旧計画：第１１章 応急生活対策

第６節 教育・保育の安全対策

風-215

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

３ 学用品等の給与（支給） 市、都

学用品の調達は、原則として都知事が一括して行い、小・中学校の児童・生

徒に対する給与（支給）は市が行う。

なお、本部長（市長）に都知事が職権を委任した場合は、学校避難所班が教

育委員会及び学校長の協力を得て、調達から給与（支給）までの業務を行う。

(1) 給与（支給）の対象【都（教育庁）】

住居に被害を受け、学用品を損失又はき損し、就学上支障の生じた小・中

学校の児童・生徒等に対し、被害の実情に応じ、教科書（教材を含む。）、文

房具及び通学用品を給与（支給）する。

(2) 学用品給与（支給）の方法【学校避難所班、都（教育庁）】

ア 教育委員会及び学校長の協力を受けて行う。

イ 被害別、学年別の学用品購入（配分）計画を作成する。

(3) 学用品給与（支給）の費用限度【都（教育庁）】

ア 教科書（教材を含む。）の実費

イ 文房具及び通学用品 災害救助法施行細則で定める額

４ 応急保育 市、各施設

保育園、児童館及び学童クラブの応急対策等を講じ、乳幼児・児童の生命及

び身体の安全並びに保育活動の確保について万全を図る。

(1) 保育園・児童館・学童クラブの応急対策【子育て支援班、保育班、各施設】

ア 緊急避難の措置

各保育園・児童館・学童クラブの責任者は、状況に応じて緊急避難の措

置をとるとともに、避難場所の所在を明確に保護者に伝達する。

イ 被害状況の把握

各保育園・児童館・学童クラブの責任者は、災害の規模、乳幼児、児童、

職員及び施設設備の被害状況を迅速に把握し、施設の管理に必要な職員を

確保して万全の措置をとる。



第３部 災害応急・復旧計画：第１１章 応急生活対策

第６節 教育・保育の安全対策

風-216

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

(2) 災害復旧時の対策等【子育て支援班、保育班、各施設】

速やかに平常の保育等活動が実施できるよう、施設設備の応急復旧、代替

施設の確保など必要な措置をとる。

ア 臨時編成の調整

各保育園・児童館・学童クラブの責任者は、応急保育計画・応急指導計

画に基づき、臨時のクラス編成を実施するなど、災害状況に即応するよう

速やかに調整する。

イ 災害復旧時の対策

子育て支援班、保育班、子ども家庭支援班の責務は、次のとおりである。

(ｱ) 職員を掌握するとともに、乳幼児・児童の被災状況を調査し、関係機関

と連絡を密にして復旧態勢に努める。

(ｲ) 保育園・児童館・学童クラブに対する情報及び指令の伝達について、万

全の措置をとる。

(ｳ) 災害の推移を把握しつつ、各保育園・児童館・学童クラブの責任者は平

常保育・指導育成ができる環境に整えるよう努める。

(ｴ) 災害により、登園できない乳幼児についての実情把握に努める。



第３部 災害応急・復旧計画：第１２章 災害救助法の適用

第１節 災害救助法の適用

風-217

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第１２章 災害救助法の適用

災害が発生し、市の被害が一定以上で、かつ応急的な救助を必要とする場合、

災害救助法の適用による救助を行うことにより、被災者の保護と社会の秩序の保

全を図る。

第１節 災害救助法の適用

＜発災後の活動の流れ＞

応 急 対 策

１ 災害救助法の適用 本部長（市長）、市

被害状況を詳細に把握・報告するとともに、災害によって住家が滅失した世

帯数が、災害救助法に定める基準以上に達し、被災者が現に救助を要する状態

にある場合は、災害救助法の適用手続きを行い、適用後は同法に基づく救助を

行う。

(1) 詳細被害状況の調査【各部各班】

ア 各部所管施設の被害状況の把握

被害状況等の把握は、関係機関、市民等の協力によって実施するととも

に、市内をブロックに分け調査し、被害情報を集約する。

(ｱ) 各部各班は、所管施設の被害状況を調査し、危機管理班へ報告する。

(ｲ) 各部各班は、自己の班に属さない被害であっても、緊急の報告を受けた

場合は、速やかに危機管理班へ報告する。

(ｳ) 被害状況を専門的に把握するために必要と認められる場合は、部内で調

整の上、他班の協力によって調査を行う。



第３部 災害応急・復旧計画：第１２章 災害救助法の適用

第１節 災害救助法の適用

風-218

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

イ 把握する内容

各部・班は、緊急対応が終了した段階から、次に示す点について詳細な

被害情報等の把握を行う。

被害種別 把握する内容

人的被害
１ 死者、行方不明者の状況

２ 負傷者の状況

住家被害 全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・一部損壊の状況

非住家

被害
公共建物

その他

被害

１ 田畑の被害状況

２ 文教施設の被害状況

３ 医療機関の被害状況

４ 道路、橋梁の被害状況

５ 河川、水路等の被害状況

６ 水道施設の被害状況

７ 下水道施設の被害状況

８ ごみ処理施設等の被害状況

９ 電気、ガス、電話、鉄道の被害状況

被害金額

１ 公共文教施設の被害金額

２ 農業施設の被害金額

３ その他公共施設の被害金額

４ 農林、商工の被害金額



第３部 災害応急・復旧計画：第１２章 災害救助法の適用

第１節 災害救助法の適用

風-219

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

(2) 被害状況の報告【危機管理班】

ア 被害状況等報告

災害の発生報告、概括的被害情報の報告に続き、危機管理班は、都に対

し中間報告及び決定報告を行う。

状況等 報告内容

詳細状況の判明

及び被害状況に

変化があった

場合の対応

地震発生直後の都への報告後、被害状況の詳細が判

明した場合、又は被害状況に大きな変化があった場合

は、速やかにその内容を報告する。

報告の方法
ＤＩＳ、都防災行政無線、電話・ファクシミリ等に

よって報告する。

救助実施状況の

報告

災害直後における当面の応急措置及び災害救助費

国庫負担金の清算事務に必要となるため、各救助種目

の救助実施状況を初期活動から救助活動が完了する

までの間、日ごとに記録、整理し、都知事に報告する。

応急措置完了後

の対応

応急措置が完了した場合は、被害状況等報告様式の

全項目について報告する。

イ 収集・報告に当たって留意すべき事項

(ｱ) 被害等の調査・報告に当たっては、防災関係機関及び部内の連絡を密に

し、調査漏れや重複等のないよう十分留意するとともに、被害数値等の調

整を図る。

(ｲ) 市は、情報収集の迅速・正確を期すため、情報収集・連絡に係る組織、

設備、要領等の整備を図っておく。

(ｳ) 被害が甚大なため被害状況の収集及び報告が困難なとき、又は被害等の

調査に専門的な知識や技術を必要とするときは、都等に応援を求めて実施

する。

(ｴ) 罹災世帯・罹災人員等の把握に当たっては、現地調査のほか住民基本台

帳等と照合し、正確を期する。



第３部 災害応急・復旧計画：第１２章 災害救助法の適用

第１節 災害救助法の適用

風-220

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

(3) 災害救助法の適用手続き【本部長（市長）、危機管理班】

ア 災害救助法の適用基準

市における災害救助法の適用基準は、次のとおりである。

(ｱ) 滅失世帯（住家滅失世帯）数が 100 世帯以上のとき。

(ｲ) 被害が広範囲にわたり、都内の滅失世帯の総数が 2,500 世帯以上に達し

たときで、かつ、本市の滅失世帯数が 50世帯以上に達したとき。

(ｳ) 被害が都内全域に及ぶ大災害で、都内の滅失世帯数が 12,000 世帯以上に

達した場合又は災害にかかった者の救護を著しく困難とする特別の事情が

ある場合であって、多数の世帯の住家が滅失したとき。

※減失世帯の算定：世帯数は、全壊（全焼）、流失等の世帯を標準とし、半壊

（半焼）した世帯は２世帯を、床上浸水や土砂堆積で居住できない世帯は３

世帯をもって、１世帯と算定する。

(ｴ) 多数の者が生命又は身体に危険を受け、又は受けるおそれが生じたとき。

①災害が発生し、又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が、避

難して継続的に救助を必要とすること。

②被災者について、食品の給与等に特殊の補給方法を必要とし、又は救出に

特殊の技術を必要とすること。

(ｵ) 災害が発生するおそれがある場合において、国に災害対策基本法に規定

する災害対策本部が設置され、都が当該本部の所管区域として告示された

ときに、都の区域内において災害により被害を受けるおそれがある場合。

イ 災害救助法適用手続き

本部長（市長）は、市の災害の規模が災害救助法の適用基準に該当する

場合、又は該当する見込みがある場合は、都に災害救助法の適用手続きを

行う。災害発生から救助の実施に至るまでの事務は、次のとおりとなる。

関係各部は、危機管理班と密接な連携をもって、災害救助法による救助の

円滑な実施に努める。

(ｱ) 被害状況の把握（適用基準該当の確認）

(ｲ) 適用申請（本部長（市長）から都知事へ）

(ｳ) 適用（災害救助法による救助の実施）通知（都知事から本部長（市長）

へ）

(ｴ) 災害救助法による救助の実施指示（本部長（市長）から関係各部へ）



第３部 災害応急・復旧計画：第１２章 災害救助法の適用

第１節 災害救助法の適用

風-221

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

ウ 救助の種類

災害救助法が適用された場合、災害救助法で定める救助の実施は、国の

責任において都知事が当たることになっているが、都知事がその職権の一

部を事前委任した救助の実施については本部長（市長）が行う。ただし、

災害の事態が急迫して、災害救助法に基づく都知事による救助を行うこと

ができない場合又は委任を受けた場合は、本部長（市長）が自ら救助に着

手する。

本部長（市長）が事前委任を受けている災害救助法による救助の種類は

次のとおりである。

(ｱ) 避難所及び応急仮設住宅の供与

(ｲ) 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給

(ｳ) 被服、寝具、その他生活必需品の給与又は貸与

(ｴ) 医療及び助産

(ｵ) 被災者の救出

(ｶ) 被災した住宅の応急修理

(ｷ) 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与

(ｸ) 学用品の給与

(ｹ) 埋葬

(ｺ) 前各号で定めるもののほか、政令で定めるもの

２ 災害救助法の運用等 本部長（市長）

本部長（市長）は、災害救助法の適用基準のいずれかに該当し、又は該当す

る見込みがあるときは、直ちにその旨を都知事に報告する。



第３部 災害応急・復旧計画：第１３章 激甚災害の指定

風-222

第１部 強い都市

第２部 災害予防

第１章 水害予防対策

第２章 防災力向上

第３章 公共施設等

第４章 応急対応力

第５章 情報通信

第６章 医療救護

第７章 避難者対策

第８章 物資・備蓄等

第９章 生活の再建

第３部 応急復旧

第１章 初動態勢

第２章 情報収集

第３章 水防対策

第４章 警備・交通

第５章 医療救護

第６章 避難者対策

第７章 物流・備蓄等

第８章 ごみ・し尿等

第９章 ライフライン

第 10 章 公共施設等

第 11 章 生活の再建

第 12 章 災害救助法

第 13 章 激甚災害

第１３章 激甚災害の指定

大規模な被害が発生した場合には、「激甚災害に対処するための特別の財政援助

等に関する法律」(昭和 37 年法律第 150 号。以下、「激甚法」という。)による財

政援助等を受け、迅速かつ適切な復旧を実施する必要がある。

応 急 対 策

１ 激甚災害の指定 市、都

市内において災害により甚大な被害が生じた場合、激甚法に基づく激甚災害

の指定を受けるため、被害の状況を速やかに調査し、早期に激甚災害の指定を

受けられるよう努力するとともに、公共施設等の災害復旧事業が迅速かつ円滑

に行われるよう措置をとるものとする。

２ 激甚災害指定の調査 市、都

危機管理班は、激甚災害指定基準及び局地激甚災害指定基準を考慮して、被

害状況等を調査して都に報告する。都知事（都総務局）は、都内に大規模な災

害が発生した場合、市の被害状況等を検討の上、激甚災害の指定を受ける必要

があると思われる事業について、関係各局に必要な調査を行わせる。

知事は、市長の報告及び調査結果をとりまとめ、内閣総理大臣に報告する。

３ 激甚災害指定の手続き 市、都

危機管理班は、激甚災害の指定を受けたときは、速やかに関係調書等を作成

し、都各局に提出する。都関係局は、激甚法に定められた事業を実施する。

激甚災害の指定を受けたときは、都関係局は、事業の種別ごとに激甚法及び

算定の基礎となる法令に基づき負担金、補助等を受けるための手続その他を実

施する。
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